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平成 21 年度 各区の事業 

 

大阪市の各区では、さまざまな分野で市民の皆さんとの協働事業をはじめとするさまざま

な事業が展開されています。 

平成 21 年度予算では、区の裁量により効果的な事業執行に努め、地域課題の解決に

市民とともに取り組む「協働」の拠点としての区役所をめざし、各区において特色ある地域づ

くりに取り組む事業を分野ごとにご紹介します。 
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 施設管理費 

市民サービス向上 

歴史・文化

生涯学習・スポーツ

事業費 
（単位：千円） 

 事業費 
 事務費 

平成21年度 
区予算 

（単位：千円） 

4,322,667 

環境美化・緑化 

防災・安全安心のまちづくり

子育て支援 

企業支援

健康づくり・地域福祉

広聴・広報

1,085,747

主な目的別内訳 施策分野別事業内訳 

＜平成 21 年度区予算の内訳＞ 

市民参画・協働の仕組みづくり
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市民参画・協働の仕組みづくり

区 事業名 事業概要

北区 地域力活性化事業
　「区民交流プラザ」を地域団体や市民活動団体の出会いと交流、情報発信の拠点として活
用し、新たなまちづくり活動や事業を生み出していく。

北区 青少年健全育成事業

　青少年の健全育成と非行防止を図るため「青少年育成推進会議」を設置するとともに青少
年指導員による活動の推進や成人の日記念のつどい事業を実施する。
また「こども110番の家」事業により子どもの保護・安全の強化を図るための体制を整備す
る。

北区 人権啓発推進事業
　人権啓発事業については、北区人権啓発推進協議会に啓発事業を委託し、同協議会によ
る各種講演会の開催、啓発活動を積極的に推進し、また相談事業についは、多様化する人
権問題相談の充実を目指す。

北区 コミュニティ育成事業

　区役所附設会館条例に基づき、コミュニティ活動の振興並びに地域における文化の向上
及び福祉の増進を図るとともに、区民カーニバルはじめ市民の集会その他各種行事の場を
提供することにより、市民相互の交流を促進し、連帯感あふれるまちづくりの推進に寄与す
る。

都島区
未来わがまちビジョン推進
事業

　未来わがまちビジョンの具体化を推進するため、環境問題をテーマにしたイベントや農業
体験プログラムの実施、区ゆかりの与謝蕪村を顕彰する蕪村マンスなどを開催する。わがま
ちビジョン推進会議が中心となって市民協働の枠組みのもと事業を実施し、環境に優れた都
島の実現と、地域の活性化、区民が健康でコミュニティあふれるまちづくりを目指す。

都島区 コミュニティ育成事業
　地域の交流を活発にし、地域住民相互の連帯感を高め、コミュニティづくりを推進するた
め、区民まつりをはじめ、こどもカーニバル、文化のつどいなど各種事業を実施する。

福島区
マンションと地域の架け橋
事業

　地域とマンション住民が出会い、相互理解を深め、共に支えあえるまちになっていくことを
めざす。具体には行政・区社協・地域組織などの協働により、マンション内の集会スペース等
を利用して子育てサロンやふれあい喫茶を開催する等の事業により、交流を図り、地域で行
われている子育てサロン等への参加を促し、さらなる交流を深める。

福島区
福島区地域福祉アクション
プラン推進支援事業

　地域でだれもが自分らしく安心して暮らしていくために、地域にかかわるすべての人の支え
合いによる地域福祉を推進する「福島区地域福祉アクションプラン」が平成１８年３月に策定
された。このプランを円滑に推進する組織として推進委員会を設置、また広報により周知し
区民の参加を募る。

福島区 コミュニティ関係事業
　地域コミュニティの輪を広げ、心のふれあいと相互に支えあえる活気あふれるまちづくりを
推進するため、「区民まつり」など様々な事業を開催する。

此花区
まちづくり能力開発セミ
ナー

　まちづくりワークショップ「このはなカエルクラブ」を発展させ、まちづくり能力開発セミナーに
よる事業の質を向上させる。

此花区
「おもしろトレイルルート」
のウォークラリー

「おもしろトレイルルート」のデータをもとにウォークラリーを開催し、区内ハイキングやキッズ
カーニバルと連携して事業を進める。

此花区
市民協働型自転車利用適
正化事業「トライアルプラ
ン」

　従来の駅前等における自転車整理事業に加え、区役所がコーディネートし、地域活動団体
（町会・商店街等）、道路管理者、警察、鉄道事業者、軌道事業者等からなる放置自転車対
策会議を立上げ運営する。

中央区
未来わがまちビジョンに基
づく区民主体の課題克服・
魅力向上支援事業

　中央区の魅力の向上を区全体の地域課題とし、未来わがまちビジョンの取組みを広く区民
に周知するため、20年度に作成した「わがまちガイドナビ」を活用した交流イベント等を推進
委員会が主体となって企画・実施し、これらの活動を通して、地域の課題や区民のニーズを
吸い上げ、解決につなげるための仕組みづくりに取り組む。

西区 コミュニティ育成事業 　コミュニティ活動の振興並びに地域における文化の向上及び福祉の増進を図る。

西区
すきやねん西区区民運動
推進事業

　①マナーのよいまちづくり②世界にひらかれたまちづくり③明るく美しいまちづくり④あたた
かいふれあいのまちづくりのテーマのもと、区民並びに各種団体が自主的な運動を展開する
ための連絡調整を図り、関係行政機関の積極的な協力を求める。

西区
公園を活かした都心の暮
らしづくり

　「西区未来わがまちビジョン」の取り組みテーマのひとつ、「公園を活かした都心の暮らしづ
くり」をテーマとした各種イベントを「未来わがまち会議」及び地元住民によるネットワーク組
織など、区民と協働で開催する。

西区

川と海をつなぐ舟運にぎわ
いまちづくり事業（西区再
発見ウォーキング＆わが
まち紹介展）

　臨海部と都心のリバーフロントを結ぶ小型客船の運航を支援するとともに、安治川周辺の
まち歩きや市民参加イベントを行い、リバーフロントの果たす役割を再認識してもらう。

西区

西区「未来わがまち会議」
継続事業
地域活動の拠点形成とそ
の支援

　西区の魅力を知ってもらい、西区に愛着をもってもらえるための方策を「未来わがまち会
議」で検討する。また、情報発信の取り組みを継続支援するとともにHP、携帯サイトを利用
し、地域課題等の解決を目指す。

○市民参画・協働の仕組みづくり
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市民参画・協働の仕組みづくり

区 事業名 事業概要

西区
共通の水辺空間を利用し
た三区まちづくり事業

　三区に共通の地域資源としての「川」をアイテムとしたイベントを行うことで、三区のわがま
ち会議の相互交流や情報交換、三区民同士の交流が図られ、新たな視点でまちづくり活動
へアプローチしていく等、区域を越えての「川の魅力を活かしたまちづくり」活動の推進に繋
げていく。

港区
区における人権啓発推進
事業

　「大阪市人権教育・啓発推進計画」に基づいて,地域における市民一人ひとりの人権意識の
普及・高揚をはかり差別や偏見のない人権尊重の明るいまちづくりを推進するため、市民組
織と行政が連携して地域に密着した人権啓発活動を行う。

港区 こどもパラダイス
　区民センター全体を使って、コミュニティスタッフ、ボランティア団体、サークル、ＮＰＯが国
際交流、科学、環境、工作、伝承遊び、絵などさまざまなテーマで展開した催しを子ども達に
提供する。

港区 港区歩港会事業
　区民が企画・運営に参加して開催するまちづくり事業で、参加者に区内を歩いて自分のま
ちの魅力や歴史を再認識してもらう。

【新】 港区 港区民音楽祭
　港区内でコーラスなどの音楽活動を行っているグループが、企画から運営まで行う手づくり
のコンサートの開催を支援する。

港区 成人の日のつどい関係費
　新成人として大人になったことの自覚を促し、新成人を祝い励ますとともに、地域の各種団
体の参加も得て、地域コミュニティづくりの一環とする。

港区 青少年育成推進会議事業

　青少年の健全育成・非行防止と、子どもの保護・安全の強化等を図るための組織として、
行政・学校・地域・家庭が連携した「青少年育成推進会議」を設置し、研修会や大会を開催す
る。また、地域において旗やステッカーを掲げてもらい、子どもたちのトラブル時に駆け込み、
助けを求められる体制整備として子ども110番の家事業を展開する。

港区 青少年非行防止活動事業
　大阪市青少年問題協議会会長（市長）が委嘱する青少年指導員の協力を得ながら、青少
年の街頭指導をはじめ、青少年相談活動や危険箇所の把握などの諸活動を行い、地域に
おける青少年非行を未然に防止し、青少年の健全な育成を図る。

港区
青少年指導員の活動・養
成事業

　青少年指導員は、大阪市青少年問題協議会会長（＝大阪市長）の委嘱を受け、地域にお
ける青少年の健全育成と非行防止活動に取り組んでいる。また、青少年指導員を対象に研
修会を実施し、子どもたちを取り巻く様々な問題について学習する機会を提供する。

港区 コミュニティ関係経費
　地域社会のおける人々の交流を活発にして、地域住民相互の連帯感を高めることにより、
健康で想像性豊かな市民生活が営めるよう、コミュニティづくりにおける行政の役割として、
地域活動の場の整備などの援助を行う。

港区
区アクションプラン推進支
援事業

　地域代表で組織する「区アクションプラン推進委員会」を中心に地域福祉の課題共有を図
り、区にて策定した「港区地域福祉アクションプラン」を推進していく。

港区 はぐくみネット
　地域に開かれた学校づくりを進め、子どもたちの「生きる力」をはぐくむとともに、学校・家
庭・地域が一体となった総合的な教育力を発揮し、地域における人と人とのつながりによっ
て子どもをはぐくむ「教育コミュニティ」づくりを推進する。

港区
PTA・社会教育関係団体
対象
人権学習会助成事業

　市民の主体的な学習活動を促進し、人権に関する認識を深め人権が尊重されるまちづくり
をめざし、また家庭教育の振興をはかるため、単位PTAを始めとする社会教育関係団体等
が主体となって行う学習会に対する支援を行う。

港区
「マナーアップで安全快適
ちゃりんこ生活」推進事業

　港区わがまちフォーラムと地域・学校・警察などが連携し実施する自転車利用のマナーアッ
プ講習会や走ろう会などの活動を支援することで、環境にやさしい移動手段であり健康の維
持にも役立つ自転車の適正な利用を促進し、安全で快適に走れるまちづくりを推進する。

【新】 港区
港区「地域のお宝」発掘・
発見・発信事業

　「港区未来わがまちビジョン」の実現に向けて、幅広い年齢層のより多くの区民の参加を得
て、地域の一部の人しか知らない、地域に埋もれている魅力ある資源を発掘・再発見し「わ
がまち自慢」として地域内外に発信する取組みを協働して進める。

港区

川と海をつなぐ舟運にぎわ
いまちづくり事業　　国際
交流フェスタ～みなと秋ま
つり

　「水都大阪　2009」との連携を図りつつ、水際6区でさまざまな舟運でつなぐ官民連携イベン
トを実施する。港区では、天保山において、各国地域料理の屋台の出店や、民族舞踊、民俗
音楽の演奏などを繰り広げる「国際交流フェスタ～みなと秋まつり」を開催し、国際色豊かな
事業の展開を図る。

港区
港区版プラットフォーム形
成に向けた取組み事業

　平成２０年度に引き続き「わがまちみなとフォーラム」を開催し、まちづくりについての意見
交換や各団体の交流の場を提供する。また、第１回のフォーラムで立ち上げた３つの分科会
について、課題別プラットフォームとしての活性化を図るため、そこから生みだされる新たな
協働の取組みについて支援を行う。

大正区
大正区プラット
　　フォーム育成支援事業

　①わがまちビジョン部会支援事業：大正区の地域力を活かし、10年後の大正区の未来像
「わがまちビジョン」の実現に向けて自主企画事業を実践し、参加区民の拡充を図りながらプ
ラットフォームの形成に向け支援していく。
　②地域防災力の向上を目指すまちづくり支援：防災講演会や地域ごとに実施するワーク
ショップを通じ、お互いに助け合える体制づくり・組織づくりに取り組む。
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市民参画・協働の仕組みづくり

区 事業名 事業概要

大正区
区アクションプラン推進支
援事業

　だれもが安心して暮らせるあたたかい福祉のまちづくりのため、地域住民主体による「大正
区地域福祉計画アクションプラン」を継続して推進する。さらに、次期プランの策定に取り組
む。

大正区
  市民協働型自転車
　　 　利用適正化事業
　　　「トライアルプラン」

　区民・警察・関係行政機関とが一体となって放置自転車対策を行うことにより、放置自転車
問題を身近な地域課題として区民の意識向上を図り、積極的に問題解消に向け関わる機運
を高めるため、広報紙による活動周知や「放置自転車対策官民一斉行動」等の啓発活動を
実施し、自転車の適正利用を促し放置自転車数の減少を図る。

大正区
大正区まち案内人活動支
援事業

　大正区に住む人も、訪れる人も大正区への理解を深め、まちに一層の愛着を持ってもらえ
るよう、区内の歴史・文化・まちづくりなど、ボランティアによる案内・説明をする語り部「大正
区まち案内人」の活動に対する支援を行う。

天王寺区
地域活動担い手の育成事
業

　地域活動の活性化のため、地域活動の新たな担い手の掘り起こしと育成を図る。地域活
動の活性化と担い手育成の定着化を図るための話し合い及び地域活動の実施

天王寺区
市民協働型自転車利用適
正化事業「トライアルプラ
ン」

　安全で快適なまちづくりをすすめていくため、迷惑な放置自転車の解消や自転車走行マ
ナーの向上など自転車の適正利用を目指す活動に取り組む。①地域住民と協働の啓発　②
地域住民と協働の協議会運営③児童への自転車免許講習会の実施及び自転車免許証の
発行

天王寺区
てんのうじまちづくり活動
支援

　未来わがまちプランの実現を目指し、「未来わがまち会議」を開催し、「暮らし続けたい、暮
らしたいまち天王寺」を目指した諸活動を支援していく。

【新】 天王寺区
学校の塀を利用した地域
主体の広報板の設置

　地域の情報の発信場所として、地域で作成したポスター、チラシ、絵画などをより数多く、ま
た、多くの人に見てもらえるよう、巨大な掲示板を作成し、学校の塀等を利用して設置する。

西淀川区
市民協働推進のための
自転車利用適正化事業

　駅周辺の放置自転車問題について、地域・鉄道事業者・行政等で構成する西淀川区自転
車対策検討連絡会議及び区内５駅各部会において解決にむけた検討を行いながら、区民と
協働して自転車利用適正化にむけた誘導やマナーの啓発を行い、建設局と連携して放置自
転車防止に努めます。

西淀川区
西淀川区民のまちづくり支
援事業　「未来わがまちビ
ジョンの推進」

　平成18年3月に策定された「西淀川区未来わがまちビジョン」が示す西淀川区の将来像「住
みやすいまち西淀川区」の実現にむけて、区民自らが主体的に、あるいは行政と協働して取
り組むまちづくり活動を支援します。

【新】 西淀川区
商店街の活性化とまちづく
り事業

　商店街と地域の活性化に寄与する活動について、その周知・ＰＲ等に対する支援を行い、
商店街活性化に向けた事業への自主的な運営体制の確立を図ります。

西淀川区 区民まつり
　まつりにふさわしい秋に「西淀川区民まつり」を実施します。当日は催物をはじめ、展示・手
作り作品・各種団体ＰＲコーナーを設けます。

西淀川区
西淀川区自然体験教室２
００９

　「花と緑あふれるまちづくり」推進のために、大野川緑陰道路から矢倉緑地に至る自然環
境を体験してもらい、緑と自然に親しむことにより、わがまち西淀川区を再発見します。

西淀川区
西淀川区「キラメキ未来
塾」

　区内の小学校の高学年を対象に、西淀川区の歴史や文化について学び、子どもたちが自
らの発想により 区の将来像・理想像を描いていきます。

西淀川区 コミュニティサロン
　区内在住・在勤者が気軽に参加できる各種講習会を年間を通じ実施します。季節に応じた
講習会も実施します。

西淀川区 区民ギャラリー
　区役所庁舎内の「区民ギャラリー」を活用し、区内のグループ及び区内在住・在勤者の創
作活動を紹介します。

西淀川区
親子ふれあいフェスティバ
ル

　命の大切さや心の優しさを育てていくために、親子のふれあいと地域コミュニティづくりを目
的としたフェスティバルを開催します。

西淀川区
みどりとコミュニティのつど
い

　コミュニティサロン参加者の作品展を中心に、スポーツ大会・各種教室等広く区民が参加で
きる秋にふさわしい催物を実施します。

西淀川区 くみん芸能大会
　区内在住・在勤者を対象に出演者を募り、素人芸能の発表の場として「くみん芸能大会」を
実施します。当日は寿席を設け、おとしよりを優待します。
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市民参画・協働の仕組みづくり

区 事業名 事業概要

西淀川区 こどもカーニバル
　区内在住の小学生を対象に「こどもカーニバル」を実施します。映画大会・曲芸などを中心
に、各遊びの催物コーナーを開設し、安全で楽しい遊び場を提供します。

西淀川区 こどもたこあげ大会
　伝統ある遊びの文化である「たこあげ」の大会を実施します。また、大会に向けたたこづくり
教室を開催し、大会当日にそのたこをあげます。当日は催物コーナーも開設します。

西淀川区 コミュニティスクール
　区内在住の成人を対象に、身近な問題の中からテーマをひとつ取りあげ、講演会及び大阪
市関連施設見学会を実施します。

淀川区 わがまちビジョン推進事業
　２０年度に引き続き、２１年度はわがまち会議（地域版）を１中学校区（２小学校区）で実施
する。また、区ビジョン推進委員が区レベルのビジョン実現のため、その具体的事業を活動
実践するために指導的役割を担えるよう人材育成を行う。

淀川区
市民協働型自転車利用適
正化事業（トライアルプラ
ン）

　区内における駅前の放置自転車について、これまで行政のみで対応してきたが、地域課題
として市民自体で解決していくことを目指し、コンサルタントの派遣や現地実態調査を行い、
市民協働の機運を高めていく。

【新】 東淀川区
区民参画・協働、地域活動
支援についての検討事業

　区民の参画により策定した区のまちづくりビジョン等である「未来わがまちビジョン」、「地域
福祉アクションプラン」、「生涯学習推進計画」について、学識経験者と区民で構成する「研究
会」を開催し、今後の各計画について各計画相互の連携等について研究する。

東淀川区
地域ゆめ・まち会議まちづ
くり活動支援事業

　17地域の「地域ゆめ・まち会議」が取り組む、まちづくり活動への支援事業を行うことによ
り、担い手となる人材の発掘・育成、議論や活動の場の形成と具体的なまちづくり活動を推
進する。

東淀川区 コミュニティ講演会事業
　コミュニティについて区民に理解と関心を高めてもらい、コミュニティづくりへの参加を促す
ための講演会の開催

東淀川区 コミュニティスクール事業
　現在活動している地域コミュニティリーダーを対象に、地域社会での企画立案・実施能力を
高め、コミュニティづくりに寄与できるリーダーの養成のため、地域をとりまく様々な問題や課
題について学習する場を提供する事業

東淀川区 各種講習会事業
　参加者相互の親睦と交流を深め、新しいグループの育成とリーダーの養成を図り、コミュニ
ティ活動の活性化を目的として開催される、区民が手軽に参加できるパソコン、ストレッチ、
水彩画などの講習会

東淀川区
コミュニティスタッフ
育成事業

　コミュニティ事業に参加して協力してもらえる人材を一般区民から新たにコミュニティスタッ
フとして育成していく事業。事業は研修会として行う一方、従来の各種コミュニティ事業にも参
加をしながら人材の育成を図る。

東淀川区 地域コミュニティ啓発事業
　区民のわがまち意識・ふるさと意識の高揚をはかり、心ふれあう明るく住みよいまちをつく
るための啓発事業

東成区
地域活動プラットフォーム
の基盤づくり事業

　地域活動プラットフォームの基盤となるひがしなり市民協働ステーション「ふれ愛パンジー」
を中心に活動するまちづくりボランティア等の区民ネットワーク形成を促進し、パンジーの運
営に主体的に参画するふれ愛パンジー運営委員会を中心とする「コア」メンバーのコーディ
ネイト機能を育成することで、地域活動プラットフォーム形成の活性化を図る。

【新】 東成区
市民協働時代における地
域団体への支援

　まちづくりに大きな影響力を持つ各種地域団体の活動力が、より効果的に発揮され、市民
協働によるまちづくりが推進されるよう、地域団体の活動状況を調査分析し、適切な支援を
研究するとともに、まちづくりの専門家をアドバイザーとして招き、地域団体の活性化に向け
た新たな事業をモデル的に実施する等、団体サポートの充実を図る。
また、市民協働によるまちづくりのワークショップを各種団体横断的に実施し、団体間の交流
促進、新たな活動の担い手の発掘につなげるなど、実践を通じ、地域団体の活性化を促進
する。

東成区
市民協働型自転車利用適
正化事業「トライアルプラ
ン」

　地域の自転車利用適正化に向けた市民協働型地域協議会「さわやかミーティング」による
実験的対策企画の検討を通じて、自転車問題を地域課題として捉え、市民協働による解決
に向けた機運を醸成していく。また、トライアルプラン実施推進会議で構築している区局・区
間連携のメリットを活かし、局と連携した市民協働による放置自転車の現地啓発・指導及び
整理（建設局予算）や複数区にまたがる駅エリアの対策、トライアルメニューの効果測定や
汎用性の検討を実施する。

東成区

市民が取組む平野川環境
景観保全活動を通じたま
ちづくり活動の支援事業（4
区連携）

　平野川流域4区（城東・東成・生野・平野）における、各区の環境景観保全を課題とした地域
連携のまちづくり活動の母体として組織された平野川協議会の学習活動等を通じて相互の
連携を深め、河川環境景観保全を主要テーマとするまちづくり活動の広域的ネットワークを
育成・支援する。

東成区
未来わがまちビジョン等区
民主体の取組み支援事業

　平成18年に策定した｢東成区未来わがまちビジョン｣を推進するため、東成区未来わがまち
推進会議を中心に、各種区民主体のまちづくりを支援し、区民主体のまちづくりの新たなプ
ラットフォームの形成をめざす。
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市民参画・協働の仕組みづくり

区 事業名 事業概要

東成区 コミュニティ育成事業
　区民が気軽に参加できる区民まつりをはじめ、講演会の実施や区内で活動する諸団体の
活動成果を発表できる機会を提供し、地域コミュニティの育成を図る。

生野区
地域活動プラットフォーム
形成支援事業

 　『生野区未来わがまちビジョン』の推進活動を展開している「いくのわがまちクラブ」支援活
動を通じてビジョン策定に基づいた区民主体の取組みを支援し、まちづくり活動への意識向
上を図る。また自主的活動を通じて区民の参加を呼びかけ活動の輪を広げるとともに各種
団体と連携し、プラットホーム活動形成を目指す。

生野区
「いくのトライアングルタウ
ン」魅力発信支援事業

　鶴橋・桃谷・御幸通（コリアタウン）を結ぶ地域を「トライアングルタウン」として、古い町並み
や史跡をはじめとする地域の魅力の発掘とその情報発信を進めることを通じて、商店街、地
域団体、区民などの参画によるまちづくりの促進と地域の活性化を目指す。

旭区
区民と共につくる
“ほっと”なまち旭

　「旭区未来わがまちビジョン」の推進に向け、旭区再発見事業として「旭区ブランド」を活用
したウォーキングマップの作成、親子劇場フェスタなど芸術創造館との共同事業の実施や城
北公園を活用した講習会等を開催し、活気あふれるまちづくりを図り、旭区全体の活性化に
つなげる。

【新】 旭区
東部4区合同「淀川100年
未来に向けて」シンポジウ
ム事業

　淀川に守られてきた大阪市東部４区（都島区、旭区、城東区、鶴見区）の区民が一同に会
してシンポジウムや船上視察を企画・運営し、河川への理解、関心、愛着を再認識してもら
い、河川災害に対する意識啓発や河川ごみの減少につなげる。

旭区
城北公園エリア活性化対
策事業

　旭区の地域資源である城北公園や城北公園で栽培されている「花しょうぶ」、「菊」等を活
用した事業を城北公園事務所と共同で実施し、城北公園に集客を図ることにより、旭区全体
の活性化につなげていく。
　また、大阪工業大学と連携し、淀川ワンド環境保全活動に取り組む。

旭区
花しょうぶフェスティバル
開催事業

　区の花である「花しょうぶ」の普及と城北公園エリアの活性化をめざし、城北公園、城北菖
蒲園を舞台にボランティア、ＮＰＯ法人、区内官公署・事業所、旭区内の経済団体等と協働で
花しょうぶフェスティバルを開催する。花しょうぶフェスティバルの開催により、花と緑あふれ
る潤いのある旭区のまちづくり機運の高揚を図る。

旭区 あさひ菊まつり開催事業
　城北菊花展や城北公園で栽培されている「菊」の普及と城北公園エリアの活性化をめざ
し、ボランティア、ＮＰＯ法人、区内官公署・事業所、旭区内の経済団体等と協働であさひ菊
まつりを開催する。

旭区
「旭区民音楽祭」開催支援
事業

　「旭区未来わがまちビジョン」のテーマのひとつである「地域が元気になるイベントづくり」に
も合致することから、区民が自主的・主体的に立ち上げた「旭区民音楽祭実行委員会」を支
援し、「第４回　旭区民音楽祭２００９」を開催する。

旭区 「音楽の祭日」参画事業
　文化振興及び国際交流の活性化を目的として、全世界で「音楽の祭日」として同日開催さ
れるライブ音楽イベントを旭区で開催する。
　旭区において開催することにより音楽を通して文化の振興と国際交流に貢献する。

旭区
商店街の空き店舗を活用
した文化講習事業

　商店街の空き店舗等を活用し、定期的にリサイクルをテーマとした講習会を開催する。
　買い物の途中で気軽に参加できる講習会を開催することで、商店街への集客を図る。ま
た、城北公園から千林などへの導線をつくり旭区の活性化にもつなげる。

旭区
まちづくりネットワーク育成
事業

公募の区民が「地域史編集者」として参画し、ワークショップを開催する中で旭区３地域の
「地域史」を作成する。参画区民に企画から冊子編集まで全てに関わってもらい、区民の手
による身近な歴史を中心とした「ここにしかないもの」づくりをめざす。また、地域史の作成や
発表会等を開催する中で協働のまちづくりを担う人材の育成・確保をめざす。

【新】 旭区
まちづくり活動広報等支援
事業

区民により１０年後のまちの姿を描いて策定された「旭区未来わがまちビジョン」を実現する
ために、区民が自主的・主体的に立ち上げた「旭区未来わがまちビジョン推進会議」の活動
を支援する。また、その他まちづくりに関わる団体等の情報などを紹介する。

城東区
区民が主役のまちづくり
(城東区未来わがまちビ
ジョン推進支援事業)

　城東区未来わがまちビジョンの実現に向けた区民の話し合いの場である「城東区ゆめ～ま
ち～未来会議」の開催を行うとともに、「花緑部会」「音楽部会」「青少年部会」の各部会のプ
ロジェクトの実施支援を行う。さらにビジョン実現に向けた区民の自発的なまちづくりの参加
を促すため、平成20年度より開始した助成事業を実施し、より区民の自立的な活動の促進を
図る。

城東区
「城北川アメニティゾーン」
づくりと区民コミュニティ事
業支援

　「区民がいつでも憩い・集い・楽しいと感じる親水エリア」を目標に、城北川のアメニティゾー
ンとしての実現可能な将来像「城北川アメニティゾーン化計画」が平成２０年度に、パブリック
コメントを実施して策定された。
　今後、区民の自主的な活動により、この計画の実行をしていく過程を支援し、地域間・新旧
住民間のコミュニケーションを高めていく。

【新】 城東区
東部4区合同「淀川100年
未来に向けて」シンポジウ
ム事業）

　「新淀川開削100周年」、「水都大阪2009」の年を契機とし、これまで淀川に守られてきた東
部4区(都島区、旭区、城東区、鶴見区)の区民が一同に会して、シンポジウムや船上視察を
企画・運営し、河川への理解、関心、愛着を再認識し、河川災害に対する意識啓発や河川ご
みのポイ捨て減少につなげる事業。
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市民参画・協働の仕組みづくり

区 事業名 事業概要

城東区

市民が取組む平野川環境
景観保全活動を通じたま
ちづくり活動の支援事業(4
区連携)

　平野川流域4区（平野・生野・東成・城東）が中心となり、各区の環境景観保全を課題とした
地域連携のまちづくり活動の母体として組織された協議会により、学習活動や相互の連携を
深めて、河川環境景観保全を主要テーマとするまちづくり活動の広域的ネットワークを育成・
支援する。

鶴見区
環境にやさしいまち、安全
安心なまちづくり

　鶴見区未来わがまち推進会議において、区民が主体となり活動内容を議論し、水路清掃
活動などの実践活動を実施している。今後も区民が主体となってこうした活動がさらに発展
するよう支援を行う。

【新】 鶴見区
マンション居住者の地域コ
ミュニティへの融合事業

　地域住民とマンション居住者とのふれあいの必要性を認識し、活動の機運を高め、ボラン
ティアの結集を図り、ボランティアが主体となって情報交換する会合を設ける。

鶴見区 コミュニティ育成事業
　自発的なコミュニティ活動と住民の自主性や自己責任に立脚した地域社会の創造の実現
のため、「区民まつり」などの地域に根ざしたコミュニティ事業を実施する。

鶴見区 まちづくりふれあい事業
　平成20年3月に決定した鶴見区マスコットキャラクター「つるりっぷ」の啓発を行い、区への
愛着を深めていく。

鶴見区 成人の日記念のつどい
　大人としての自覚を促し、同世代の連帯感を育てる場として、新成人を祝い励ます催しを行
う。「つどい」への参加をきっかけに、同世代の連帯感を育て、地域活動やボランティア活動
への参加の意識を醸成する。

鶴見区
青少年非行防止活動及び
青少年指導員区活動事業

　青少年指導員が地域における青少年非行を未然に防止し、青少年の健全な育成を図るた
め計画的に継続して諸活動を行う。また、区内の関係機関と密接な連絡を取りながら区レベ
ルでの活動を推進することにより、青少年の健全な育成に資する。

鶴見区
「すきやねん大阪」環境美
化推進運動

　「すきやねん大阪市民運動」の趣旨にのっとり、区・地域における活動として、住民自らが
清掃等の実践活動や、環境美化を推進するためのPR広報等の啓発活動などを実施する。

阿倍野区 わがまちあべの会議
　地域や区内団体、ボランティアグループ、まちづくりグループ、ＮＰＯ等に情報共有、連携、
意見交換のできる出会いの場を提供し、各々の団体等の活性化を図る役割を果たすことを
目的に開催する。

阿倍野区
市民協働型自転車利用適
正化事業「トライアルプラ
ン」

　平成２０年度実施の主な地下鉄駅周辺の自転車利用実態調査をもとに市民協働をはじめ
放置自転車対策について、委託により企画・立案・実行する。

住之江区
住民主体のまちづくり支援
事業

　区役所会議室などの「場」を提供し、「環境」「福祉・共生」「歴史・文化」という基本テーマに
沿って、身近なところからできる「まちづくり」について住民が地域を越えて話し合ってもらう。
また、企画調整事業計画策定に際して、区民の協力を得ることで、区民主体のまちづくりをよ
り一層推進し、具体的な活動として拡がりを持たせる。

住之江区 まちづくり文化事業

　住之江区により関心を持ってもらうことを目的に事業を展開し、自分の住む地域に愛着をも
ちいつまでも住み続けたいと思うまちづくりへとつなげる。様々な角度から他の文化と接する
ことで多文化理解を深め、異なる文化背景をもつ人々の人権を相互に尊重しあって生きる多
文化共生社会の実現を目指す。

住之江区
企画立案及び総合行政推
進事業

　各局事業所との連絡調整を円滑にすることで、区における総合行政の推進に向けて効果
を図る。また、行政連絡調整会議での内容を実務者段階でより綿密に連絡調整することで、
区における総合行政の推進に向けて効果を図る。

住之江区 住之江まつり
　将来を展望した活気あるまちづくりへの意識を高めるとともに、相互に支えあう地域コミュニ
ティづくりを推進することを目的として、区民による手作りのまつりを実施する。

住之江区 区手づくり作品展

　区内の、様々な分野で趣味を楽しむ人々に作品の出品を呼びかけ、手づくり作品を広く一
般に公開することにより、趣味を媒介とした区民相互の交流を深め、文化の向上に努める。
創作という共通のテーマを通して参加者どうしが親睦を深めるとともに、新たな趣味に関心を
持つきっかけを作り、区民参加型の文化活動の推進に寄与する。

住之江区 住之江区こどもまつり

　未来の社会を担っていく子どもたちを中心にしたまつりを開催し、手づくりゲーム等の集団
活動を通して経験・知識を深め、子どもたちの健全な育成と地域コミュニティの振興を目指
す。日常それぞれ個別に活動している各単位子ども会が集まり、互いに協力しながらひとつ
のイベントを成し遂げることにより、結束を強め、活動意欲を盛り上げる。

住之江区 コミュニティサロン
　同一の趣味・興味を持つ人々が集まって交友関係を広げることができる講習会等を実施
し、コミュニティ活動の活性化を図るとともに、各種リーダーの養成を目指す。

住之江区 区こどもたこあげ大会
　日本の冬の伝統的風物詩である「たこあげ」を大空のもとで実施することにより、子どもた
ちの健康的な心身を養い、自主性を育むとともに、子どもを通じた地域コミュニティの連帯感
の高揚を図る。

住之江区
住之江区ユースライブコン
サート

　ロック、ポップなどを演奏する区内在住、在勤または在学のアマチュアバンドを募集、審査
し、野外ステージでライブコンサートを実施することにより、音楽を楽しむ環境をづくりを行うと
ともに、豊かな感性とわがまち意識を育み、青少年の文化的意識向上を図る。

8



市民参画・協働の仕組みづくり

区 事業名 事業概要

住之江区 人形劇フェスタinすみのえ

　人形劇、腹話術、手づくり人形や昔の道具づくり等の、舞台芸術やワークショップを通じて、
プロ・アマの劇団と参加者が互いにふれあい、地域コミュニティの育成を目指す。区民が共
通した体験を目的として集い、交流することにより、人とのふれあいの大切さを実感し、文化
に理解を深めることに寄与する。

住之江区 成人の日記念のつどい
　２０歳になった思い出のため記念事業として、新成人として大人になったことの自覚を促す
とともに、自ら生き抜こうとする青年を祝い励ます。

住之江区
PTA・社会教育関係団体
対象人権学習会支援事業

　単位ＰＴＡをはじめとする社会教育関係団体の会員が、自らの人権意識を高めるとともに、
地域における啓発指導者としての役割や活動方針についての認識を深めることを目的とし
て開催する人権に関する講演会・研修会に対し、支援を行う。

住之江区
CSO支援事業と区民情報
コーナーの連携

　区内のNPO団体などの相互間の情報交換や協働活動を側面から支援するため、インター
ネットを活用した「Webすみのえのみ」の充実をはかるとともに、これと連携して区役所内に設
置した区民情報コーナーでの交流を進める。また、年に１度、「志民まつり」と名うち、活動を
PRできる場を支援する。

【新】 住之江区

近代化産業遺産（名村造
船所跡地）を未来に活か
す地域活性化プラン～区
民がつくるアートコミュニ
ケーション～

　近代化産業遺産群として認定された名村造船所跡地を中心として、地域コミュニティと接点
の少なかった団塊世代との新たなネットワーク形成とそれに伴う地域活性化を目的とした市
民主体型音楽イベントを展開する。また、「名村造船所」の周知事業を展開し、将来的に「名
村造船所」史跡顕彰碑の建立事業とも連携することで、歴史的な位置づけを確立することを
目的とする。

【新】 住之江区

音楽のまちづくり　南港活
性化事業～川と海をつな
ぐ舟運にぎわいまちづくり
事業～

　「大阪2009」に代表される水都大阪再生の官民連携プロジェクトの一環として、ベイエリア
での官民連携をさらに深化させた地域密着型の取り組みを行う。歴史資源の発掘や地域特
性を活かした取り組みを進める市民参画を得て、水都大阪全体を発展させる市民協働推進
の一助とする。

住吉区 住吉区民まつり事業

　第１会場を沢之町グラウンド、第２会場を長居障害者スポーツセンターとし、各連合による
模擬店、果物野菜の安売り等、各種団体、市民活動団体、官公庁等の協働で区民と一体と
なる手作りのまつりを行い、こころがふれあう連帯感あるまちづくりを目指し、地域のコミュニ
ティ活動の充実を図るために行う事業。

住吉区
コミュニティ会館だより発
行事業

　区コミュニティ協会の事業・活動内容及び地域情報等を年一回コミュニティ会館だより「す
みよし」にて紹介し、コミュニティ事業への区民参加を促進する。

【新】 住吉区
地域活動についての新た
な支援策検討・調査事業

　区内の３校区をモデルとして選定し、地域活動の実態や住民意識を調査し、地域の特性に
応じた支援策について検討する。モデル区の選定や調査項目の作成を「住吉区まちづくり懇
話会」の委員などと協働で実施する。

住吉区
住民主体のまちづくり支援
事業

　「住吉区まちづくり懇話会」を委員の運営により開催し、「誰とでもあいさつのできるまち」の
実現に向けた取り組みを進める。住民主体のまちづくり活動の発表の場として「住吉区まち
づくりフォーラム」を住吉区アクションプラン推進委員会や住吉区コミュニティ協会と共催で開
催し、区民へまちづくりへの参加を呼びかける。さらに区レベルでの地域課題について裾野
を広げた議論する場（プラットフォーム）を形成する。

住吉区
市民協働型自転車利用適
正化　　　　　　　事業「トラ
イアルプラン」

　「地下鉄あびこ駅周辺放置自転車対策協議会」の運営
　放置自転車問題の解決に向けて地域住民・商店街・行政が一体となって取り組む。また、
より実効性の高い活動を行うため、放置自転車問題に造詣の深いコンサルタントに依頼し、
会議運営のリード役、まとめ役をしてもらう。

東住吉区
「すきやねん大阪」環境美
化推進事業

　昭和58年から展開されている「すきやねん大阪市民運動」の趣旨にのっとり、区・地域にお
ける活動として、住民自らが清掃等の実践活動や、環境美化を推進するためのPR広報等の
啓発活動など、より良い地域社会づくりに取り組む。

東住吉区 東住吉区地域懇談会事業

　まちづくりの担い手となる人材の育成と、「未来わがまちビジョン」の実現に向けた区民の
自主的な活動を支援し、区民協働のしくみづくりを行う。また、「地域懇談会」を開催し、地域
課題を把握して区役所の重点施策へと反映させることで、区の自律と地域課題解決のため
のしくみづくりを行う。

東住吉区
市民協働推進のための
自転車利用適正化事業

　放置自転車問題を地域課題として位置づけ、地域と行政による協議会を設置し、地域の自
転車利用適正化のための課題別プラットフォームづくりを行う。

東住吉区 企画調整事業
　タウンウォッチングによるまちづくり提案や、花と緑に関するフォトコンテスト等、区の特性・
ニーズに応じて、区独自の事業を展開し、まちづくりの推進を目指す。

東住吉区
なにわ元気アップ会議事
業

　市長が、各区における様々な活動の場等に赴き、区民・市民ニーズの把握の機会とすると
ともに、対話を通じてコミュニケーションを図ることにより、市民との信頼関係を築き、市民と
一体となった市政運営を行う。

平野区
市民協働によるまちづくり
事業

　連合ごとに、未就学児を含む子育て世帯、高齢者世帯との世代間交流を取り入れ、地域住
民の地域活動への参加・協力のもと、地域ごとに特色ある「まちづくりしおり」を作成する。作
成、地域への配布の中で新住民が地域活動に参加できるきっかけづくり、さらには今後の地
域活動の新たな担い手の発掘を目指す。
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市民参画・協働の仕組みづくり

区 事業名 事業概要

平野区 「セカンドライフ創出」事業
　「団塊の世代」方々の豊富な知識と技術・経験を、地域社会に活かし、まちづくり活動を実
践する人的資源として地域社会へ自由に参画できる環境と基盤づくりを目指す。

西成区
「西成区未来わがまち推
進会議」等区民主体の取
組み支援事業

　平成１８年２月に策定された「西成区夢プラン」の４つのテーマ「安心して暮らせるまち」「マ
ナーとモラルの意識の高いまち」「うるおいのあるまち」「西成のイメージアップ」の実現のた
め、区民による「西成区未来わがまち推進会議」と協働して、門灯をつけよう運動・駐輪マ
ナーアップ啓発・西成大そうじ等の事業を推進・開催する。

西成区 コミュニティ育成事業
　心のふれあう連帯感のあるまちづくりを推進、区民の健康増進と文化の振興及び福祉の
向上を図ることによる地域社会の発展に寄与することを目的として、区民まつり、文化祭等を
開催する。
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健康づくり・地域福祉の推進

区 事業名 事業概要

【新】 北区 すこやか大阪推進の取組
　「すこやか大阪２１」の重点的な取組である生活習慣改善の推進と市民の自主的な健康づ
くりを支援するしくみを構築するため、乳幼児期、成人期、高齢期といったライフステージに
合わせた健康づくり事業を展開する。

北区
北区地域福祉アクションプ
ラン推進事業

　誰もが住みなれたまちで安心して暮らせるように地域の福祉課題の解決を図り、北区地域
福祉アクションプランを推進する。

北区 高齢者福祉月間事業
　毎年9月の高齢者福祉月間において百歳に達した高齢者を訪問するほか各種啓発活動を
実施する。

都島区
みやっこみんなで健康づく
り事業

　区民の健康づくりを総合的・効果的に推進するため、生活習慣病の予防に焦点をあてた健
康づくり事業を実施する。区の特性を生かしたウォーキングの実施や健康づくり体操を普及
させ幅広い健康づくりの機運を盛り上げていく。

都島区
地域福祉アクションプラン
推進支援事業

　平成１６年３月に策定された「大阪市地域福祉計画」に基づき、当区においても地域福祉推
進のため「都島区
地域福祉アクションプラン」を策定した。この計画推進にあたり、各地域相互の連携による地
域ふれあいフェスタを開催するとともに、住民懇談会において地域課題を共有し、課題解決
に向けた支援を行う。

福島区 区民健康増進事業
　福島区の健康づくり体操「ハッピー・フッピィ体操」を啓発・周知することにより区民の運動
不足解消・メタボ対策・健康増進につなげる。

【新】 福島区
福島区健康づくり・ハッ
ピーアイランド事業

　福島区において、地域関係団体を中心とした区民と地域の実情にあった健康づくりに向け
て協働し、区民全体の健康の保持、増進を図る。

福島区 高齢者福祉月間事業
　市民が高齢者福祉についての関心と理解を深めるとともに、高齢者自身の社会参加意欲
を高めることを目的に、毎年９月を高齢者福祉月間と定め１００歳以上の高齢者に記念品を
贈呈し、年度内に１００歳を迎える方への敬愛訪問を実施する。

此花区
此花区地域福祉アクション
プラン推進支援事業

　地域福祉アクションプランに基づき、アクションプランフォーラム、推進委員会、住民懇談会
を通じ事業を推進するとともに、広報啓発に努め、地域福祉の面からまちづくりを考え実行し
ていく。

此花区 高齢者福祉月間行事
　市民が高齢者福祉についての関心と理解を深めるとともに、高齢者自身の社会参加意欲
を高めることを目的に、毎年９月を高齢者福祉月間と定め、市民運動を展開する。

【新】 此花区
健康促進事業「このはな
いきいき　長生きプラン」

　「健康・予防医療」をテーマに、特定健康診査等の各種ＰＲ活動をはじめ、料理教室、健康
講座、健康フェスティバルを開催し、市民との協働による健康づくり事業を実施する。

中央区
アクションプラン推進支援
事業

　地域福祉アクションプランに基づき、地域での世代間交流事業・子育て支援事業・企業と住
民の交流事業等を実施し、地域福祉のネットワークづくりをめざした取組みを公民協働で実
施する。

中央区 高齢者福祉月間事業
　市民が高齢者福祉についての関心と理解を深めるとともに、高齢者自身の社会参加意欲
を高めることを目的に、毎年９月を高齢者福祉月間と定め、新百歳長寿者宅を区長が訪問
し、内閣総理大臣記念品、祝状及び大阪市の記念品を贈呈する。

西区
区アクションプラン推進支
援事業

　西区地域福祉アクションプランの目標である「いつまでも住みつづけたいまち　西区を　み
んなの手でつくろう！」の取り組みを高齢者・こども・障害者の3部会を通じて推進する。

西区
高齢者福祉月間
百歳以上高齢者祝品贈呈
事業

　市民が高齢者福祉についての関心と理解を深めるとともに、高齢者自身の社会参加意欲
の高揚を図る。

西区

区民の参加と協働で進め
る地域福祉の応援事業
-ふれあい・交流・プラット
フォームづくり－

　「かがやいて生きよう　みんなの地域で」をテーマに地域福祉団体と一緒に障害者理解と交
流の場「そよかぜまつり」を開催。西区に愛着をもってもらい気楽に参加できる「みんなで史
跡を歩こう会」の実施や地域の子育てサークルの参加者や担い手の交流の場づくりとして、
「手をつなごう」を開催する。

【新】 西区
市民との協働による健康
づくり推進事業

　オリジナル健康体操を区民と協働でつくり、地域で積極的に活動する広範なリーダー・グ
ループを養成することにより広く区民に普及を図り、健康づくり運動を展開する。また、身近
なウォーキングコースを地域住民と協働で設定し、ウォーキングを日常的に継続することに
より、健康づくりを推進する。

港区 高齢者福祉月間行事
　高齢者福祉月間である９月に、区内の１００歳以上の長寿者に対して区長が訪問し、長寿
お祝いの記念品を贈呈するとともに、広報紙や各地区の敬老お祝い大会等の行事を通じ
て、高齢者福祉理解に向けての啓発を図っていく。

○健康づくり・地域福祉の推進
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健康づくり・地域福祉の推進

区 事業名 事業概要

【新】 港区
生活習慣病予防のための
運動習慣づくり推進事業

　区民と協働して、区民が生活の中に運動を取り入れられるよう支援することにより、生活習
慣改善による健康づくりを推進する。

【新】 大正区
 「健康づくり推進の町・大
正」推進事業

　生活習慣病予防の推進のために、ウォーキングを中心とした講座を開催する。講座参加者
の健康づくりはもちろん、その修了者が各地域のリーダーとなり、保健福祉センターと協働し
ながら区民の健康に対する意識を高め生活習慣病予防の推進を図る。

大正区
単身高齢者世帯の地域ボ
ランティアによる見守り支
援

　６５歳以上の単身高齢者世帯への見守り支援のため、「緊急通報システム」の利用者拡大
を図るとともに、地域ボランティアによる協力者の見守り活動を充実させる。

大正区 高齢者福祉月間
　毎年９月の高齢者福祉月間において、百歳長寿者をお祝いするなど、市民が高齢者福祉
についての関心と理解を深めるとともに、高齢者自身の社会参加意欲を高める事業を実施
する。

天王寺区 高齢者福祉月間
　市民が高齢者福祉についての関心と理解を深めるとともに、高齢者自身の社会参加意欲
を高めることを目的に、毎年9月を高齢者福祉月間と定め、市民運動を展開する。

天王寺区
天王寺愛あいふれあいま
つり

　区全体で支援を必要とする高齢者、障がい者、子育て支援家庭と地域住民との交流の機
会の設定や情報交換を目的とした参加型のまつりを公私協働で開催することにより、当事者
への理解の促進、多世代共生の地域づくりの促進をめざす。

天王寺区
区アクションプラン推進支
援事業

　身近な地域の実情に合った福祉の推進のため、公私協働で取組む「区地域福祉アクション
プラン」が円滑に推進できるよう、推進委員会や地域懇談会開催のための支援を行う。

浪速区
アクションプラン推進支援
事業

　地域において人と人との繋がりを図るため住民懇談会を開催し、高齢者と若年層との接点
をつくり住民同士の交流を深め、お互いに支えあえる地域づくりをめざす。

浪速区 高齢者福祉月間事業
　毎年９月を高齢者福祉月間と定め、市民が高齢者福祉について関心と理解を深めるととも
に、１００歳以上の高齢者を祝う。

浪速区 地域保健活動事業概要
　区における地域保健活動業務について、暦年的に活動結果を整理し、広く市民に対し地域
保健事業について現状を明らかにするとともに、課題の整理に処するために作成する。

【新】 西淀川区
大野川緑陰道路を活用し
た健康づくり事業

　健康増進計画「すこやか大阪２１」の推進をめざし、区民自らが自身の健康に関心を持ち
健康づくりを実践することを目的に、区民をはじめ区内団体・組織と協働で事業を展開する。
具体的には大野川緑陰道路を活用したウオーキングなどの健康づくり事業を行い、特定健
診の受診率向上を図るとともにメタボリックシンドロームの予防へとつなげていきます。

西淀川区
区アクションプラン関連事
業

　「大阪市地域福祉活動計画」に基づき、区において公私協働により平成１８年３月に策定さ
れた西淀川区地域福祉アクションプランの推進に対して必要な支援を行ない、「気軽にお節
介、顔の見えるにしよどがわ」の実現に向けて、①高齢者１１０番ネット事業②アクションプラ
ン塾事業③障害者支援ネットワーク推進事業を実施します。

西淀川区 高齢者福祉月間事業
　市民が高齢者福祉についての関心と理解を深めるとともに、高齢者自身の社会参加意欲
を高めることを目的に、毎年９月を高齢者福祉月間と定め、市民運動を展開します。

淀川区 高齢者福祉月間事業
　市民が高齢者福祉についての関心と理解を深めるとともに、高齢者自身の社会参加意欲
高めることを目的に、毎年9月を高齢者福祉月間と定め、百歳長寿者訪問などの事業を行
い、市民運動を展開する。

淀川区
区アクションプラン推進支
援事業

　より身近な地域の実情にあった地域福祉を推進するため、公私協働で取り組む地域福祉
アクションプランが円滑に推進できるよう地域住民懇談会や区推進委員会の開催、広報・啓
発などを行う。

東淀川区

地域福祉アクションプラン
の推進における、住民主
体の福祉のまちづくり支援
事業

　地域福祉情報発信基地の運営支援事業、住民主体の福祉のまちづくり事業、社会福祉施
設と「地域」の交流事業を実施する。

東淀川区 高齢者福祉月間行事
　９月に設定されている「老人の日」に、該当年度で100歳を迎える高齢者に厚生労働省から
内閣総理大臣の祝状が贈呈されるので、該当者に対し額縁を贈る。また、区内に住民基本
台帳の登録をされている100歳以上の方々に記念品を贈呈する。

東淀川区 健康づくり支援・推進事業
　健康づくり運動をより地域に根付かせ、区民一人ひとりの健康づくりを推進していくために、
地域単位でのイベント開催や地域ウォーキングマップを活用し、運動習慣者の増進を図る。
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健康づくり・地域福祉の推進

区 事業名 事業概要

東淀川区
区アクションプラン推進支
援事業

　区において公私協働で策定された地域福祉アクションプランの推進に対して、「地域福祉ア
クションプラン推進委員会」運営、住民懇談会の開催等必要な支援を行うとともに、広報紙・
ホームページを活用し、広く区民に周知・啓発を図る事業

東成区
区地域福祉アクションプラ
ン推進に向けた支援（ネッ
トワーク形成支援）

　区地域福祉アクションプランの推進に向け、①福祉的援護を要する者への災害時対応策
の検討を通じて、障害者・高齢者・子育て支援のネットワーク形成、②子育て講座の開催に
より子育て支援のネットワーク形成、③勉強会、座談会の開催により障害者支援のネット
ワーク形成をそれぞれ支援する。

東成区 地域福祉推進支援事業
　区において公私協働により策定された地域福祉アクションプランの推進に対し必要な支援
（推進員会開催・広報啓発等）を行う。

東成区
東成区区民健康づくり（メ
タボリックシンドローム）対
策事業

　健康増進ボランティアと協働して、各小地域にて住民が自ら健康課題に気づき、改善でき
るような実践健康教室や健康習慣を身につけるためのメタボリック予防講座を開催すること
により地域の健康への意識の向上を図る。

東成区 高齢者福祉月間行事 　今年度100歳になる高齢者に対して自宅等へ訪問し、記念品等を贈呈する。

生野区
区アクションプラン推進支
援事業

　地域を基盤として、広く地域福祉を推進するため、公民協働で取り組む地域福.祉アクション
プランが
円滑に推進できるよう、引き続き推進委員会の開催や広報・啓発を行う。

生野区 高齢者福祉月間行事 　高齢者福祉月間の一環としてお祝いと感謝をこめ、高齢者に祝品を贈呈する。

【新】 旭区
旭区高齢者いきいき生活
推進プロジェクト

　区民、区内地域関係団体・関連施設との協働で、「いきいき百歳体操」を定期的に実施する
「いきいき百歳体操の会」の育成支援に取り組み、高齢者の健康づくりと地域交流、地域コ
ミュニティの活性化をめざす。

旭区
区アクションプラン推進支
援事業経費

　身近な地域福祉を市民協働で推進するために策定した区アクションプランを円滑に進める
にあたり、区アクションプラン推進委員会等会議の運営を行い、また、広く情報発信するなど
周知に努め、アクションプランの推進を支援する。

旭区 高齢者福祉月間
　市民が高齢者福祉についての関心と理解を深めるとともに、高齢者自身の社会参加意欲
を高めることを目的に、百歳長寿者訪問、広報活動等を実施

城東区 いきいき百歳体操事業
　高知市で考案され、介護予防に対する効果が実証されている「いきいき百歳体操」を城東
区に取り入れ、住民主体の健康づくりを普及させる。

【新】 城東区
健康キャラバン
（健康なまち城東）

　「健康なまち城東」を目指して、区内各地域に保健師、栄養士、看護師からなる健康キャラ
バンを派遣し、血管年齢測定会、栄養相談会を実施する。

城東区 障害者総合相談会事業
　医療・福祉・就労・就学など、障害者ニーズに関係する様々な機関が一同に会し、総合的
な相談会を実施、効率的なケアマネジメントを提供する。

城東区
「わたしたちのメッセージ
フェスタ」事業

　地域を中心としたコミュニケーションの場として、障害者支援の祭典「ピアフェスタ」、子育て
交流の集い「わくわく子育てフェスティバル」を実施する。

城東区
城東区地域福祉アクション
プラン推進事業経費

　地域でだれもが自分らしく安心して暮らしていくために、地域に関わるすべての人の支え合
いにより推進していく「城東区地域福祉アクションプラン」（平成１７年度策定）について、住民
フォーラムの開催等を通じて、地域における推進に向けた取り組みを支援する。

城東区 高齢者福祉月間事業
　市民が高齢者福祉についての関心と理解を深め、高齢者自身の社会参加意欲を高めるこ
とを目的に、９月を高齢者福祉月間と定め百歳高齢者訪問や広報活動等の事業を実施す
る。

鶴見区
区アクションプラン推進事
業

　より身近な地域福祉を推進するため、公私協働で取り組む区アクションプランの取り組み
が推進できるよう推進委員会の開催や広報・啓発などの最小限の支援を行う。

【新】 鶴見区
つるみ健康支援まちづくり
事業

 　子育て世代が多い、老年人口の増加という区の特性をふまえ、生活習慣病・介護予防へ
の取り組みを、総合的かつ効果的にすすめていくため、健康に関わる講演会の開催や区民
と協働してウォーキングマップ作成等の新たな手法により、区民一人一人が自分自身の健
康づくりに取組めるような体制づくりを行う。
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健康づくり・地域福祉の推進

区 事業名 事業概要

鶴見区
まちづくりのための地域活
動支援事業

　誰もが安心していつまでも健康でいきいきと暮らしていけるよう、さまざまな世代の人が交
流できるふれあいの場として｢いきいきつるみふれあいフェスタ｣を開催する。

鶴見区 高齢者福祉月間
　市民が高齢者福祉についての関心と理解を深めるとともに、高齢者自身の社会参加意欲
を高めることを目的に、毎年9月を高齢者福祉月間と定め、市民運動を展開する。

阿倍野区 高齢者福祉月間行事
　高齢者福祉月間（9月）に祝100歳･祝99歳高齢者を敬愛訪問し、内閣総理大臣からの祝い
状及び記念品を贈呈するとともに、100歳以上高齢者に対しても敬愛訪問し大阪市記念品を
贈呈する。また区より祝100歳･祝99歳高齢者および区内最高齢者に記念品を贈呈する。

【新】 阿倍野区
区民との協働による阿倍
野区健康づくり推進事業

　「（仮称）阿倍野区健康づくり推進会議」を設置し、区民ニーズ調査等に基づく地域特性に
応じた健康づくり事業を検討・実施することにより、区民協働による地域全体の健康づくり機
運の盛り上げと区民の健康向上をめざす。

阿倍野区
区ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾗﾝ推進支援事
業

　より身近な地域の実情にあった地域福祉を推進するため、公私協働で取り組む地域福祉
アクションプラン（地域福祉行動計画）が円滑に推進できるよう、推進委員会の開催や広報・
啓発などを行う。

【新】 住之江区

すこやか住之江推進事業
～たのしく歩いて健康づく
り・食育ネットを広げて元
気作り～

　生活習慣病の予防のため、区民、各団体、関係機関等と協働して、①日常生活の中で取り
組める運動の普及、②乳幼児期からの望ましい食習慣づくり、に取り組む。具体に①として、
ウオーキングセミナーやウオーキング大会の開催、ウオーキングマップの作成を行う。②とし
て、食育に関係する団体や機関等と食育推進ネットワークをつくり、ネットワーク会議の開
催、区民向け食育情報紙の発行、講演会の開催を行う。

住之江区
区アクションプラン推進事
業

　地域でだれもが自分らしく安心して暮らしていくために、社会的援護を必要とする人々を対
象とした公私協働による各種福祉課題のとりくみとして地域ごとの福祉課題に合わせた学習
会を実施し、各地域での継続した住民主体の福祉課題への取り組みをめざす。

住之江区 高齢者福祉月間
　市民が高齢者福祉について関心と理解を深めるとともに、高齢者自身の社会参加の意欲
を高めることを目的に毎年９月に実施される大阪市高齢者福祉月間の一環として、区内最
高齢者・百歳該当者を表敬訪問する。

【新】 住吉区
区民とともにすすめる健康
アッププロジェクト

　地域と協働した健康づくりの実現に向けて、地域の健康づくり団体や他の各種団体と連携
して健康づくりの様々な取り組みを行う。具体的には「地区健康講座」（基礎編・発展編）や
「ウォーキングリーダー」の養成等に取り組む。

住吉区
区アクションプラン推進支
援事業

　「住んでいて良かった」「ずっと住んでいたいな」と思えるまちづくりをめざして公私協働で取
り組む地域福祉アクションプラン推進のために、推進委員会や企画コーディネート委員会、
各部会等を開催する。各部会で決定した事業の実施、区民への広報・周知を行う。

住吉区
住吉区高齢者福祉月間事
業

　高齢者の長寿をお祝いして、今年度100歳になられる方及び100歳以上の方にお祝い品を
贈呈する。

【新】 東住吉区
すこやか東住吉健康づくり
元気アップ事業

　｢健康づくり｣に関する区内の様々な団体や個人のネットワークを構築し、こどもから高齢者
まですべての区民が参加できるものにするため｢健康づくりアドバイザー｣を地域に派遣し
て、区民との協働により地域特性に応じた幅広い｢健康づくり｣についての取り組みを行う。

東住吉区
区アクションプラン推進支
援事業

　「みんなの力で支えあい住みつづけられるまち」をめざし、関係団体と協力しながら、オリジ
ナル紙芝居を活用した「地域福祉アクションプラン」の広報活動や、障がい者、高齢者が利
用できる区内トイレ調査、長居公園における花づくりなどの活動を行う。

東住吉区 高齢者福祉月間事業
　市民が高齢者福祉についての関心と理解を深めるとともに、高齢者自身の社会参加意欲
を高めることを目的に、毎年9月を高齢者福祉月間と定め市民運動を展開していく。

平野区
区アクションプラン推進事
業

　地域の誰もが安心して暮らせるよう,地域を基盤とした地域福祉の推進を図り、平野区地域
福祉アクションプランの推進により、地域課題を共有し、地域の各種団体、各機関が協働で
課題解決に取り組むことを目的とする。

平野区 高齢者福祉月間事業
　市民が高齢者福祉についての関心と理解を深めるとともに、高齢者自身の社会参加意欲
を高めることを目的に、毎年９月を高齢者福祉月間と定め、市民運動を展開する。

【新】 西成区
地域つながりづくり・健康
づくり関連事業

　地域つながりづくりとして、人権、健康、福祉に関する課題解決や人と人とのつながりづくり
の場形成を目的とした講演会の開催や元気まつり開催の支援を行う。
　健康づくりとして、あいりん地域を主とした草の根健康づくり事業の講座開催や、区民の健
康づくりを促進する目的のすこやか健康アップ事業でモニター募集やイベントを開催する。

西成区
西成区地域福祉アクション
プラン支援事業

　地域に関わる人の支え合いによる地域福祉の推進を目的として、公私協働で取り組む西
成区地域福祉アクションプラン推進のための委員会、住民懇談会への支援を行う。

西成区 高齢者福祉月間事業
　豊富な経験や知識を有した高齢者への敬愛意識向上や、高齢者の社会参加意欲を高め
るため、また高齢者自身の心身の健康維持意識の向上をはかるため、区内１００歳以上高
齢者や金婚式を迎えた夫婦を対象に、国からの祝状の伝達に合わせ、記念品を贈呈する。
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地域の子育て支援ネットワークの形成

区 事業名 事業概要

都島区 成人の日のつどい事業
　「都島区成人の日のつどい」を通じて、新成人も含めた青年の自主的な社会参加を促すと
ともに、大人になったことを自覚し自ら生き抜こうとする青年を祝い、励ますことを目的として
実施する。

都島区 青少年育成推進事業
　青少年の健全育成・非行防止と子どもの保護・安全強化、犯罪の未然防止を図るため、区
民大会、子どもたちの都島クリーン作戦を実施するとともに、子どもたちが安心して暮らせる
環境を確保するため、子ども１１０番の家事業を展開する。

都島区
青少年指導員活動推進事
業

　大阪市青少年問題協議会会長の委嘱を受けた青少年指導員による、子どもたちの気持ち
を知るための、子どもたちと直接関わる事業の推進や、街頭指導による非行防止活動の実
施、また研修会等を実施することで、地域における青少年の健全育成と非行防止に取り組
む。

福島区
成人の日記念のつどい関
係事業

　新成人として、おとなになったことの自覚を促すと共に、自ら生き抜こうとする青年を祝い励
ます。青少年の健全育成に関係する各種団体の参加を得て、青少年のコミュニティづくりの
一環とする。
　成人の日記念のつどいを機に、地域活動やボランティアなどの社会参加を図る。

福島区 青少年非行防止活動事業
　大阪市青少年問題協議会会長（＝市長）が委嘱する青少年指導員の協力を得ながら、青
少年の街頭指導をはじめ、青少年相談活動や危険箇所の把握など諸活動を行い、地域に
おける青少年非行を未然に防止し、青少年の健全な育成を図る。

福島区 青少年育成推進会議事業

　青少年の健全育成・非行防止と子どもの保護・安全の強化、犯罪の未然防止を図るため
の組織としての「青少年育成推進会議」を運営し、区民大会の開催と、子供たちが身の危険
を感じたとき、協力家庭や店舗に駆け込むことにより身の安全の確保を図る「子ども１１０番
の家」の受付及び旗の更新等を行う。

福島区
青少年指導員活動・養成
事業

　青少年指導員は、地域の児童・青少年団体・グループ活動の組織化を推進するとともに、
これらの団体・グループ活動の発展のための助言・指導を行うため、区役所・学校・その他
の機関と綿密な連絡を図り、地域における青少年の実態およびニーズの把握・健全育成の
ための人材の開発・育成等を推進する。

福島区
「小学校区教育協議会－
はぐくみネット－」事業

　地域の教育資源を学校教育に導入するなど、地域に開かれた学校づくりを進め、子どもた
ちの「生きる力」をはぐくむとともに、学校・家庭・地域が一体となった総合的な教育力を発揮
し、地域における人と人とのつながりによって子どもをはぐくむ「教育コミュニティ」づくりを推
進する。

福島区
区役所庁舎を活用した子
育て支援事業

　「発達障がい児をもつ親子」を対象に月1回、同じ障がい児をもつ講師による子育て相談
を、「育児困難感をもつ親子」を対象に月1回のグループワークによる子育て親育て事業を、
0歳児をもつ親子を対象に子育て健康相談を実施。

此花区

此花区まちづくりワーク
ショップ～次世代を担う子
どもたちのために何ができ
るかを考える～

　子どもたちの教育に関する諸問題を学ぶ場として、講演会・見学会を、実践する場として
キッズカーニバルを実施し積極的な取組みを進める。

此花区 青少年育成推進会議
　青少年の健全育成・非行防止と子どもの保護・安全の強化、犯罪の未然防止を図るため、
「青少年育成推進会議」を設置し、区民大会等を実施し青少年の非行防止活動推進を展開
する。

此花区
青少年非行防止活動事業
（指導ルーム）

　青少年非行を未然に防止し、青少年の健全な育成を図るための地域活動を、青少年指導
員が計画的に継続して行う。

此花区
青少年指導員区活動・養
成事業

　青少年指導員が、関係団体やグループ活動への指導・助言を行い、自らの資質向上を図
るとともに、地域における青少年の健全な育成に資する。

此花区 此花区成人の日のつどい
　新成人に対し自覚を促し励ますとともに、青少年の健全育成に協力する各種団体と協働
し、「つどい」を機に地域活動やボランティア等の社会参加に積極的に参画することを図る。

此花区 こども１１０番の家 　こどもの安全を守る「こども１１０番の家」の整備・充実を行う。

【新】 此花区
子育て親子よっといでプラ
ン

　キッズルームの整備を行うとともに、子育てイベントや各種講座を開催し、市民との協働に
よる子育て支援の拠点づくりをすすめていく。

中央区
『安心して子どもを産み育
てる事ができる街づくり』事
業

　子育て支援者養成講座を開催し、地域福祉の担い手を養成するとともに、地域応援団を立
ち上げ、地域の自主的な運営による子育て家庭の支援を推進する。また、イベントを通じて
子育て支援を地域社会全体で行うという機運を高める。

中央区
「小学校区教育協議会－
はぐくみネット」事業

　地域の教育資源を学校教育に導入するなど、地域に開かれた学校づくりを進め、子どもた
ちの「生きる力」をはぐくむとともに、学校・家庭・地域が一体となった総合的な教育力を発揮
し、地域における人と人とのつながりによって子どもをはぐくむ「教育コミュニティ」づくりを推
進する。

○地域の子育て支援ネットワークの形成
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地域の子育て支援ネットワークの形成

区 事業名 事業概要

中央区 青少年育成推進事業

　地域の児童・青年団体・グループ活動の発展のため、研修等を実施するとともに、青少年
の健全育成・非行防止と子供の保護・安全の強化、「子ども１１０ばんの家」への協力の推
進、地域活動への支援等、青少年の健全な育成を図るための諸活動を、計画的に継続して
行う。

中央区
成人の日記念のつどい関
係経費

　平成元年４月２日から平成２年４月１日生まれの青少年を対象に大人になったことの自覚
を促すと共に、時代を担う若者を喚起し、自ら生き抜こうとする青年を祝い励ますため、記念
式典を開催する。

西区
西区成人の日記念のつど
い

　新成人を迎える区内在住者を対象に、記念式典を開催する。

西区
区青少年育成推進会議
-こども110番の家事業-

　青少年の健全育成・非行防止と子どもの保護・安全の強化、犯罪の未然防止を図るため
の組織として「区青少年育成推進会議」を設置し、青少年の健全育成・非行防止活動推進事
業を展開する。

西区
「小学校区教育協議会
－はぐくみネット－」事業

　区内全小学校区において実施。各校区では、学校教育や地域の生涯学習・生涯スポーツ
の情報等を掲載した情報誌の発行、学校教育にかかわるボランティアの導入、子どもの安
全を見守る取り組み、子どもと大人が交流する取り組み等を行い、学校・地域で子どもをはぐ
くむ「教育コミュニティ」づくりを推進する。

西区 青少年非行防止活動
　地域における青少年非行を未然に防止し、青少年の健全な育成を図るための諸活動を、
青少年指導員が計画的に継続して行い、青少年の健全育成を図る。

西区
青少年指導員の活動・養
成

　スポーツや野外活動等、青少年指導員が地域で子どもたちと直接関われる事業を推進す
るとともに、活動を通じて青少年の実態やニーズを的確に把握し、青少年団体・グループ活
動の組織化や活動の発展のための指導・助言などの活動を行う。

【新】 港区 港区子育て支援事業

　親が育児や養育に関する不安等を抱え込まず、また孤立化しないようにするために、区民
及び関係者の参画を得て、子育てに関する公開講座を企画・開催するとともに、子育てに必
要な支援マップを講座受講者らと協働して作成し、配付する。そして、これらの作業、過程を
通じて地域におけるネットワークづくりや子育てサークルの活性化などを図る。

大正区 子ども110番の家事業

大正区 区青少年育成推進会議

大正区 青少年非行防止活動事業 　青少年非行を未然に防止するための青少年指導員による地域における活動を支援する。

大正区
青少年指導員の活動・養
成事業

　青少年の健全育成と非行防止に取り組む青少年指導員としての技能・技術を習得し、日常
活動に生かすための青少年指導員研修事業を実施する。また、青少年指導員が地域で直
接子どもとかかわり、青少年の実態・ニーズ把握等の自主活動を支援する。

大正区
「小学校区教育協議会－
はぐくみネット－」事業

　地域の教育資源を学校教育に導入するなど、地域に開かれた学校づくりを進め、子どもた
ちの「生きる力」をはぐくむとともに、学校・家庭・地域が一体となった総合的な教育力を発揮
し、地域における人と人とのつながりによって子どもをはぐくむ「教育コミュニティ」づくりを推
進する。

大正区 成人の日のつどい

　成人の日に大正区民ホールにおいて、記念式典・アトラクション、昭和山において記念植樹
を行う。区全体として希望ある新成人を祝し、区民の一員としてコミュニティ意識の高揚を図
り、成人としての自覚・自信を深めてもらう。毎年多くの新成人が参加し、区内における諸活
動の中心を担う若者が育っている。

天王寺区
みんなで子育て親育て～
地域で育つ地域の子ども
推進事業

　児童虐待・いじめ・不登校などの防止のため、子どもや子育て家庭を対象に、行政、学校
園、関係団体、地域との協働により、子育て支援の拡充として、「パパママ講座」、また、地域
住民、多世代交流を推進し地域の見守り支援活動の拡充に向け、「みんなで子育て応援ま
ちづくり」を開催。さらに、「ジュニアクラブの育成活動」を拡充、推進する。

天王寺区 成人の日記念のつどい
　新成人として大人となったことの自覚を促すと共に、区内の青少年に係わる各種団体等の
参加協力を得て、地域活動やボランティア活動への参画を図ることを目的とし、天王寺区成
人の日記念のつどいを実施する

天王寺区 　青少年育成推進事業
　青少年の健全な育成を促進するための区民大会や研修会事業を実施する。
また、子どもの通学路等の安全確保のため「子ども１１０番の家」事業を実施する。

天王寺区
青少年指導員活動並びに
非行防止活動（指導ルー
ム）事業

　青少年の健全育成と、非行のない明るい社会の実現のための事業を実施する。

浪速区 成人の日のつどい 　成人を迎えた若者に夢と希望をふくらませる事業を展開する。

　青少年の健全育成・非行防止などを図ることを目的とした「区青少年育成推進会議」におい
て、区民大会・大人向け研修会などを実施する。また、青少年育成推進会議事業の一環とし
て、「子ども110番の家事業」を実施し、家庭・学校・地域での連携を深め、いざというときに子
どもの保護・安全を図る事業を行う。
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地域の子育て支援ネットワークの形成

区 事業名 事業概要

浪速区 こども１１０番の家事業
　子どもが登下校時、トラベルに巻き込まれそうになったときなどに緊急に避難できる協力家
庭や事業所に、旗やプレートを掲げてもらう「子ども１１０番の家」を増設する。

浪速区 青少年育成推進会議事業
　青少年育成区民大会、青少年育成のための研修会などを開催して青少年の健全育成を
図る。

浪速区 青少年非行防止活動事業 　年間を通じて青少年相談活動などの非行防止活動を実施する。

浪速区
青少年指導員の活動・養
成事業

　スポーツや野外活動等、青少年指導員が地域で子どもたちと直接関わる事業を推進する
とともに青少年指導員を養成する。

浪速区 はぐくみネット事業
　地域に開かれた学校づくりを進め、学校・家庭・地域が一体となった総合的な教育力を発
揮し、地域における人と人とのつながりによって子どもをはぐくむ「教育コミュ二テイづくり」を
推進する。

浪速区 「子育て支援」事業
　育児不安の軽減を図るため「子育て講座」を実施し、その参加者が中心となり「親子フェス
タ」の開催や子育て支援情報(冊子)の作成に携わる中で、親同士の連携を深める「子育て
サークル」の結成につなげる。

西淀川区
世代を超えて子育てを応
援するまちづくり事業

　区内市立施設にて区民協働実行委員会による児童対象絵本展を開催します。実施に向け
て運営ボランティアを募集し区内関係機関・ボランティア団体と協力しながら研修会・講演会
を開催するなかで、子育て支援の機運の醸成とともに、子育て支援活動の活性化とネット
ワーク強化を図ります。また、地域で生活する子育て層の視点で編集する地域密着型子育
て支援情報紙を発行します。

西淀川区
「小学校区教育協議会ー
はぐくみネットー」事業

　地域の教育資源を学校教育に導入するなど、地域に開かれた学校づくりを進め、区内小
学校区で、子どもたちの生きる力をはぐくむとともに、学校・家庭・地域が一体となった教育コ
ミュニティづくりを推進するため、情報誌発行、学校教育支援や見守り活動など地域の実情
に合わせて実施します。また、コーディネーターや地域での活動を支援します。

西淀川区 青少年育成推進事業
　行政機関と各種団体が連携し、地域での青少年の健全育成を図ります。また、子ども１１０
番の家事業を推進し、こどもを犯罪から未然に守ります。

西淀川区
青少年非行防止活動・青
少年指導員研修事業

　青少年指導員による各種活動を通じて、地域における青少年の非行防止と健全育成を推
進するとともに、指導員に対して、必要な技能・技術を習得し日々の活動に活かすための研
修を実施します。

西淀川区 成人の日記念事業
　成人の日記念のつどいを実施し、第１部の式典と第２部のアトラクションを行います。また、
屋外には催物コーナーを設置します。

淀川区
小学校区教育協議会－は
ぐくみネット事業－

　地域の教育資源を学校教育に導入するなど、地域に開かれた学校づくりを進め、子どもた
ちの「生きる力」をはぐくむとともに、学校・家庭・地域が一体となった総合的な教育力を発揮
し、地域における人と人とのつながりによって子どもを育む「教育コミュニティ」づくりを推進す
る。

淀川区
成人の日記念のつどい事
業

　新たに成人を迎えた区民（以下「新成人」という）に対して区をあげて祝福・激励し、これに
対して新成人が自立した社会人として責任ある態度を持ち、創造性と活力にあふれる淀川
区のまちづくりと平和な国際社会の実現に貢献することを決意し、それを広く社会に啓蒙す
るために実施する。

淀川区 青少年育成推進事業
　青少年の健全育成・非行防止と子どもの保護・安全の強化、犯罪の未然防止を図るため
の組織として各区に「青少年育成推進会議」を設置し、区民大会を開催し青少年の健全育
成・非行防止活動推進事業及び子供たちの安全を守る取組みをはかる。

淀川区
青少年指導員の活動・養
成

　各種スポーツ大会の開催や地域での活動を通じて青少年の育成を推進し、子ども会等の
団体が実施する様々な行事の運営の補助や助言指導を行い団体の育成に努める。また、
日常の実践活動に必要な知識や技術を習得するための研修や、校下の実情についての情
報交換を行い、青少年指導員の資質向上をはかる。

淀川区 青少年非行防止活動事業
　大阪市青少年問題協議会会長（＝市長）が委嘱する青少年指導員の協力を得ながら、青
少年の街頭指導をはじめ、青少年相談活動や危険箇所の把握などの諸活動を行い、地域
における青少年非行を未然に防止し、青少年の健全な育成を図る。

東淀川区 子ども110番の家事業

　地域の子どもは地域で守り、子どもたちが安心して暮らせる環境を確保するため、各区に
おいて協力家庭や協力店舗に旗を掲げてもらい、子どもたちがトラブルに巻き込まれそうに
なったときに駆け込み、助けを求められる体制整備を推進し、また、二次的には旗を掲げる
ことにより、抑止力を向上させることを目的とする。

東淀川区 成人の日のつどい事業

　新成人に大人になったことの自覚を促すとともに、自ら生き抜こうとする青年を祝い励ます
ことを目的として記念式典を開催する。新成人による「おもいやりの鐘」の打鐘をはじめ、参
加した新成人らが旧友と和めるように、喫茶コーナーを設置したりし、これを契機に地域にお
ける社会活動等に積極的に参加する機運を高める。

東淀川区 青少年非行防止活動事業 　青少年非行を未然に防止するための青少年指導員による地域における活動事業。
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地域の子育て支援ネットワークの形成

区 事業名 事業概要

東淀川区
青少年指導員の活動・養
成事業

　青少年指導員としての技能・技術を習得し、日常活動に生かすための研修事業を実施、青
少年の健全育成と非行防止に取り組む青少年指導員が地域で直接子どもとかかわり、ま
た、青少年の実態・ニーズ把握や自主活動支援などを行なう事業。

東淀川区
区青少年育成推進会議事
業

　青少年の健全育成・非行防止と子どもの保護・安全の強化、犯罪の未然防止を図るため
の組織として「青少年育成推進会議」を設置し、青少年育成関係団体の横断的な連携を行
う。
　また、区民大会、研修会等を開催し、青少年の健全育成・非行防止活動事業を展開する。

東淀川区
小学校区教育協議会
－はぐくみネット－事業

　地域の教育資源を学校教育に導入し、地域に開かれた学校づくりを進め、子どもたちの
「生きる力」をはぐくむとともに、学校・家庭・地域が一体となった総合的な教育力を発揮し、
地域における人のつながりによって子どもをはぐくむ「教育コミュニティ」づくりを推進する。

東淀川区
子育てサロン連絡会
支援事業

　子育て支援ネットワークの構築を目指すため、子育てサロン連絡会を中心として、地域で
子育て支援活動を行っている関係機関、団体などと連携・共同した地域活動を展開していく。

東淀川区
東淀川区こどもの
つどい事業

　子ども同士・子供会役員の相互交流を深め、仲間意識を醸成と子どもの健全育成を図るた
めに行われる、区内の子供会の生活発表会。

東成区
子育て支援情報総合化
（いじめ対策モデル事業）

　子どもを取り巻く問題や子育てに関わる悩みや課題を解決するため、地域のつながりによ
るネットワーク（連絡会議）形成を支援する。また、学校・家庭・地域・行政が連携して子ども
の本音を引き出す取組や学習会、啓発活動を行い、「子どもが夢と希望を持てるまちづくり」
をめざす。

東成区 はぐくみネット事業
　学校・家庭・地域が一体となり総合的な教育力を発揮し、地域における人と人とのつながり
によって子どもをはぐくむ「教育コミュニティ」づくりを推進する。また、「教育コミュニティ」を活
用し、子どもたちの「生きる力」を育む。

東成区 青少年健全育成推進事業
　地域における青少年の健全育成活動と非行防止活動を推進するために、地域の各種団体
で構成する青少年育成推進会議に対する支援及び啓発を行う。また、大阪市青少年問題協
議会会長（市長）の委嘱を受けた青少年指導員の育成や活動支援を行う。

東成区 成人の日のつどい事業
　青少年のコミュニティづくりを推進するため、新成人等が地域の青少年健全育成関係団体
と連携して自主的に企画する事業への支援を行う。

東成区 こども110番の家事業
　地域の子どもは地域で守り、子どもたちが安心して暮らせる環境を確保するため、区にお
いて協力家庭や協力店舗に旗やステッカーを揚げてもらい、子ども達がトラブルに巻き込ま
れそうになったときに駆け込み、助けを求められる体制を整備する。

生野区 成人の日記念のつどい
　成人の日に記念行事を開催し、新成人に対し、成人に達したことの自覚及び社会参加を促
すとともに、２０歳の門出を祝福する。

生野区 こども110番の家事業
　家庭・学校・地域での連携を深め、いざというときに子どもの保護・安全を図るため、１１０
番の家の旗を作成し、掲示する。

生野区 青少年育成推進会議事業 　「区青少年育成推進会議」において、青少年の健全育成・非行防止事業を実施する。

生野区 青少年非行防止活動事業 　青少年非行を未然に防止するための青少年指導員による地域における活動事業。

生野区
青少年指導員の活動・養
成事業

　青少年指導員としての技能・技術を習得し、日常活動に生かすための青少年指導員研修
事業を実施。
　青少年の健全事業と非行防止に取り組む青少年指導員が地域で直接子どもとかかわり、
また、青少年の実態・ニーズ把握や自主活動支援などを行なう区活動事業。

生野区 はぐくみネット事業
　地域に開かれた学校づくりを進め、子どもたちの「生きる力」をはぐくむとともに、学校・家
庭・地域が一体となった総合的な教育力を発揮し、地域における人と人とのつながりによっ
て子どもをはぐくむ「教育コミュニティ」づくりを推進する。

城東区
「小学校区教育協議会－
はぐくみネット－」事業

　地域に開かれた学校づくりを進め、子どもたちの「生きる力」をはぐくむとともに、学校・家
庭・地域が一体となり、総合的な教育力を発揮し、地域における人と人とのつながりによって
子どもをはぐくむ「教育コミュニティ」づくりを推進する。

鶴見区
つるみ子育て支援まちづく
り事業

　子育てをする親の負担感を解消するため、区内で子育てボランティアの人材発掘・育成を
行い、地域での子育てアドバイス等の助言・情報提供ができる体制を構築する。また、区内
の公立・私立幼稚園、保育所と子育て関係機関が連携した相互交流による情報交換や意見
交換により、現場に起こる緊急対応等の課題に対処できる知識の共有・向上を図る。
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地域の子育て支援ネットワークの形成

区 事業名 事業概要

鶴見区
　子育て支援ガイドブック
の活用

　鶴見区は、市内で出生率が一番高く、子育てに悩む親たちが増えている。　そのため、平
成19年度には、区内での子育てに関連する施設や、活動団体、医療機関などの子育て支援
情報を収集し情報を発信する「子育てガイドブック」を作成したが、不足が見込まれるため増
刷する。

鶴見区
安心して子育てをするため
のまちづくり推進事業

　鶴見区内の子育て活動を行う各種団体と関係行政機関が子育て支援のために協働して、
「愛　Love こども　フェスタ」を開催し、安心して子育てをするためのまちづくりを推進する。

鶴見区
 ボランティアによる一時的
（ひととき）保育サービス事
業

　保健福祉センター・区民センターで実施する検診等において、同伴した乳幼児を一時的（ひ
ととき）保育するサービスをボランティアによって行う。

鶴見区
区青少年育成推進会議事
業

　区内の行政機関、各種団体が連携を密にし、地域における子どもの健全育成環境を構築
するネットワークを活用し、子どもの生命と安全を守る地域活動や青少年の非行防止など広
く青少年の健全育成を図るため、街頭啓発活動や子ども110番の家事業を実施する。

阿倍野区 青少年育成推進事業

　青少年の健全育成・非行防止などを図ることを目的とした「区青少年育成推進会議」におい
て、区民大会などを実施する。また、地域の協力家庭が「こども110番」の旗等を掲げ、こども
たちがトラブルに巻き込まれそうになったときに駆け込み、助けを求めることにより、こどもた
ちを犯罪から守る。

阿倍野区 青少年非行防止活動事業
　青少年指導員により、地域における青少年の非行を未然に防止し、健全な育成を図るた
め、地域巡回などの諸活動を実施する。

阿倍野区
青少年指導員の活動・養
成事業

　青少年指導員による地域の子ども会や青年会等の団体への指導・助言及び各種スポーツ
大会などの開催並びに青少年指導員として必要な知識・技術を修得するための研修を実施
する。

阿倍野区 成人の日記念のつどい
　新成人としいて、大人になったことの自覚を促すとともに、自らの生き抜こうとする青年を祝
い励ますための式典を開催する。

阿倍野区 子育て支援事業
　少子化・核家族化の進むなか母親や家族だけでなく地域ぐるみで子育てする仕組みづくり
が求められている。そのため、乳幼児とその保護者への支援を行うとともに仲間作りをサ
ポートし、とりまく支援者へのスキルアップとネットワーク作りを支援する。

阿倍野区
「小学校区教育協議会－
はぐくみﾈｯﾄ」事業

　地域の教育資源を学校に導入するなど、地域に開かれた学校づくりを進め、子どもたちの
「生きる力」をはぐくむとともに、学校・家庭・地域が一体となった総合的な教育力を発揮し、
地域における人と人のつながりによって子どもをはぐくむ「教育コミュニィティ」づくりを推進す
る。

住之江区
「小学校区教育協議会－
はぐくみネット－」事業

　地域の教育資源を学校教育に導入するなど、地域に開かれた学校づくりを進め、子どもた
ちの「生きる力」をはぐくむとともに、学校・家庭・地域が一体となった総合的な教育力を発揮
し、地域における人と人とのつながりによって子どもをはぐくむ「教育コミュニティ」づくりを推
進する。

住之江区 家庭教育充実事業

　単位PTAや社会教育関係団体をはじめとする市民が主体となって開催する、①思春期の
子どもたちに対する家庭教育②不登校、ひきこもり、少年犯罪、児童虐待など、今日の青少
年を巡るさまざまな課題についての理解と支援をテーマにした学習会や研修会に対し支援を
行う。

住之江区 青少年非行防止活動事業
　地域における青少年非行を未然に防止するために、青少年の街頭指導をはじめ、青少年
相談活動や危険箇所の把握などの諸活動を、大阪市青少年問題協議会会長(＝市長)が委
嘱する青少年指導員が計画的･継続的に行ない､青少年の健全育成を図る。

住之江区
区青少年育成推進会議事
業

　青少年の健全育成の為、地域・行政・学校・警察が連携を取れるよう事業を行う。青少年育
成推進大会においては、青少年健全育成に関する著名人の講演を行い、多数の区民に参
加していただく事により、地域の青少年育成の起因となる。

住之江区
青少年指導員の活動・養
成

　青少年指導員が、地域の児童・青少年団体・グループ活動の組織化を推進し、これらの団
体・グループ活動の発展のために指導・助言を行うともに、区役所・学校・その他関係機関と
密接な連絡を図りながら区レベルで次の活動を推進することにより、青少年の健全な育成に
資する。

住吉区
成人の日記念のつどい事
業

　第1部記念式典、第２部はたちのつどいを行い、新成人として大人になったことの自覚を促
すとともに、自ら生きようとする青少年を励まし、青少年の健全育成に関する各種団体の協
力を得て青少年のコミュニティづくりを行う。また、地域活動やボランティアなどの社会参加を
促進するために行う。

住吉区
住吉区こどもカーニバル事
業

　区民センターを開放し、子どもたちに手作りによるゲーム・模擬店などで遊んでもらい、互い
に交流する中でいたわりと優しさを培い健全な心の育成を図るために行う事業。

住吉区 住吉区こども文化祭事業
　区民センターにおいて、日頃から練習をつんだ子ども達に演奏等を舞台で発表してもらい、
その経験により健全な心の育成を図るために行う事業。
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地域の子育て支援ネットワークの形成

区 事業名 事業概要

住吉区
住吉区こどもマラソン大会
事業

　長居第２陸上競技場において、住吉区の子どもたちによるマラソン大会を開催する。青少
年の健康な体力づくりと健全育成、次代を担うリーダー育成を目指すとともに、参加者の交
流と親睦を図るために行う事業。

住吉区 ゴスペルライブ事業
　区民センターにおいて、区内在住在学の中学生と保護者を対象にゴスペルライブを開催
し、ライブ鑑賞を通して親子間のコミュニティづくりと、若者同士のコミュニティづくりを図るた
めに行う事業。

住吉区 住吉ユースコンサート事業
　区民センターにおいて、アマチュアグループのライブコンサートを開催し、練習の成果を発
表する機会を作るとともに、参加者相互の交流を図るとともに、また、家族や友人が来場す
ることにより、参加者相互のコミュニティづくりを図る事業。

住吉区 こども１１０番の家事業
　いざというときの子どもの保護・安全を図るため、家庭・学校・地域での連携事業を実施す
る。

住吉区
区青少年育成推進会議事
業

　青少年の健全育成・非行防止などを図ることを目的とした「区青少年育成推進会議」におい
て、区民大会・大人向け研修会などを実施する。

住吉区 青少年非行防止活動事業
　青少年非行を未然に防止するための青少年指導員による地域における非行防止活動とし
ての巡視などを実施する。

住吉区
青少年指導員の活動・育
成事業

　青少年指導員としての技能・技術を習得し、日常活動に生かすための青少年指導員研修
事業を実施。青少年の健全育成と非行防止に取り組む青少年指導員が地域で直接子どもと
かかわり、また、青少年の実態・ニーズ把握や自主活動支援などを行う事業。

住吉区 はぐくみネット事業

　地域の教育資源を学校教育に導入したり、地域での子どもに対する各種活動情報を共有
するなど、区内の市立小学校14校で「地域に開かれた学校」づくりを進め、子どもたちの「生
きる力」をはぐくむとともに、学校・家庭・地域が一体となり、地域における人と人とのつながり
によって子どもをはぐくむ「教育コミュニティ」づくりを推進する。

東住吉区 青少年育成推進事業
　青少年の健全育成・非行防止などを図ることを目的とした「区青少年健全育成推進会議」
において、区民大会・大人向け研修会などを実施する。また、青少年問題研修会の開催や、
「子ども110番の家」の旗の作成など、啓発活動を行う。

東住吉区 青少年非行防止事業

　青少年指導員としての技能・技術を習得し、日常活動に生かすための青少年指導員研修
事業を実施。
　青少年の健全育成と非行防止に取り組む青少年指導員が地域で直接子どもとかかわり、
また、青少年の実態・ニーズ把握や自主活動支援などを行なう区活動事業。

東住吉区 成人の日記念のつどい
　新成人として大人になったことの自覚を促すとともに、自ら生き抜こうとする青年を祝い、励
ますことを目的として、成人の日記念式典を開催する。開催にあたって、会場の設営を含め
た式典の運営を行う。

平野区
子育て担い手を創出する
まちづくり事業

　区役所内のスペースを活用し、地域と協働により子育て支援・人材育成・情報発信を行う。
地域で活動するグループに対しては、子育て応援講座を協働実施し、将来の自主運営を目
指す。また、地域共生型サロンを平野区全体に広め、地域資源、人材を活用した自主運営を
目指し支援を行う。

平野区 青少年育成推進会議事業

　「地域における子どもの健全育成に向けた組織づくり」として、区役所をはじめ、関係行政
機関、各種団体と連携を密にし、地域における子どもの健全育成環境を構築するネットワー
クを活用し、子どもの生命と安全を守る地域活動や青少年の非行防止など広く青少年の健
全育成を図る。

平野区 青少年非行防止活動事業
　地域における青少年非行を未然に防止し、青少年の健全な育成を図るための諸活動を青
少年指導員が計画的に継続して行い、青少年の健全育成を図る。

平野区
青少年指導員の活動・養
成事業

　青少年指導員が、地域の児童・青少年団体・グループ活動の組織化を推進し、これらの団
体・グループ活動の発展のために指導・助言を行うとともに、区役所・学校・その他関係機関
と密接な連絡を図りながら区レベルで活動を推進することにより、青少年の健全育成図る。

平野区 成人の日事業
　新成人として大人になった自覚を促すとともに、自ら生きていこうとする青年を祝い励ます
ことを目的とし、「成人の日記念のつどい実行委員会」への委託事業をおこなう。

西成区 青少年育成推進事業

　青少年の非行防止と子どもの保護・安全の強化などを目的に設置された「西成区青少年
育成推進会議」の事業推進として、スポーツ大会など地域で子どもと直接関わる事業を行
い、指導・助言などの活動を行う「西成区青少年指導員連絡協議会」の養成事業として研修
等を実施することで青少年健全育成環境の醸成を図る。

西成区
成人の日記念のつどい事
業

　新成人を祝い励ますと同時に、青少年健全育成に関わる団体の参加を得て、コミュニティ
づくりや地域活動、ボランティアなどへの社会参加を推進する契機とすることを目的として、
成人式を開催する。
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区 事業名 事業概要

【新】 北区 地域防犯パトロール事業
　保健福祉センター事業用車両を『青色パトロール車』として活用し、区職員による子ども見
守り活動を実施することで、地域住民が安全で安心して暮らしていけるまちづくりを目指す。

北区 地域防災対策事業

　市域内において、万一地震、風水害等の大規模災害が発生した場合、被害の拡大を防止
するため、住民自らが効果的かつ実践的な初期初動活動ができるような訓練・教育を行い、
又資機材等の必要物品を配備をすることにより、市民の防災意識の高揚・地域防災力の強
化を目指して実施する。

北区 地域防災活動支援事業
　各区で防災に関する講演会・学習会等や出前講座を開催し、正確な防災情報を効果的に
区民に提供し、図上訓練や防災マップの作成支援など実施し、区民の防災意識の向上を図
る。

北区
「地域安全対策」プロジェク
ト

　区役所を拠点とした地域の安全対策の体制を強化し、地域の安全巡視・点検、指導・啓発
等を行い、犯罪、事故等の未然防止・抑止、さらには地域の環境改善に努める。

北区 交通安全運動推進事業
　区民の交通安全意識の高揚と安全行動の実践を継続的に促すため、関係諸機関と連携し
「交通事故をなくす運動」「めいわく駐車追放運動」「高齢者事故ゼロの日」などの推進に取り
組む。

都島区 区防災対策事業
　区民参加の震災訓練を実施するほか、地域の防災活動の充実を図るため、地域防災リー
ダーの育成や自主防災活動を支援する。また、防災マップを作成し防災意識の高揚を図る。

都島区
地域防災力向上のための
小学校区別ワークショップ

　小学校区単位のワークショップを実施し、住民自らが主体となった防災活動等を実施して
いく機会を提供するとともに、今後区と地域が協働で取組むべき地域課題を明確にし、課題
解決指標を作成する。

都島区 地域安全対策プロジェクト
　区内の地域安全に関する基本業務である、幼稚園、保育所、小学校等の巡回巡視・道路
の巡視点検・公園の巡視点検等を実施し、区の重点業務の子どもの安全についても、校内・
校外のサポート業務に積極的に取り組む。

都島区 地域防災活動の支援事業
　防災に関する講演会・学習会等の出前講座を開催し、正確な防災情報を効果的に区民に
提供し、図上訓練や防災マップの作成支援などを実施する。

都島区 交通安全運動関係事業
　交通事故防止推進会、交通安全協会、警察署等と連携して、めいわく駐車の防止、放置自
転車の追放等に取り組むことで、区民が安心して暮らせるまちづくりを目指す。

福島区 防災対策事務費 　区災害対策本部体制の充実にかかる事務費。

福島区
地域防災リーダー育成事
業

　災害による被害拡大を防止するため、防災に関心が高い人たちにより構成された「地域防
災リーダー」を育成する。

福島区 防災訓練
　福島区震災訓練を実施することにより、初期初動対策の充実を図るとともに防災関係機関
と地域住民の広域的な連携を強化し区民の意識啓発の高揚・地域防災力の強化につなげ
る。

福島区 地域防災活動支援事業
　区民の防災意識の向上と地域住民の自主防災組織の訓練・育成を図ることを目的に防災
情報の提供や地域防災訓練の実施及び地域別防災計画や防災マップ作成支援・防災資器
材の提供等を行う。

福島区 地域防災活動の支援 　地域防災力向上のため地域住民との協働による地域防災計画の作成支援。

福島区 地域安全対策プロジェクト 　区役所を拠点とした地域の安全対策の体制の構築。

福島区
交通事故をなくす運動事
業

　交通事故の根絶をめざし区民の交通安全意識の高揚を図るため、大阪市・大阪府等で構
成する大阪府交通安全対策協議会が定める年間の府民運動にあわせ、各季の全国交通安
全運動やめいわく駐車・駐輪の追放運動を推進し、交通安全大会をはじめとする啓発運動
や合同パトロールを実施する。

此花区 高齢者事故ゼロの日
　「高齢者事故ゼロの日」（毎月15日）を中心に、増加傾向にある高齢者の交通事故に歯止
めをかけ、安全意識の高揚と安全行動の実践を働きかける。また高齢者（高年者）の中から
交通安全リーダーを養成し、高年者による自主的な交通安全の推進も図る。

此花区 防災訓練
　市域内において地震災害、風水害等の広域複合災害が発生した場合を想定し、防災関係
機関及び市民等が一体となって総合的な防災訓練を実施し、災害時における応急対策の連
携強化を図るとともに、各機関・各人の防災意識の更なる涵養を図る。

○防災コミュニティの形成・安全安心のまちづくり
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区 事業名 事業概要

此花区 地域防災リーダーの育成
　市域内における地震災害、風水害等の広域複合災害の被害を予防し、住民自ら災害時に
効果的かつ実践的な初動活動ができるよう、「地域防災リーダー」を育成する。

此花区 防災対策監理費

　「災害対策基本法」に基づき、地震災害、風水害等の広域複合災害から住民の生命・財産
を保護するため、区災害対策実施計画を策定し、防災活動の効果的な総合実施を図る。ま
た災害対策に関する各種研修や訓練を通じて各機関の災害への対応能力の向上を目指
す。

此花区 地域防災活動支援事業
　能登半島地震や新潟県中越沖地震等の大規模災害が発生しており、また東南海・南海地
震も近い将来に発生する確率が高いとされていることから、講演会・学習会・出前講座等の
開催、避難訓練の支援、自主防災組織に必要な資機材の提供を行う。

【新】 此花区 安全・安心な庁舎づくり
　此花区役所に来庁するすべての人が、安全に庁舎を利用できるよう、階段付近の危険箇
所（吹抜け・すき間）に転落防止ネットを設置する。

【新】 此花区
桜島地区における防災拠
点づくり

　災害発生時に孤立が懸念される桜島地区において、自助・共助の意識醸成を図り、地域
内で迅速な避難が可能となるよう、地域内の集会所・老人憩いの家に災害用物品等の備蓄
を行う。

此花区 その他交通安全運動関係 　各季の交通安全運動において市民の啓発物品を配布し、交通安全意識の高揚を図る。

此花区
交通事故をなくす運動区
推進本部関係

　市民一人ひとりに交通ルールの遵守と正しい交通マナーの実践をお願いするととともに、
交通事故から市民を守るため、各種交通安全運動を実践する。

此花区 此花区地域安全対策事業
　職員を配置し、区民や地域団体等と連携し、公園、道路、教育施設等の巡視、不法投棄へ
の対応、交通安全に関する業務、子どもの安全に関する啓発業務等を行い、地域安全対策
を推進する。

【新】 中央区

深夜時間帯の街頭犯罪抑
止に向けた防犯カメラの
ネットワークシステムの完
成

　区内街頭犯罪多発地域である西心斎橋地域において、深夜時間帯の街頭犯罪抑止に向
けた防犯カメラの整備を行う。

中央区
市民協働型自転車利用適
正化事業「トライアルプラ
ン」

　市民と協働で放置自転車対策に取り組む土壌のある地域(天満橋・谷町四丁目・長堀橋駅
周辺）において、20年度の実態調査にもとづく、自転車利用の属性にあわせた啓発活動を実
施する。また、中央区放置自転車等対策連絡協議会において、より効果的な啓発活動の検
討やノウハウの共有化を図り、自転車の適正利用の機運を高める。

中央区 防災関係事業

　地域防災活動の中心的役割を担う地域防災リーダーを育成し、地域の特性を踏まえた防
災活動の促進を図る。区民の防災意識の向上を推進するため、講演会・出前講座を開催・
防災マップの作成により防災情報を効果的に提供する。また、総合防災訓練への参加・地域
防災訓練・図上訓練等を実施する。さらに、職員の研修、訓練を通じて災害への対応能力の
向上を図る。

中央区 地域安全対策プロジェクト

　各分野の事業所等において、地域に密着した業務を担ってきた技能職員の技能・経験等を
総合的に活用して、区役所を拠点とした地域の安全対策の体制を強化し、地域の安全巡視・
点検、指導・啓発・落書き除去作業等を行い、犯罪、事故等の未然防止・抑止、さらには地域
の環境改善に努める。

中央区 交通安全運動関係経費
　交通事故をなくし、安全かつ快適なまちづくりを進めるため、春・秋の全国交通安全運動、
めいわく駐車等追放運動、及び高齢者交通事故ゼロの日などの運動期間中、警察署ととも
に交通事故防止に関する啓発を実施する。

中央区 地域防災活動の支援
　各分野の事業所等において、地域に密着した業務を担ってきた技能職員の技能・経験等を
総合的に活用し,地域で開催する防災訓練・図上訓練や出前講座で正確な防災情報を効果
的に提供し、区民の防災意識向上を図る。

西区 地域防災活動支援事業
　大規模災害に備え、避難所資機材の充実及び区民対象の講演会や図上訓練等を実施
し、防災意識の高揚と自主防災力の向上を図る。

西区 地域防災リーダーの育成
　大規模災害に対して、地域住民自らの力で減災できるよう防災活動の中核となる「地域防
災リーダー」を育成する。

西区 防災対策事務費 　区災害対策本部職員に対して研修・訓練を実施し、災害への対応能力の向上を図る。

西区 区防災訓練
　大規模災害の発生を想定し、防災関係機関及び区民が一体となって訓練を実施し、応急
対策の連携強化及び防災意識の高揚を図る

西区 交通安全運動推進事業
　交通事故防止対策、めいわく駐車対策等への啓発活動を推進し、交通安全意識の高揚と
継続的な実践活動を促し、安全で円滑な道路交通環境の確保を図る。
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西区 地域防災活動の支援事業 　地域防災セミナー等にかかる事務的経費

西区 地域安全対策プロジェクト
　子どもの安全見守りをはじめ、放置自転車、違法広告物、不法投棄などの環境美化対策
および地域安全対策「落書き対策」、「違法ビラ除去」にかかる経常的経費

港区
地域住民と協働による津
波に対する一時避難マッ
プの作成及び配布

　近い将来に発生が予測される東南海・南海地震による津波に対し、三方を海と川に囲まれ
た港区の住民等が津波の到達前に近隣の3階建以上の建物などに一時避難するため、平
成20年度の築港地区に引き続き、区内5地区おいて、地域住民との協働により津波の一時
避難マップを作成して地域住民や事業所等に配布する。

港区 交通安全運動の推進

　交通事故、とくに死亡事故の絶滅を図って人命の安全を確保するために、大阪府、大阪市
などが中心となって結成された「交通事故をなくす運動」連絡協議会の趣旨に沿って、広く区
民の協力を得て、人命尊重の思想を高めるとともに、交通ルールを守る運動を関係諸団体と
協力、連携しつつ推進する。

港区 港区防災訓練

　毎年、区での震災訓練を独自に実施しており、Ｈ21年度は、発災後の初期初動対策の充
実を図ることを目的とし、区内外の組織と連携を強化し、職員の意識向上や市民の意識啓発
の高揚・地域防災力の強化を目指すとともに、さらに、1月には区震災総合訓練を危機管理
室をはじめ関係機関と共同で実施して、区災害対策本部の立ち上げによる職員の役割分担
や市災害対策本部との連携強化を図る。

港区 地域防災リーダーの育成

　Ｈ８年度より災害に強いまちづくりを目指し各連合町会ごとに地域防災リーダーが組織さ
れ、Ｈ20年度には各町会から２名という最終目標に向け取組んでいるところであるが、２１年
度は、人員の若返りや引越し等によるリーダー変更者への装備品の配付、保険の加入を引
き続き行うとともに、ヘルメットなど、耐用年数が切れているものなどの買い替えを行う。ま
た、引き続き訓練・研修・講演会等の実施により地域防災リーダーの地域防災力の向上を図
る。

港区 防災対策事務費
　災害対策基本法に基き、地震などの災害から区民の生命、財産を保護するため、区災害
対策実施要領等を作成し、災害対策に関する研修、訓練等を通じて災害への対応能力の向
上を図り、また災害時に備えて資機材や備蓄物資の点検により不足が生じれば補充する。

港区 地域防災活動の支援事業
　区内各連合単独又は共同の開催による、ＤＩＧを利用した図上訓練や防災訓練等を実施す
ることにより、地域住民の連帯を深め、また、防災講習会を開催することにより、防災に対す
る知識の習得や防災意識の高揚を図る。

港区 地域防災活動の支援
　地域防災リーダーをはじめ区民の参加による地域（連合別）防災訓練（可搬式ポンプ訓練
や図上訓練）の開催支援や震災訓練の実施、備蓄物資等の点検管理、防災資機材の配備
などを行い、区民の防災意識の向上を図る。

港区 地域安全対策事業

　小学校等の周辺や小公園・児童遊園の巡回・巡視等を年間を通じて行うことで犯罪を抑止
するとともに、防犯や交通安全などの啓発活動を実施し、市民の防犯意識の高揚を図る。ま
た、区内公共施設への落書きの消去及び簡易広告物の除去を行い、地域の美化を保つこと
により地域の環境改善に努めるなど安全・安心のまちづくりを進める。

大正区 防災訓練
　防災関係機関及び区民等による総合的な防災訓練を実施し、災害時における応急対策の
連携強化を図る。

大正区 地域安全対策
　各分野の事業所等において、地域に密着した業務を担ってきた技能職員の技能・経験等を
総合的に活用して、区役所を拠点とした地域の安全対策を強化し、地域の安全巡視・点検、
指導・啓発等を行い、犯罪、事故等の未然防止・抑止さらには地域の環境改善に努める。

大正区
 地域防災活動の支援事
業

　正確な防災情報を効果的に区民に提供し、図上訓練や防災マップの作成支援などを実施
するにあたり、技能職員を区役所に配置し、区民の防災意識の向上を図る。

大正区 地域防災活動支援事業
　自主防災組織に対し、必要な資器材の提供や自主訓練の助成を行うとともに、出前講座を
通じ自助・共助の意識を育成する。

大正区 地域防災リーダーの育成
　地域防災活動の中心的役割を担う地域防災リーダーの育成にかかる、隊員装備品・ボラ
ンティア保険料・研修会などの経常経費。

【新】 大正区
安全サポート隊活動支援
事業

　区民に広く参画を求め、地域活動のプラットホームの形成による区民主体のまちづくりの一
環として、安全サポート隊（子ども見守り隊）の活動に区民が安心して参加・参画でき、かつ
区民啓発につながるよう、側面支援・環境整備を充実していく。

大正区 防災対策事務費
　市地域防災計画に沿った区災害応急対策実施要綱を作成するなど、防災活動の効果的な
実施を図る。
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区 事業名 事業概要

大正区 交通事故をなくす運動

　大正区の交通安全対策を総合的かつ効果的に推進し、区民を交通事故から守る運動を関
係団体･機関と協力し実施する。春･秋の交通安全運動期間に警察･行政･区民一体となった
街頭啓発により、交通事故についての注意を促進し、再認識を求めるとともに、地域コミュニ
ティの高揚を図る。

大正区 めいわく駐車追放運動
　めいわく駐車と放置自転車を追放し、「めいわく駐車と自転車の放置はしない､させない」意
識の高揚と継続的な実践活動を促すことにより､安全で円滑な道路交通環境の確保を図る。

大正区 高齢者交通事故ゼロの日

　大阪市等で構成する大阪府交通対策協議会が定める｢高齢者事故ゼロの日｣(毎月15日)
を中心に、増加傾向にある高齢者（高年者）の交通事故に歯止めをかけ、安全意識の高揚と
安全行動の実践を働きかけ、また、高齢者(高年者)の中からボランティアの交通安全リー
ダーを養成し,高齢者（高年者）自身による自主的な交通安全を推進する。

大正区
その他の交通安全運動の
推進事業

　各季の交通安全運動において市民に啓発物品を配布し、市民の交通安全意識の高揚を
図る。

天王寺区
地震対策 -区民協働で作
る「その一瞬を生き残るた
めの知恵」- 事業

　区民一人一人が危険を理解し実際に安全対策を講じることができるような区民協働のワー
クショップの開催を支援するとともに、災害時要援護者の安全確保の方策やその実施方法を
検討する。

天王寺区
「地域安全対策」プロジェク
ト事業

　区民や地域の団体等と連携を図りながら、子どもの見守りなど地域の安全対策に取り組む
ほか、地域ニーズや地域の特性により生じる課題に協働して安全・安心なまちづくりに取り
組む。

天王寺区 地域防災活動の支援事業
　防災業務として出前講座の開催、防災にかかる地域との連絡調整などを行い、防災情報
を効果的に区民に提供し、区民の防災意識の向上を図る。

天王寺区 地域防災活動支援事業
　大規模災害時に備えて必要な備蓄物資を収容避難所に配備するなど、地域における防災
活動を支援する。

天王寺区 防災訓練事業
　防災関係機関及び区民等による総合的な防災訓練を実施し、災害時における応急対策の
連携強化を図る。

天王寺区
地域防災リーダーの育成
事業

　地域防災活動の中心的役割を担う地域防災リーダーの育成にかかる、隊員装備品、ボラ
ンティア保険料などの経常経費

天王寺区 区防災対策事務事業
　市地域防災計画に沿った区災害応急対策実施要綱を作成するなど、防災活動の効果的な
実施を図る。

天王寺区 区交通安全啓発事業
　広く市民に交通安全知識を普及し、交通安全意識の高揚を図り、交通事故を防止し違法駐
車等をなくす。

【新】 天王寺区

要援護者の地域見守り体
制（地域ふれあいセーフ
ティーネット）の確立支援
事業

　住民が自らの地域に暮らす要援護者を把握し、日常的な見守り活動、ひいては災害時の
支援活動が提供できる「住民主体の要援護者支援体制づくり」の構築を目指して、行政とし
て住民と協働しての支援を進める。

浪速区 防災訓練
　区内に相当な被害をもたらす地震が発生したことを想定し、防災関係機関及び区民が一体
となった総合的な防災訓練を実施する。

浪速区 地域防災リーダーの育成
　地震や台風などによる災害の発生や被害の拡大を阻止し、住民自ら災害時に効果的かつ
実践的な初期活動ができるよう、防災問題に関心が高い人たちにより編成された「地域防災
リーダー」を育成する。

浪速区 区防災対策事務費
　災害対策に関する研修、訓練などを通じて、災害への対応能力の向上を図り、また、災害
時に備えて、資器材や備蓄物資などの点検、補充を図る。

浪速区 地域防災活動の支援事業
　災害時、建物に閉じ込められる、家具の下敷きになる等の被害に遭った人を救出するため
の資器材の拡充を図る。

浪速区
安全・安心なまちづくり推
進事業

　日頃地域で自主的に実践している安全・安心なまちづくり活動について、発表交流会の機
会を設け、犯罪が少しでも減少できるように、意見交換をすると共に広く区民に周知を図り啓
発活動を展開し、「安全で安心して暮らせるまちづくり」を目指す。

浪速区 交通事故をなくす運動
　日々深刻化する交通情勢に対処し、事故発生を防止し、明るくすみよい地域社会をつくる
ため区内官公署・各種団体の協力のもとに、区民が一体となって「交通事故をなくす運動」を
中心に、迷惑駐車や高齢者の交通事故防止も推進して行く。
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区 事業名 事業概要

浪速区 区民まつり事業
　区民相互の連帯感とわが町意識を高めるとともに、コミュニケーションの場としてだれもが
楽しめる区民まつりを開催し、小、中学生による楽器演奏、踊り等のステージや地域団体に
よる模擬店等を実施する。

浪速区 区民文化のつどい事業
　区民を主体とした文化活動の場、生涯学習活動の作品出展の場として開催し、楽団演奏、
ダンス、民謡等の舞台発表と手芸、書道等様々な作品の展示や手作り体験を実施する。

浪速区 こどもカーニバル事業
　こどもたちの心のふれあいと情操の高揚を願い、区内のこどもたちに、人と人とのふれあい
の大切さを認識できる場を提供し、健全な遊びを通して心身とも健やかなこどもたちの育成
を図ることを目的として開催し、人形劇、工作教室、各種ゲーム等を実施する。

浪速区 各種講習会事業
　区民センターの施設を利用して、区民が気軽に参加できる講習会を開催することにより、区
民相互の交流に役立てコミュニティ活動の活発化をめざして実施する。

浪速区 コミュ二ティスクール事業

　広く区民を対象にコミュニティづくりについて学習する場と機会を提供することにより、コミュ
ニティ意識の啓発をはかるとともに、地域社会において、様々なコミュニティ活動への参加を
促し、コミュニティづくりを積極的に推進していくリーダーを確保することを目的として実施す
る。

浪速区 地域安全対策事業
　区役所を拠点とした地域の安全対策の体制を強化し、児童の下校時間帯をはじめ、公園・
道路等を巡視点検することにより、事故を未然に防ぎ、また、落書き等の防止に努める。

浪速区 「なにわの日」事業
　７月２８日の「なにわの日」と前後の期間中に、区内のさまざまな分野の交流をとおして連
携を深め、既存のストックをつなぎ新しい活動のきっかけを作る。また、芸術・文化の魅力的
な財産の再発見と認知度アップにつなげる。

浪速区
共通の水辺空間を利用し
た三区まちづくり事業

　川を境界として隣接している３区(西区・大正区・浪速区)による、川やリバーサイドを舞台と
した合同イベント。各区間の人的ネットワークを強化し、日常的な交流を促進することで、まち
づくりへの一層の活性化を図るとともに、まちの魅力を広くPRする。

浪速区
災害時要援護者支援対策
事業

　災害時要援護者を地域が主体となって支援できる体制を確立するために、公募でつのった
希望者を含め、民生委員、地域防災リーダー等の地域住民に対し、その重要性、手段等に
ついてワークショップを実施する。

西淀川区
地域防災力向上と自主防
災体制の確立

　地域の自主防災体制の確立を図るため、まち歩きと災害図上訓練、避難所開設・運営の
実践的訓練や、区内企業を対象とした防災セミナーおよびワークショップを実施します。

西淀川区
「地域安全対策」プロジェク
ト

　各分野の事業所等において、地域に密着した業務を担ってきた技能・経験等を総合的に活
用して、区役所を拠点とした地域の安全巡視・点検、指導・啓発等を行い、犯罪、事故等の
未然防止・抑止として、地域連携強化を図ります。

西淀川区 区防災対策関連事業
　災害発生に対する備えとして、①地域の防災拠点となる各収容避難所の整備・充実や防
災マップの作成、②地域防災活動の中心となる地域防災リーダーの育成、③防災関係機関
及び区民等による防災訓練の実施、④その他、区災害対策本部体制の充実を行ないます。

西淀川区
交通事故をなくす運動推
進事業

　区民に対して、広く交通安全思想の普及・浸透を図り、交通ルールの遵守及び正しい交通
マナーの実践を習慣付けるとともに、交通事故防止の確立を図ることを目的とする事業を行
います。

淀川区 地域防災活動の支援
　地域住民の防災に関して意識の向上を図るため学習会・図上訓練実施を実施する。地域
の自主防災組織への必要な防災物品、防災資器材を提供する。

淀川区 地域防災リーダーの育成
　災害の被害拡大を防ぐため、住民自ら災害時に実践的な活動ができる防災リーダーを育
成し増員する。地域防災力の向上のため、地域防災リーダーに必要な研修、講習会を実施
する。

淀川区 防災訓練
　大阪市防災関係機関、ライフライン機関、地域団体、地域防災リーダー、区民と一緒に避
難誘導訓練、救出訓練など実施し、地域における地域防災力の向上を図る。

淀川区 防災対策事務費
　災害時に備え、資器材や備蓄物資などを点検し、不足があれば、補充する。研修、訓練を
通じて、災害への対処能力の向上を図る。

淀川区 交通事故をなくす運動
　淀川区の交通安全対策を総合的且つ効果的に実施するため、関係各団体機関が有機的
な連携を保ちつつ、交通事故の絶滅を期し広く区民運動を展開し、強力な実践活動の推進
を図る。

淀川区
「地域安全対策」プロジェク
ト

　各分野の事業所等において、地域に密着した業務を担って来た技能職員の技能・経験等
を総合的に活用して、区役所を拠点とした地域の安全対策の体制を強化し、地域の安全巡
視・指導・啓発等を行い、犯罪・事故等の未然防止・抑制、さらには地域の環境改善に努め
る。

淀川区 地域防災活動の支援
　地域で研修会講演会、図上訓練の実施及び準備、避難所の防災物品の保管状況確認、
区役所の防災物品の整理・必要物品の数量確認を行う。
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東淀川区 地域防災リーダーの育成 　災害時に、地域防災のリーダーとして実戦的な初期初動活動が出来るよう育成する。

東淀川区 防災訓練
　広域複合災害が発生した場合を想定し、関係機関区民が一体となった総合的な防災訓練
を実施する。

東淀川区 地域防災活動の支援事業 　大災害に備え、地域住民が地域事情を踏まえた防災対策を整備するために支援を行なう。

東淀川区 地域防災活動の支援事業
　区民の防災意識向上のため、防災に関する講演会等や出前講座の開催、正確な防災情
報を効果的に区民へ提供し、図上訓練や防災マップ作成支援などを実施するにあたり、区
役所に配置された技能職員の流動化に伴う担当職員にかかる事務用及び防災服経費

東淀川区 区防災対策事務費
　区民の生命財産を保護する為、区災害応急対策実施要綱を作成するとともに、研修などを
通じて災害対応能力の向上を図る。

東淀川区
｢地域安全対策｣プロジェク
ト

　安全安心で住みよいまちづくりのための、区内の巡視点検活動（小公園、道路の巡視点
検、小学校・中学校・幼稚園等の巡視、不法投棄対策、交通安全業務、地域協働業務、区独
自業務）と、市民と協働しての落書き消去作業の実施。

東淀川区 めいわく駐車追放運動
　めいわく駐車と放置自転車を追放し、すべての市民に「めいわく駐車と自転車の放置はし
ない、させない」意識の高揚と継続的な実践活動を促すことにより、安全で円滑な道路交通
環境を確保することを目的とする。

東淀川区 高齢者交通事故ゼロの日
　高齢者の社会参加が促進されることに伴って増加傾向にある高齢者の歩行中、自転車利
用中の交通事故に歯止めをかけ、安全意識の高揚と安全行動の実践を働きかけることを目
的とする。

東淀川区
その他交通安全運動関係
経費

　各季の交通安全運動において市民に啓発物品を配布し、市民の安全意識の高揚を図る。

東淀川区
地域別・区民防災手帳の
作成

　災害に備え、ワークショップなど区民参加の取組みの成果に基づき、地域独自の防災資源
や避難路、災害時の自助・共助のあり方などを網羅した防災手帳を作成し、各世帯に配布す
ると共に、これを活用して地域で自主的な訓練を実施することにより、地域における災害対
応能力の向上を図る。

東淀川区
交通事故をなくす運動事
業

　広く区民の交通安全思想の普及と交通モラルの向上を図るために、「春の全国交通安全
運動」をはじめ各種交通安全運動の機会を活用して行う広報・啓発活動

東成区 地域防災力の向上

　地域の要援護者情報把握の取り組みなどについて、ワークショップ、フォーラム等を通じて
区民の意識を高めながら、地域防災会議の組織化などを支援する。また、ものづくり企業集
積地という特性を活かし、地域企業・事業所等との地域協働を深め、企業の自律型防災活
動について知識・意識の共有化を深める。

東成区 地域防災活動の支援 　地域防災リーダーの研修・訓練の実施、体制整備、及び自主防災活動の環境整備を行う。

東成区 防災訓練
　地域住民が主体となった地域での共助活動を中心に、防災関係機関の即応体制、初期初
動体制の早期確立を目指した区震災訓練を実施する。

東成区
「地域安全対策」プロジェク
ト関係事業

　各分野の事業所において、地域に密着した業務を担ってきた技能職員の技能・経験等を総
合的に活用して、区役所を拠点とした地域の安全対策の体制を強化し、地域の安全巡視・点
検、指導・啓発等を行い、犯罪、事故等の未然防止・抑制、さらには地域の環境改善に努め
る。

東成区 交通安全運動の推進

　交通安全運動を推進し、区民の交通安全意識の高揚を図るための啓発活動を実施する。
特に高齢者については、ボランティアの交通安全リーダーを養成し、安全行動の実践を働き
かける。また、めいわく駐車と放置自転車を追放し、違法駐車・放置自転車をしないという区
民の意識の高揚と継続的な実践活動を促す。

東成区 区防災対策事務費 　区災害対策本部の体制整備、災害に関する情報収集を行う。

生野区
地域防災体制の確立及び
防災手帳等の作成事業

　防災マップ作成の全プロセスにおいて、ワークショップの開催など、区民が主体的な役割を
果たすことにより、非常時に対応できる「顔の見える防災ネットワーク」を組織化する。そのう
えで、防災マップを活用した実践的な防災訓練を区民と協働して行い、日頃からの災害への
備えを充実させる。
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防災コミュニティの形成・安全安心のまちづくり

区 事業名 事業概要

生野区 地域安全対策プロジェクト
　区民や地域団体と連携し、ネットワークを構築することにより、地域の安全対策や地域特性
により生じる課題に取り組む。
また、地域の落書き消去等地域安全対策に取り組む。

生野区 地域防災活動の支援
　区民や地域団体と連携し、ネットワークを構築することにより、地域の防災訓練等に区民と
協働して取り組む。

生野区
市民協働型自転車利用適
正化事業「トライアルプラ
ン」

　地域住民を中心とした現地整理・啓発・指導事業を実施する。

生野区 防災訓練事業
　地震災害の発生を想定し、防災関係機関及び市民等が一体となって総合的な防災訓練を
実施し、災害発生時における応急対策の連携強化を図るとともに広く区民の防災意識の高
揚を図る。

生野区
地域防災リーダーの育成
事業

　地域防災リーダーの育成によって防災活動をより区民に身近な存在にするとともに、適宜
研修を実施することによって災害や地域の特性を踏まえた効果的な防災活動を展開する。

生野区 区防災対策事務費
　「災害対策基本法」に基づき、地震や風水害などの災害から区民の生命・財産を保護する
ため、「大阪市地域防災計画」にそった区災害応急対策実施要綱を作成し、防災活動の効
果的な実施を図る。

生野区 地域防災活動支援事業
　阪神淡路大震災の教訓をふまえ、地域住民の防災意識の高揚を促し、各連合主催の防災
訓練の実施をサポート行なうことにより「自助・共助」による自主防災組織の充実強化を図
る。

生野区 めいわく駐車追放運動
　めいわく駐車と放置自転車を追放し、全ての市民に「めいわく駐車と自転車の放置はしな
い、させない」意識の高揚と継続的な実践活動を促すことにより、安全で円滑な道路交通環
境を確保する。

生野区 高齢者事故ゼロの日

　大阪市・大阪府等で構成する大阪府交通対策協議会が定める「高齢者事故ゼロの日（毎
月１５日）」を中心に、高齢者の社会参画の進展に伴って増加傾向にある高齢者の歩行中・
自転車利用中の事故に歯止めをかける。また、高齢者自身の安全意識の高揚と安全行動
の実践について取り組む。

生野区
その他交通安全運動関連
事業

　各季の交通安全運動に際して必要となる啓発物品等を作成し、配布することによって、市
民の交通安全意識の高揚を図るとともに、各運動の効果的な浸透を狙う。

生野区
交通事故をなくす運動区
推進本部関係事業

　「交通事故をなくす運動」生野区推進本部として、春・秋の全国交通安全運動等に積極的
に参加する。

旭区
自助・共助を基本とする地
域災害対策体制の確立

　官民を問わず地域が収集した避難所の調査データと災害時に避難所や救助資器材の提
供が可能な企業を調査・協力依頼し、避難所提供協力企業の調査データとを合わせて『避
難所カルテ』を作成し住民に周知するとともに、それらの災害時協力企業等に救助資器材を
計画的に配備し地域住民が行う防災活動の環境整備等を行う。

旭区
「地域安全対策」プロジェク
ト

　落書き除去作業のための清掃用具やペンキ等の購入経費および、雨天時業務用雨合羽
の購入経費。また、安全対策担当職員（技能職員）による、小公園や道路の巡視点検作業、
幼稚園・保育所等の巡視点検作業、不法投棄の対応業務、交通安全に関する業務の実施
に関わる通信運搬および必要物品購入経費

旭区 交通安全運動関係事業
　交通事故をなくす運動、めいわく駐車追放運動等、各季の交通安全運動において、市民に
啓発物品を配布し、市民の交通安全意識の高揚を図る。

旭区 地域防災活動の支援事業
　技能職員の流動化に伴う担当職員を配置し、防災に関する学習会や出前講座を開催し防
災情報を正確に区民に提供するとともに、図上訓練や防災マップの作成支援を行い、区民
の防災意識の向上を図る。

旭区 地域防災活動支援事業
　連合町会ごとの図上訓練や出前講座を開催し地域防災の課題を区と地域が共有し対策を
検討するとともに、自主防災組織に必要な防災用品を提供し災害に備える。

旭区 地域防災リーダーの育成
　地域防災活動の中心的役割を担う地域防災リーダーの育成にかかる、リーダー装備品、
ボランティア保険料、研修会等の経常経費
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防災コミュニティの形成・安全安心のまちづくり

区 事業名 事業概要

旭区 防災訓練事業
　区と防災関係機関及び区民による総合的な訓練を実施するとともに応急対策要綱の整備
を行い、災害時における応急対策の連携強化を図る。

城東区 区地域防災対策

　地震や台風などによる災害の発生や被害の拡大を防止し、住民自ら災害時に効果的かつ
実践的な初期初動活動を行うべく「地域防災リーダー」を組織・育成し、訓練・講演会・学習
会等を実施する。
　また、若年層に対しても防災意識の向上を図るため、同年齢層を対象とした防災訓練・学
習会等を実施する。

城東区
青少年指導員活動及び青
少年育成推進事業

　青少年の実態やニーズを的確に把握し、青少年の健全育成と非行防止につながる事業を
実施し、青少年指導員を対象に学習する機会を提供する。また、「子ども１１０ばんの家」事
業を中心とした青少年健全育成事業について区内各種団体の協力を得て健全育成と非行
防止に向けたさまざまな事業を実施する。

城東区 地域安全対策プロジェクト

　地域安全対策チームによる通学路、公園等の安全巡視・点検・交通安全・防犯等、子ども
を犯罪・事故から守る取り組みを行う。また、市民や地域の団体等と連携を図りながら、地域
の安全対策に取組むほか、地域ニーズや地域の特性により生じる課題や地域の環境改善
に取組む。

城東区 交通安全運動関係
　春・秋の全国交通安全運動（春：４月・秋：９月）の際に街頭啓発を行ったり、毎年６月には、
迷惑駐車追放運動としての街頭啓発を行い、正しい交通ルールの遵守、人命尊重の大きな
輪を広げる啓発活動を行っている。

城東区 地域防災活動の支援事業
　防災に関する講演会・学習会等や出前講座を開催し、正確な防災情報を効果的に区民に
提供し、区民の防災意識の向上を図る。

鶴見区
安心安全まちづくり推進事
業

　児童・生徒に対する犯罪事象が増加する中、より一層安心安全なまちづくりの機運を高め
るため、｢安心安全まちづくりセミナー｣を開催し、｢青色防犯パトロール隊｣などの地域活動を
支援する。

鶴見区 　地域防災活動支援事業
　地域主催の図上訓練やまちなか防災訓練など、地域と協働した防災訓練へ支援を行うこと
により区民の防災意識の向上を図るとともに、自主防災活動に必要な防災資機材を提供す
ることで、災害発生時の区民による初期活動での防災力の向上を図る。

鶴見区 防災訓練
　防災関係機関及び区民等による総合的な防災訓練を実施し、災害時における応急対策の
連携強化を図る。

鶴見区 地域防災リーダーの育成 　地域防災活動の中心的役割を担う地域防災リーダーの育成を実施する。

鶴見区 防災対策事務費
　市地域防災計画に沿った区災害応急対策実施要綱を作成するなど、災害への対応能力
の向上を図る。

鶴見区
「地域安全対策」プロジェク
ト

　市民や地域の団体等との連携を図りながら、地域の安全対策や環境改善対策に取り組
む。また、地域ニーズや地域の特性により生じる課題に取り組む。

鶴見区
交通事故をなくす運動推
進本部関係事業

　区内関係機関と住民団体が力を合わせ、「交通事故のない明るく住みよいまちづくり」を目
的とし、交通安全運動推進事業を実施する。

鶴見区
めいわく駐車追放運動事
業

　めいわく駐車と放置自転車を追放するため「めいわく駐車追放府民運動月間」と位置付け
られた6月に、市民及び府民に対し意識の高揚と継続的な実践活動を促し、安全で円滑な交
通環境を確保する。

鶴見区 高齢者事故ゼロの日事業

　「高齢者事故ゼロの日」（毎月１５日）を中心に、増加傾向にある高齢者の交通事故に歯止
めをかけ、安全意識の高揚と安全行動の実践を促すための啓発を行う。また、高齢者の中
からボランティアの交通安全リーダーを養成し、高齢者自身による自主的な交通安全運動を
推進する。

鶴見区 地域防災活動の支援事業
　区における地域防災力向上のため、地域住民との協働による地域防災マップや防災計画
の作成支援等を行う。

鶴見区 交通安全運動推進事業
　各季の交通安全運動において市民に啓発物品を配布することで、市民の交通安全意識の
高揚を図る。

阿倍野区 区防災事業
　区の防災力を向上させるために、防災事業として・区防災訓練・地域防災リーダーの育成・
区防災対策事務・地域防災活動の支援等に取組む。
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防災コミュニティの形成・安全安心のまちづくり

区 事業名 事業概要

阿倍野区 地域防災活動の支援
　区における地域防災事業（地域防災訓練、防災ワークショップ、中学生等青少年防災研
修・訓練、まちなか防災訓練、出前講座等）を実施するにあたり、円滑な事業展開を図るた
めの支援を行う。

阿倍野区 地域安全対策ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ
　区役所を拠点とした地域の安全対策の体制を強化し、地域の安全巡視・点検・指導・啓発
等を行い、犯罪・事故等の未然防止・抑止、さらには地域の環境改善に努める。

阿倍野区 地域安全対策ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ
　市民や地域の団体等との連携を図りながら、地域安全対策パトロールが日々地域の巡回
や点検を行い安全対策に取り組むほか、地域ニーズや地域の特性による生じる課題に取り
組む。

阿倍野区
めいわく駐車追放運動事
業

　毎年春と秋、６月に、重点地区において区民の参加により、啓発物品の配付や、放置自動
車・自転車に対する指導を行っている。

阿倍野区
高齢者交通事故ｾﾞﾛの日
事業

　毎月１５日の「高齢者ゼロの日」運動については、阿倍野警察署を中心に高齢者の交通事
故ゼロを呼びかけ、啓発物品の配付を行っている。

阿倍野区 交通安全運動の推進
　阿倍野警察署及び、阿倍野交通安全協会とも協力して、春には、ターミナルにて交通安全
決起集会、秋には、交通安全推進大会を開催し、広く区民や各種団体の参加を得る。

阿倍野区 地域防災力向上支援事業

　区内各連合における防災ワークショップの継続および発展を図り、地域防災計画・防災ハ
ンドブックを基に災害時の対応力の向上に努める。併せて地域が自主的に防災力形成にか
かる企画運営に資することを目的とした支援を行う。「阿倍野区防災データマップ」について、
区内の現状を実地調査することで地域への情報提供や更新作業を行う

阿倍野区 交通事故をなくす運動
　広く区民に対し、交通安全知識を普及し交通安全思想を図ることで、交通ルールの遵守と
正しい交通マナーの実践を習慣づけることにより、交通事故の防止と駐車秩序の確立を図
る。

住之江区 防災訓練
　防災関係機関ならびに住之江区赤十字奉仕団を初めとする地域各種団体、区民と連携し
て、避難誘導訓練・災害情報伝達訓練・災害応急活動訓練・ライフライン復旧訓練、などを実
施する。

住之江区 地域防災リーダーの育成

　地震などによる災害の発生や被害の拡大を防止し、住民自ら効果的かつ実践的な初期初
動活動ができるよう、また、地域における防災活動の中核となるよう、救助・救護活動の単位
となる連合赤十字奉仕団（連合振興町会）ごとに、防災問題に関心が高い人達により編成さ
れた「地域防災リーダー」を組織し育成する。

住之江区 防災対策事務費 　区災害対策本部の運営に関わる環境を整備する。

住之江区 こども１１０番事業
　「こども１１０番の家」の周知・協力依頼を行い、地域からの防犯意識を高め子ども達の安
全を守る。

住之江区
「地域安全対策」プロジェク
ト

　各事業所において、地域に密着した業務を行ってきた技能職員の技術や経験を生かし、区
役所を拠点とした地域の安全対策体制をより強化し、巡視・点検・指導・啓発等の活動を行
い、犯罪・事故等の防止に努める。

住之江区 地域防災活動の支援事業
　地域における自主防災活動に必要となる防災資機材、装備品、備蓄物資などを提供し、活
動を支援する。

住之江区
地域防災活動の支援事業
（防災意識の向上）

　各地域で防災に関する講演会・学習会等や出前講座を開催し、正確な防災情報を効果的
に区民に提供し、図上訓練や防災マップの作成支援などを実施し、区民の防災意識の向上
を図る。

住之江区 交通安全運動の推進事業
　交通事故防止及び安全で円滑な道路交通環境を確保するため、住民の交通安全意識を
高める各種交通安全講習の開催や迷惑駐車・放置自転車の追放キャンペーン、自転車へ
の反射材取り付けなどを地域や警察署等の関係機関と連携して行う。

住吉区 区防災訓練事業
　防災関係機関及び区民等による総合的な防災訓練を実施し、災害時における応急対策の
連携強化を図る。

住吉区
地域防災リーダーの育成
事業

　地域防災活動の中心的役割を担う地域防災リーダーの育成に係る、隊員装備品、ボラン
ティア保険料、研修会などの経常経費。

住吉区 区防災対策事務費事業
　市地域防災計画に沿った区災害応急対策実施要綱を作成するなど、防災活動の効果的な
実施を図る。

住吉区 地域防災活動の支援事業
　市民の防災意識の向上を図るため、講演会、ワークショップ、出前講座、図上訓練を実施。
また、自主防災組織に必要な救助資器材を提供する。
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防災コミュニティの形成・安全安心のまちづくり

区 事業名 事業概要

住吉区 めいわく駐車追放運動
　6月のめいわく駐車追放運動強化月間に、地域、警察など関係局とともに啓発活動を実
施。

住吉区 高齢者事故ゼロの日運動 　高齢者交通安全リーダー講習会への参加啓発。

住吉区
その他の交通安全運動関
係事業

　「交通事故をなくす運動」住吉区推進委員会での啓発活動、地域で行う交通安全運動への
参加啓発。

住吉区 交通事故をなくす運動
　春と秋の全国交通安全運動のほか、夏と年末にも交通安全運動の広報・啓発活動を実施
し、６月の迷惑駐車追放強化月間などを、警察など関係局・区民と一緒に行う。

住吉区
「地域安全対策」プロジェク
ト事業

　市民や地域の団体等との連携を図りながら、地域の安全対策に取り組むほか、地域ニー
ズや地域の特性により生じる課題に取り組む。

住吉区 地域防災活動の支援事業
　各地域で防災に関する講演会・学習会等や出前講座を開催、及び正確な防災情報を効果
的に区民に提供し、区民の防災意識の向上を図る。

東住吉区
災害時における要援護者
避難誘導ネットワーク創造
事業

　大規模災害発生直後における要援護者（ひとり暮らしの高齢者や障害者等）の安否確認
や避難誘導、避難所での生活支援に資するために、地域が主体の避難誘導システムを構築
する。

東住吉区
「地域安全プロジェクト」事
業

　区役所を拠点とした地域の安全対策の体制を強化する。地域の安全巡視・点検、区民の
防犯意識の啓発等を行い、犯罪や事故の未然防止・抑止、さらには犯罪の起きにくいまちづ
くりのため、地域の美化・緑化など、環境改善に努める。

東住吉区
地域安全対策事業(環境
美化)

　各分野の事業所などにおいて、地域に密着した業務を担ってきた技能職員の技能・経験等
を総合的に活用して、地域の環境美化・緑化に努める。

東住吉区 地域防災活動事務費
　各区で防災に関する講演会・学習会等や出前講座を開催し、正確な防災情報を効果的に
区民に提供し、図上訓練や防災マップの作成支援など実施するにあたり、担当職員を区役
所に配置し、区民の防災意識の向上を図る。その際の事務費。

東住吉区 区防災訓練事業
　防災関係機関及び区民等による総合的な防災訓練を実施し、災害時における応急対策の
連携強化を図る。

東住吉区 地域防災リーダー事業
　地域防災活動の中心的役割を担う地域防災リーダーの育成に係る、隊員装備品、ボラン
ティア保険料、研修会などの経常経費。

東住吉区 防災対策事務費 　無線機（トランシーバー型）を３か年計画で更新し、災害時の通信連絡体制の充実を図る。

【新】 東住吉区
収容避難所開設運営体制
の確立

　地域住民との協働で、区内７小学校区（今川・南田辺・湯里・育和・北田辺・矢田中・矢田西
小学校区）内にある１４収容避難所の内、広域避難所内にある３施設を除く１１施設の「収容
避難所設営図」　を完成させるとともに、同７小学校区それぞれに「収容避難所運営委員会
（仮称）」を設置する。

東住吉区 地域防災活動支援事業
　災害発生時に地域住民が自らの手で迅速かつ効率的な応急救助活動ができるよう、避難
所の開設・運営に必要なノウハウを取得するための訓練や研修の実施並びに地域の特性に
合致した備蓄物資と防災資機材の配備を行う。

東住吉区 交通安全事業

　区民の「めいわく駐車と放置自転車の追放」への意識の高揚と継続的な実践意識を促す
事を目的とした「めいわく駐車追放運動」や高齢者の交通事故に歯止めをかける事を目的と
した「高齢者交通事故ゼロの日」等を行うことにより、安全で円滑な道路交通環境の確保を
目指す。

東住吉区
地域安全レンタカー防犯
事業

　子どもの登下校時の安全確保のため、レンタカーを借上げ朝の登校時から夕方６時まで、
その機敏性を生かし、拡声器での防犯・防災のアナウンス等を行いながら区内をくまなく巡
回していく。

【新】 平野区
地域別災害図上訓練と防
災マップの作成のための
ワークショップ事業

　平成２１年度は、区内２２連合のうち５連合で参加住民による地域内視察、 図上訓練、防
災マップづくりのためのワークショップを実施する。また、作成された防災マップは、広く地域
に配布したり、区として広報周知することとしたい。平成２２年度は、引き続き、未実施の１７
連合のうち８連合で実施し、最終の平成２３年度は残り９連合で実施する。

平野区
「地域安全対策」プロジェク
ト事業

　これまでの地域安全対策業務を通して収集した情報やデータを地域ごとに整理し、各地域
に地域限定情報としてパワーポイントによる犯罪の発生場所や時間帯などを紹介し、より身
近なものとして防犯意識の向上を図る。
　また同時に地域安全対策業務の紹介をしながら、地域活動との連携強化に努める。

平野区 地域防災活動の支援事業
　各区で防災に関する講演会・学習会等や出前講座を開催し、正確な防災情報を効果的に
区民に提供し、図上訓練や防災マップの作成支援など実施し、区民の防災意識の向上を図
る。
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防災コミュニティの形成・安全安心のまちづくり

区 事業名 事業概要

平野区 地域防災活動の支援事業

　東南海・南海地震が近い将来に発生する確率が高いとされていることから、区民の防災意
識の向上を図るため、講演会・学習会等や出前講座を開催し、正確な防災情報を効果的に
区民に提供する。
また、自主防災組織に必要な防災資機材を提供する。

平野区
めいわく駐車追放運動事
業

　めいわく駐車と放置自転車を追放し、全ての市民に「めいわく駐車と自転車の放置はしな
い､させない」意識の高揚と継続的な実践活動を促すことにより､安全で円滑な道路交通環境
を確保することを目的としている。

平野区
高齢者交通事故ゼロの日
事業

　高齢者の歩行中､自転車利用中の交通事故に歯止めをかけ、安全意識の高揚と安全行動
の実践を働きかけることを目的としている。また、高齢者(高年者)の中からボランティアの交
通安全リーダーを養成し、交通事故防止を図り、高年者自身による自主的な交通安全を推
進することを目的としている。

平野区 交通安全運動の推進事業
　各季の交通安全運動において市民に啓発物品を配布し、市民の交通安全意識の高揚を
図る。

平野区 防災訓練事業

　市域内において、地震災害、風水害等の広域複合災害が発生した場合を想定し、防災関
係機関及び市民等が一体となって総合的な防災訓練を実施し、災害時における応急対策の
連携強化を図るとともに、職員の防災意識並びに広く市民の意識の高揚に寄与することを目
的とする。

平野区
地域防災リーダーの育成
事業

　住民自ら災害時に効果的かつ実践的な初期初動活動ができるよう、また、地域における防
災活動の中核となるよう、災害が発生したときの救助・救護活動の単位となる連合赤十字奉
仕団（連合振興町会）ごとに、防災問題に関心が高い人達により編成された「地域防災リー
ダー」を組織し育成する。

平野区 防災対策事務費
　地震や風水害などの災害から、区民の生命、身体、財産を保護するため、「大阪市地域防
災計画」にそった区災害応急対策実施要綱を作成し、各防災関係機関が有する全機能を有
効に発揮し、相互に協力した防災活動の効果的な実施を図る。

平野区 こども１１０番の家事業
　子どもが危険を感じたとき、協力家庭や店舗に駆け込むことにより、身の安全の確保を図
る「子ども110番の家」の受付及び旗の更新等を行う。

平野区
交通事故をなくす運動事
業

　毎年、全国規模で取り組みが行われている春、秋の全国交通安全週間の啓発事業をはじ
め、地域の交通安全リーダーを中心とした交通事故防止の各種取り組みを支援し、区民に
交通安全を呼びかける。

西成区
安心・安全まちづくり関連
事業

　（みんなで考える地域づくり事業）安心・安全のまちづくり推進のため、自分たちの地域をみ
んなで考え、地域の課題解決に向けた、自主的な取り組みの発展を目指し、地域の様々な
人が参加する「住民懇談会」を開催、「安心・安全マップ」作成を行う。
　（災害時要援護者支援検討事業）災害時に自力避難が困難、不安な方や避難所等で配慮
が必要と思われる方を本人申請による登録、委員会・研修会開催により、地域の自助・共助
での災害に備えた地域づくりを進める。

西成区 地域安全対策
　犯罪への地域安全対策や、公園の遊具の安全管理、放置自転車対策、違法広告物の除
去、差別落書き対策として、地域のパトロールを実施する。

西成区 地域防災活動支援事業 　地域防災担当の地域防災関連対策事業。

西成区 地域防災活動業務
　地域の防災対策として、地域の防災体制づくりの「地域防災リーダー」育成等を行う。また、
年１回の震災訓練を実施する。

西成区 交通安全関連事業
　交通安全や、迷惑駐車追放の意識向上を目的として、交通安全大会の開催や啓発物品の
配布を行う。

31



区民との協働による環境美化・緑化の推進

区 事業名 事業概要

【新】 北区
種から育てる地域の花
づくり支援事業

　扇町公園の一部を利用して育苗施設を建設し、区民ボランティアが「種を蒔き、苗づくりを
する」ことから活動を始め、その花苗を区内各所の公的空間に植え付け管理することにより、
花とみどりにあふれた潤いのある美しいまちづくりを推進するとともに年齢や地域の垣根を
越えた交流など地域活動の活性化を図る。

【新】 北区
市民協働型自転車利用
適正化事業「トライアルプ
ラン」

　自転車問題の解決にあたっては、その地域に住む市民や事業主などと共に考え、検討し、
取り組んでいく必要があり、そのための実施体制の構築を図る。また、放置自転車問題とい
う「地域課題」を解決するために、市民が自ら考え行動する場を設け、行政と共に取り組みを
進めることで、市民のまちづくりに対する意識を高め、市民参画・協働の推進を図る。

北区
「すきやねん大阪」環境美
化推進事業

　「すきやねん大阪市民運動」の趣旨に則り、環境美化を推進するためのPR広報等の啓発
活動に取り組む。

都島区
種から育てる地域の花づく
り支援事業

　大阪市公館駐車場の一部を利用した花づくり広場を拠点に、区民ボランティアが種子から
花苗等を育成し、育てた四季の花々を区内各所に配置して、地域の緑化や環境の美化を図
るとともに、高齢者をはじめ、子どもや障害者など幅広い区民参加・体験を通じて、住民同士
のふれあいや地域コミュニティの醸成を図る。

【新】 都島区
東部４区合同「淀川100年
未来に向けて」シンポジウ
ム事業

　淀川に守られてきた東部４区が一同に会して、シンポジウムや船上視察を企画・運営し河
川への理解・関心・愛着を再認識させ、河川災害に対する意識啓発や河川ごみのポイ捨て
減少につなげる。

福島区
すきやねん大阪
環境美化推進事業

　行政と地域が連携して住みよい福島区をつくるため、区民自らが環境美化について考え運
動を展開できるよう、区民を対象に「まち美化清掃活動・花と緑の普及・区の花及び区の花を
モチーフにした福島区マスコットキャラクター『フッピィ』の普及活動等」を行う。

福島区 ﾘｻｲｸﾙ環境ﾌｪｱ
　家庭から出る普通ごみ・粗大ごみの減量や資源の大切さを区民自ら学習することを目的と
し、フリーマーケット・資源の有効活用の啓発・ごみ減量の啓発・ﾘｻｲｸﾙ推進の啓発などを行
う。

福島区 花と緑で飾ろう運動事業
　花と緑のまちづくりを目的とし、緑化リーダーの育成やガーデニング講習会、ふれあい花壇
活動の支援を行う。

福島区 打ち水大作戦
　「打ち水大作戦」を実施し、都市部でのヒートアイランド現象に対する効果的な手法である
打ち水を呼びかけ、地域コミュニティの育成や環境問題の啓発につなげる。

福島区
市民協働型自転車利用適
正化事業「トライアルプラ
ン」

　放置自転車問題は地域課題でもあり、市民協働での取り組みを進めるため、福島区放置
自転車対策協議会のもと主要駅の部会を設置し、自転車利用のマナー向上を目指す。

此花区
此花区”エコ・アクション”プ
ロジェクト

　区民及び区内商店街と協働し、区役所が橋渡し役となって、エコアクションプロジェクトを策
定し、マイバッグ持参推進運動、共通ポイントカードの導入、商店街内の環境整備等に取組
む。

此花区
花と緑のまちづくり「此花
区グリーンフェスタ」

　「花と緑」に関する講習会等の事業により、緑化に関する識見の高揚と緑化リーダーの育
成を図る。

中央区
市民協働で環境浄化に取
り組む「みんなでクリー
ン！ゆめちゅうおう」

　区民とともに区をあげて環境浄化に取り組む強化月間（愛称：みんなでクリーン！ゆめちゅ
うおう）において、集中して広報活動及び啓発活動を実施する。また、環境浄化を具現化する
事業として橋梁の清掃等に取り組む。

中央区
「すきやねん大阪市民運
動」広報事業

　新しい大阪市民像の確立を目的に始められた「すきやねん大阪市民運動」のテーマである
「マナーのよいまちづくり」、「世界に開かれたまちづくり」、「明るく美しいまちづくり」、「暖かな
ふれあいまちづくり」を広く区民に定着させるため、啓発活動を行う。

西区 花と緑のフェスティバル
　花と緑にあふれ、ゆとりと潤いあるまちづくりを推進するため、「花と緑のフェスティバル」を
区民と協働で実施し、緑化への関心と意識の高揚を図る。

西区
種から育てる地域の
花づくり支援事業

　「種から育てる」という発想で、住民自ら花苗を育て、公園や街路をはじめ、まちなかに花を
植え、管理するという市民主体の花飾りへの転換を図る。

港区 港区環境整備事業
　区内の環境整備については、関係行政機関と調整の上適宜実施しているが、区民が安全
で快適な生活を送ることができるよう、区民からの通報を受けた不法投棄等、特に緊急を要
する案件について対応することを目的とする。

港区
「すきやねん大阪」環境美
化推進事業

　「すきやねん大阪市民運動」の趣旨に則り、住民自らが清掃等の実践活動やＰＲ広報等の
啓発活動などを通じ、市民運動として環境美化を進め、より良い地域社会づくりに取り組み
ます。

○区民との協働による環境美化・緑化の推進　
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区 事業名 事業概要

港区 まちかどガーデナー事業

　自宅前で美しく花やみどりを育てている区民を「まちかどガーデナー」として認定する。ま
た、花やみどりの美しい場所を紹介するまちかど花マップを作成し、日頃から花づくりに関心
の深い人同士の交流や技術の向上を促進するとともに、花と緑に対する区民の関心を高め
る。

港区
種から育てる花づくり支援
事業

　区民がボランティアとして「種から育てる地域の花づくり」運動に取り組むことにより、「生き
がいづくり」「健康づくり」を図るとともに、幅広く区民が参加することで、地域のコミュニティの
醸成にもつながり、誰もが「住んでみたい」「住み続けたい」まちへとつながるよう、支援を行
う。

大正区
種から育てる地域の花づく
り支援事業

　緑化リーダーやグリーンコーディネーターが中心になって、種花事業を進めているが、１９
年度の花づくり広場の完成を期に、花づくりボランティアを募集し、区民参画による花と緑あ
ふれるまちづくりを推進する。

大正区 緑化推進事業
　自然と共生する美しい、感性あふれる大阪のまちの実現に向けて、花づくり講習会、施設
見学などを開催して、緑化リーダーの活動促進と区民の花づくり、緑化についての関心を高
めるとともに、花と緑にあふれたまちづくりへの積極的な取り組みを図る。

大正区
「すきやねん大阪」環境美
化推進事業

　「明るく美しいまちづくり」の実現に向けて、清掃活動や啓発活動など環境美化運動を展開
し、より良い地域社会づくりに積極的に取り組む。

天王寺区
花とみどりのまちづくり事
業

　花と緑のまちづくりに関心をもってもらい、地域での緑化普及・啓発を図るため、住民を対
象に各地域での緑化講習会を開催する。また、緑化リーダーが中心となって種花事業を推
進する。

天王寺区 区環境整備事業
　道路や空き地等への不法投棄、放置された青テントなどを回収、清掃することにより安全で
きれいなまちづくりをめざす。

天王寺区
「すきやねん大阪」環境美
化推進事業

　昭和58年から展開されている「すきやねん大阪市民運動」の趣旨にのっとり、環境美化を
推進するためのPR広報等の啓発活動など、より良い地域社会作りを取り組む。

浪速区
ウォールペインティング事
業

　区民や子どもたちにウォールペインティング事業に参加を求め、壁面やガード下をペイン
ティングすることにより、まちが明るく憩の場として、再生が図られると共に落書き抑止にもな
り、安全安心なまちづくりにつなげる

浪速区
市民協働型自転車利用適
正化事業「トライアルプラ
ン」

　南海難波駅・なんばパークス周辺は、商業施設の集積化により、多くの放置自転車が見受
けられる。そのため地域の企業・地元住民・大阪市関係局・警察署などの関係機関で自転車
対策協議会を立ち上げ現地の啓発、指導、整理などの対策事業を実施する。

浪速区 区環境整備事業
　区役所・区内関係機関が協力して、環境整備と環境美化の推進を図るために、道路および
公園等で野宿生活をしている者への移転指導および不法投棄ごみ等の清掃を実施する。

【新】 西淀川区
種から育てる地域の花づく
り支援事業

　グリーンコーディネーター及び緑化リーダーを中心として、地域住民自らが花苗を育て、公
園や広場などの市民花壇をはじめ公共の場所に花を植え、管理するという市民主体の花と
緑にあふれるまちづくり事業に区民と協働して取り組みます。また、花苗づくりを通じて希薄
になりがちな人とのつながりを深めることにより、コミュニティの醸成を図ります。

西淀川区
花と緑のまちづくり講座及
び緑化推進にかかる啓発
事業

　「花と緑あふれるまちづくり」の推進のため、花と緑のまちづくり講座の開催や区内の拠点
施設等への植栽を行います。

西淀川区
「すきやねん大阪」環境美
化推進事業

　「すきやねん大阪市民運動」の趣旨に則り、区・地域における活動として、住民自らが清掃
等の実践活動や、環境美化を推進するためのPR広報等の啓発活動などを通じ,市民運動的
に環境美化を進め、よりよい地域社会づくりに取り組みます。

西淀川区 区環境整備改善事業 　区内の公共的な場所、施設の美化等、環境整備を図ります。

淀川区 淀川流域交流創造事業

　身近な淀川への関心を高め、河川をまちと有機的に結びつけ、淀川の自然環境の保全や
ふるさとのまちづくりにつなげるため流域交流講座やイベントを実施し、地域住民や将来を
担う次世代へと伝えていくため河川環境保全やまちに対する意識の啓発を行うとともに、ま
ちづくりに積極的に取り組むリーダーの育成を図っていく。

淀川区 区環境整備事業
　区内の公園や道路等に不法投棄されているごみ問題を処理・解決することによって、清潔
で住みよいまちづくりを促進する。

東淀川区
｢すきやねん大阪｣
環境美化推進事業

　「すきやねん大阪市民運動」の趣旨にのっとり、各地域における活動として、住民自らが清
掃等の実践活動やＰＲ広報等の啓発活動などを通じ、市民運動的に環境美化を進め、より
良い社会づくりに取り組んでいる。

東淀川区
種から育てる地域の
花づくり支援事業

　区民自らが種から花苗を育て、育った花苗を区内各所に植え付けることを通して、花と緑あ
ふれる潤いのあるまちづくりと地域コミュニティ活動の活性化を進める。
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区 事業名 事業概要

東淀川区 区環境整備事業
　地域住民から強い要望があり、区の地域環境改善のために緊急に不法投棄物の除却が
必要かつ、現地調査により環境局・建設局のどちらの事業にもなりがたい場合、早急に業者
と契約をして除却をおこなう。

東成区 すきやねん大阪市民運動
　「すきやねん大阪市民活動」の推進の一環として、区民まつりや「クリーンおおさか」への参
加により環境美化啓発を行い、美化マナーを高める。

東成区 緑化推進事業
　花と緑のまちづくり推進委員会をはじめ、花づくりやガーデニングに興味のある区民と幅広
く連携し、その力を発揮できる機会・場所を提供する。

生野区

市民が取組む平野川環境
景観保全活動を通じたま
ちづくり活動の支援事業(４
区連携）

　平野川流域４区（城東・東成・生野・平野）の連携を通じて、各区の環境景観保全を課題と
した地域連携のまちづくり活動の母体となる組織の育成とまちづくり活動の活性化を促すと
ともに、河川環境景観保全を主要テーマとするまちづくり活動の広域的ネットワークに育成・
支援する。

生野区
種から育てる地域の花づく
り支援事業

　区民ボランティアが自らの手で種から花苗を育て、幼稚園・保育所・学校、会館、児童遊
園、老人福祉施設等に配布するという活動に対し、ゆとりとみどり振興局と連携して技術支
援・活動支援などを行い、区民との協働による花と緑のまちづくりを推進する。

生野区
「すきやねん大阪」環境美
化推進事業

　昭和５８年から展開されている「すきやねん大阪市民運動」の趣旨にのっとり、区・地域に
おける活動として、住民自らが清掃等の実践活動や、環境美化を推進するためのＰＲ広報等
の啓発活動など、より良い地域社会づくりに取り組む。

旭区
種から育てる
地域の花づくり事業

　グリーンコーディネーター、緑化リーダー、ボランティア及び小学校の児童と先生が協働し
て、行政の支援のもと小学校の校庭で種から花苗を育てる。また、城北公園を活用し公募の
ボランティアにより種から花苗を育てる。育てた花苗をまちなかの公園、学校などの公共空
間に設置する。

【新】 城東区
区民協働による緑のカー
テン

　区役所庁舎など、区民にとって身近な公共施設を活用した、区民協働型の壁面緑化を推
進する。また、家庭における壁面緑化についての啓発・実施支援も含め、区民にとって身近
に参加できる緑化の取り組みとして実施する。さらに現在活動中の緑化ボランティアグルー
プとの連携も図りつつ、その進捗状況については区の広報媒体等を活用して広く区民に周
知し、意識の醸成を図る。

城東区
種から育てる地域の花づく
り支援事業

　市民ボランティアなどが自らの手で種から花苗を育て、公園や街路、区役所をはじめとした
公共空間に植えつけ管理するという、市民自らの活動を、ゆとりとみどり振興局・区役所等が
連携して技術支援・活動支援などを行い、市民と協働による花と緑のまちづくりを推進する。

【新】 鶴見区
川に集い、川に親しむまち
づくり

　「新淀川開削100周年」「水都2009」の年を契機とし、これまで淀川に守られてきた東部４区
（都島区、旭区、城東区、鶴見区）の区民が一同に会して、シンポジウムや船上視察を企画・
運営し、河川への理解、関心、愛着を再認識させ、河川災害に対する意識啓発や河川ごみ
のポイ捨て減少につなげる。

鶴見区 自然環境育成事業
　かつての美しく潤いのあったまちに存在していたホタルを区民が育成し、自然を守り愛する
感性を醸成するための区民協働事業を実施する。

鶴見区
花と緑のまちづくり推進事
業

　緑化リーダーが主体となり、区民自らが花の育成、開花までの間をお世話し、その花の育
成や観賞によって、人々がより花と緑に関心をもって活動を行う。

鶴見区
種から育てる地域の花づく
り支援事業

 本市が進める市民協働による花と緑のまちづくりを、今後より効率的・効果的に推進してい
くために、従来のように行政が提供した花苗を市民が植えつけるのではなく、「種から育て
る」という発想で、市民自ら花苗を育て、公園や街路をはじめ、まちなかに花を植え、管理す
るという市民主体の花飾りへの転換を図る。

鶴見区 区環境整備事業
　区内の不法投棄物のうち、放置しておけば町の美観を損なうとともに、環境衛生上の問題
等を生じるものについて、処理を行う。

阿倍野区
すきやねん大阪環境美化
推進事業

　住民をはじめ会社、商店等に勤める人々が、お互いにコミュニティの輪を広げゆとりと豊か
さを実感できるための市民運動を活性化するため、あべのカーニバルを通じて「マナーのよ
い」「世界にひらかれた」「明るく美しい」「あたたかいふれあいの」まちづくりの４つのテーマの
もと、区民が一体となって取り組みの向上を図る。

阿倍野区 ふれあい交流花畑事業
　JR阪和線の車窓から乗客へのアピール度も高い天王寺大和川線の予定地を利用してワ
イルドフラワーなどにより整備した花畑において、さまざまな人たちがボランティアとして花づ
くりに携わるとともに、花摘みなどのイベントをおこなうことで、区民の交流を広げる。

阿倍野区
種から育てる地域の花づく
り支援事業

　市民協働による花と緑のまちづくりを、効率的効果的に推進していくために、行政主体の花
づくりではなく「種から育てる」という発想で、市民自ら花苗を育て、公園、街路、まちなかに花
を植え管理するという市民主体の花づくりへの転換を図る。

住之江区
地域ぐるみの環境保全・美
化活動事業

　「Think　Globally　Act　Locally」（地球規模で考え、地域から行動する）を合言葉に循環型
社会を目指す取り組みにより、区民が地球環境問題を自分自身の問題として捉え、一人ひと
りが自主的に生活スタイルを改善していく気運を盛り上げる。また、独自の活動を行っている
グループなどの活動の輪を広げていく機会を提供する。
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区 事業名 事業概要

住之江区 環境整備事業
　コミュニティ事業の各種行事において、ゴミ分別収集の徹底を図り、住民の環境問題への
意識啓発を行う。コミュニティ広場をはじめ、区内の公園、広場の整備を行うことにより、住民
に気持ちよく利用してもらう。

住之江区
すきやねん大阪環境美化
推進事業

　未来の大阪のまちづくりを考え、新しい市民像を確立していくために、全市民が一体となっ
て、マナーのよいまちづくり、世界にひらかれたまちづくり、明るく美しいまちづくり、あたたか
いふれあいのまちづくりの市民運動を推進する「すきやねん大阪市民運動」を、より実践す
る。

【新】 住之江区
「種から育てる地域の花づ
くり」支援事業

　市民と協働で花と緑のまちづくりを推進するべく始まった全市的な事業で、住之江区におい
ては、平成２１年度から事業化を行う。区民が気軽に活動に参加できるような事業展開を行
うとともに、永続的な活動とするための積極的かつ精力的な支援を行うことで、行政と区民の
協働による花と緑のまちづくりの展開を図る。

住吉区
花さかスミちゃん（種から
   育てる住吉区の花づく
り）事業

　「花づくり広場」において、区民自らがゆとりとみどり振興局の技術指導により、種から花苗
を育てるとともに、育てた花苗を複合施設の屋上庭園や区内のふれあい花壇等に提供する
ほか、放置自転車や不法投棄の防止等に活用する。

住吉区
すきやねん住吉区民運動
推進事業

　昭和58年から展開されている「すきやねん大阪市民運動」の趣旨にのっとり、地域における
活動として、環境美化を推進するためのPR広報等の啓発活動など、より良い地域社会づくり
に取り組む。

住吉区
大和川右岸河川敷草刈及
び清掃事業

　大和川右岸河川敷（山之内地区内）の草刈と大型ごみの除去、及び地域住民による清掃
活動の実施。さらに流域の子ども達に大和川を自然環境教育の場とする取り組みを進める。

住吉区
すみよし環境区民会議事
業

　住吉区内の自然環境保全や地球温暖化防止に取り組むグループや個人が、ネットワーク
を広げることにより、区民全体の環境意識の向上を図るとともに、住吉区の豊かな自然環境
を区民と協働で保全し次代に継承していく。

東住吉区 クラインガルテン広場事業
　市内でも農地の多く残る区の特性を活かし、区民の企画による農業と緑化を切り口とした
まちづくり事業を実施する。農業学校や親子による農業体験等の「体験」を重視し、地域コ
ミュニティの活性化と、まちづくり人材の育成を目指す。

平野区
市民が取組む平野川環境
景観保全活動を通じたま
ちづくり活動の支援事業

　平野川流域4区（平野・生野・東成・城東）が中心となり、各区の環境景観保全を課題とした
地域連携のまちづくり活動の母体となる協議会を組織し、学習活動や相互の連携を深めて、
河川環境景観保全を主要テーマとするまちづくり活動の広域的ネットワークを育成・支援す
る。

平野区
「すきやねん大阪」環境美
化推進事業

　昭和５８年から展開されている「すきやねん大阪市民運動」の趣旨に則り、各地域における
活動として、住民自らが清掃等の実践活動やＰＲ広報等の啓発活動などを通じ、市民活動
的に環境美化を進め、より良い地域社会づくりに取組む。

【新】 平野区 「ひらのエコフェスタ」事業

　地域ぐるみの環境イベントを開催し、地球環境問題を自分自身の問題としてとらえ、一人ひ
とりが自主的に生活スタイルを変えていく気運を盛り上げ、同時に地域で独自の活動を行っ
ている個人・グループ等の活動発表の場として、活動の輪を広げていく機会を提供すること
を目指す。

西成区
種から育てる地域の花づく
り
支援事業

　市民協働による花と緑のまちづくりを一層効率的・効果的に推進していくため、「種から育
てる」という発想で、住民自ら花苗を育て、公園や街路をはじめまちなかに植え、管理する市
民主体の花飾り活動を支援する。

区 事業名 事業概要

西淀川区

活力あるまちづくりに向け
た
区内企業に対する支援
（工業活性化）

　区内企業で組織する西淀川区工業活性化研究会（Ｈ２０．４設立）活動を軸に、区内ものづ
くり企業の課題解決や体力強化に取り組み、その内容を広く情報提供し、区民と企業が共生
する活力あるまちづくりの促進を図ります。（具体には、工業高校とのインターンシップやビジ
ネスセミナー、区民工場見学会など。）

東成区
東部ものづくりネットワーク
形成支援事業

　企業と市民の共存によるまちづくりを進めるため、市民とものづくり企業とのネットワーク形
成を支援するとともに、ものづくり企業の情報発信を行い、市民に企業を知ってもらう機会を
増やしていく。

生野区
東部ものづくりネットワーク
形成支援事業

　ものづくり企業等の情報発信を行い、区民にものづくりの現場を知ってもらう機会を増やす
ことのより、企業等の活性化と、企業等と地域住民を交えた「ものづくりネットワーク」づくりを
図る。

【新】 東住吉区
モノづくり地域プロモーショ
ン事業

　東住吉区・平野区におけるモノづくり企業の活性化を図り、まちづくり事業の一環として産
学・産民協働の推進のための「産業交流フェア」を開催し、企業と地域住民、学校等が触れ
合う機会を創出する。

平野区
モノづくり地域プロモーショ
ン事業

　「産業交流フェア」の開催（地元企業・産業団体・大阪商工会議所・区役所等による共催)
東住吉区・平野区の優れた商品や技術など、「モノづくり」をキーワードに、企業と事業者・住
民・学校を結ぶための仕掛けづくりとして、本イベントを実施し、企業と地域住民がふれあうこ
とにより、活力あるものづくり・地域づくり・まちづくりを目指す。

○地域特性を活かした企業支援
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歴史・文化を通じた地域の活性化

区 事業名 事業概要

北区 北区の伝統文化継承事業
　身近な暮らしを支えてきた伝統文化とその担い手である職人にスポットを当て、手仕事の
魅力や素晴らしさ、職人の心意気を多くに人々に感じてもらうとともに、新しいものと古いもの
が織り成すまちでの暮らしの魅力の再発見につながるよう取り組む。

北区 北区歴史発信事業
　北区の魅力ある歴史文化資源を掘り起こし、その情報をもとにガイドコースを開発し、ガイ
ドブック等にまとめ、広く発信することで、地域活動の活性化へつなげる。

北区 企画調整事業研究調査
　北区の地域資源を生かした特色ある施策の実行を図るため、先進的事例や地域特性を調
査し、地域活性化の手法を研究する。

都島区 貴志康一顕彰事業
　都島区ゆかりの夭折の音楽家貴志康一の顕彰を通じて、わがまちへの愛着の心を醸成す
るため、区内音楽団体や学校などの協力を得ながら、貴志康一の音楽を中心とした音楽会
を開催する。

都島区
毛馬キュウリ普及運動推
進事業

　都島区原産のなにわの伝統野菜「毛馬キュウリ」の普及を通じたコミュニティの育成を目的
とし、区民による「毛馬きゅうり復活運動推進委員会」を中心に、毛馬キュウリの苗の配布・
育成、育成コンクールやレシピコンクール、伝統野菜料理講習会などを開催する。

福島区 わがまちの音楽祭
　音楽を通じたコミュニティの発展と活気あふれるまちづくりを目的とし、地域に定着した魅力
ある音楽イベントとしてわがまちの音楽祭を開催する。

福島区
茶華道と
ﾍﾞｰｾﾞﾝﾄﾞﾙﾌｧｰに親しむ会

　日本の伝統文化である茶道・華道の教室での活動を区民に紹介する場を設けるとともに、
区民センター所有の世界でも有数のピアノ「ベーゼンドルファー」の音色を味わう一時を設
け、新たなコミュニティづくりを図る。

福島区
肩書きのあるまちづくり支
援事業

　住民や来訪者に対する地域の魅力向上となるようにつけた、地域特性の発見による肩書
き（キャッチコピー）を活用した内容のビラや冊子を作成し、集客観光や地名周知に活用す
る。

福島区
冊子「わがまち福島区」を
活用した出前講座等支援
事業

　「未来わがまち会議」が作成した冊子「わがまち福島区」を活用した出前講座の実施を支援
し、福島区の歴史、文化や地域の特性などを再発見、再認識し愛着心の向上や地域コミュニ
ティの醸成につなげていく。

【新】 福島区

川と海をつなぐ舟運にぎわ
いまちづくり
事業福島区内史跡めぐり
サイクリング

　舟運の活性化、舟運によりつながるまちのにぎわい創出・活性化、水都全体のまちづくりへ
とつなげるために、「ほたるまち」を起点とする区内史跡めぐりサイクリングを実施するほか、
地場産業の活性化や区民との協働を目的に「水とアート」をテーマとしたイベントを実施し、
広く市民に福島区をアピールし、地域の活性化を図る。

此花区 このはなアートプロジェクト
　壁画制作を拡充するとともに、区内民間事業者によるアートの取組みとの協働を推進す
る。さらに、幅広い世代の区民、芸術家、企業等に呼びかけ、アートによるまちづくりの一層
の推進を図る。

此花区
このはな区民学芸員養成
事業

　区の観光資源や、まちの魅力を発信し、此花区への来訪者や交流人口の拡大につなげる
ため、区の活性化やまちづくりを担う人材育成を行う。

此花区
川と海をつなぐ舟運にぎわ
いまちづくり事業「エンジョ
イ！！舞洲２００９」

　舞洲スポーツアイランドとの共催で、健康・スポーツ・みどり・アートといった、様々なテーマ
のイベント・交流レクリエーション事業を開催し、地域の活性化を図る。

此花区 コミュニティ育成事業
　区民まつり等を通じ地域社会における人々の交流を活発にし、健康で創造性豊かな市民
生活が営めるようなコミュニティづくりを目指す。

中央区 コミュニティ育成事業
　コミュニティ活動の振興並びに地域における文化の向上等を図るため、「中央区民まつ
り」、「中央区民文化のつどい」等の事業を実施する。

中央区
水の回廊・陸の街路・おら
がガイド

　歴史と文化に彩られた中央区の魅力を体感することで、内外に中央区の魅力を発信し、区
政への参画を高揚するため、ボランティアガイドの案内のもと、中央区を横断する東横堀川・
道頓堀川等を周遊し、区内をまち歩きする。

港区 港区ふれあい音楽会事業
　港区内の子どもを対象にわかりやすい説明を交え、楽しく音楽に触れる機会としてのコン
サートの開催、ならびに小・中・高等学校生徒による演奏会の開催を行う。

港区
船でめぐる港区の川と歴
史事業

　周囲を海と川で囲まれた港区を船で周遊しながら自分達の住んでいるまちを海や川から見
る事によりその歴史や文化を知る。

大正区

川と海をつなぐ舟運にぎわ
いまちづくり事業
河川の活用による集客を
通じた大正区の活性化事
業「鶴浜フェスタ」

　「水都大阪2009」との連携を図りつつ、都心部からベイエリアに至る舟運の活性化、舟運に
よりつながるまちのにぎわい創出・活性化、ひいては、水都全体のまちづくりへとつなげるこ
とを目標に、官民連携して鶴浜岸壁に「１日大正村」を開設し、沖縄、ドイツ等大正区の特色
ともなっている飲食物、物産の展示・販売と音楽、ダンスのミニライブなどで「にぎわい」を創
造し、来場者に大正区を印象づけ、集客に結びつける。

○歴史・文化を通じた地域の活性化
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区 事業名 事業概要

大正区
共通の水辺空間を利用し
た三区まちづくり事業（三
区物語）

　三区のわがまち会議及び、大阪府や各種団体及び企業の参加を広く求め、大正区、西
区、浪速区の三区の結節点であるドーム南側付近で水上ステージ、舟運、まちづくりフォーラ
ム等のイベントを実施する。

大正区
区民による第九を合唱す
る事業

　「大正ドイツ友好事業」及び「音楽振興事業」の集大成事業として、歴史の発掘により誕生
した大正区第九合唱団と、区役所が協働して演奏会を開催。区内外の方に合唱を体感して
もらい、大正区の音楽文化の定着を目指す。

大正区
Music Island Taisho
(音楽振興事業）

　身近に音楽を感じることのできる環境を整えることにより、「住む人、働く人、学ぶ人」の大
正区への愛着や親しみを醸成することを目的とし、プロの演奏家による「ランチタイムコン
サート」、アマチュア音楽家による「ステージ事業」、区内吹奏楽部などによる「区民音楽祭」
を開催する。

大正区 大正ドイツ友好事業

　1914年から約2年半大正区に「ドイツ軍の捕虜収容所」が開設されていた史実から、大正ド
イツ友好事業への取り組みが始まり、収容所の写真展開催や、「大阪俘虜収容所」史跡碑を
設置してきた。2１年度も引き続き、区民にドイツとの友好親善と国際交流の意識を育成する
ことを目的に実施する。

【新】 大正区
 「Music Island Taisho」推
進のための音響設備の充
実

　可動式の音響システムを導入することにより、場所を選ばず一定の音質を保証できる状態
を作ることで、大正区に『住む人、働く人、学ぶ人』により質の高い音楽環境を提供し、音楽を
通じて大正区に愛着や親しみを持ち、くつろぎやゆとりを感じられる『Music Island Taisho』を
推進する。

天王寺区 歴史の散歩道案内事業
　天王寺七坂や史跡が数多く存在する観光資源の宝庫である天王区の魅力を案内する観
光案内人を育成することにより、ソフト面から歴史と文化を活かしたまちづくりの推進を図る。

天王寺区
天王寺再発見ウォーキン
グ

　当区は上町台地の中央に位置し、四天王寺や天王寺七坂・歴史の散歩道・熊野街道が昔
を今にとどめるなど歴史と文化の宝庫である。これらを知ることや新たな魅力を再発見する
機会を提供することにより、わがまちに対する愛着心を育む。

天王寺区
てんのうじ吹奏楽フェス
ティバル事業

　区内中学校・高等学校の生徒が一同に会して演奏の機会を提供することにより、わがまち
天王寺への愛着心を育むと共に、学校と地域のふれあいの場を提供し、芸術と文化の高揚
と香り豊かな潤いのあるまちづくりを推進する。

天王寺区 区民まつり事業
　「あたたかい心ふれあう町づくり」をテーマに、高齢者から子どもまで誰もが参加し楽しめる
市民参加のまつりとして、区民のわが町意識や連帯感の高揚に大きな役割を果たすことを
目的とする。

天王寺区 コミュニティ育成事業
　区民相互のコミュニティづくりのため各種事業を行い区民文化の向上と地域の連帯感を高
め、地域コミュニティの活性化を図る。

淀川区
わてらのまちで「国際交流
in YODOGAWA]

　区民センター及び野中南公園（区民センターに隣接）において、各国の民芸品の紹介・展
示や民族音楽の演奏・唄・踊りのほか、相互異文化交流ワークショップを実施する。

淀川区 区民ギャラリー
　区民の方々が日頃手がけている美術・書道等の文化芸術作品を展示する場として、区役
所1階ロビー内に設置されている「区民ギャラリー」を開放し、区民の文化意識の高揚を図
る。

東淀川区 区ふれあいコンサート事業
　「ふれあいと育成」をテーマとして、アマチュア音楽グループへの活動の場の提供、音楽グ
ループの健全育成、音楽を通したコミュニケーション醸成を図り、音楽を媒介としたまちづくり
を推進する。

東淀川区
東淀川区民文化の
つどい事業

　手作り作品の製作を楽しむグループやサークルの交流を促進し、コミュニティの育成を図る
ため、グループやサークルの作品や成果を展示・発表するイベント

東淀川区 こどもたこあげ大会事業
　子供と大人のコミュニケーションを育み、参加者相互の親睦と連帯意識を高め、地域コミュ
ニティの輪を拡大するために行われるたこあげ大会。たこづくり講習会を開催して、子ども自
身が紙・籤（ひご）から手作りしたたこを河川敷で揚げ、揚がり方、デザインなどを競う。

東淀川区 東淀川区民まつり事業

　コミュニティ豊かで明るく住みよいまちづくりを推進し、連帯感の醸成とわが町意識の高揚
を図り、皆が楽しみながら様々な人が企画・運営に参加・協力して行う区内最大のイベント。
アトラクションをはじめ、全町会や各種団体等が参加する区民パレード・民踊総おどりや、会
場周辺では、模擬店なども開催

東成区

暗越奈良街道を中心とし
た歴史的資源を活用した
市民協働によるまちづくり
活動支援事業

　「暗越奈良街道」を中心とした歴史的資源を活用し、市民が主体となったまちづくり活動を
支援するとともに、暗越奈良街道フォーラムをきっかけに、伝統文化や芸能文化に関する団
体の活動をネットワーク化する。

生野区
生野区役所ロビーコン
サート

　区役所ロビーにおいて、生野区ゆかりの音楽グループの出演によるコンサートを開催し、
区民同士の心のふれあいを深め、『うるおいとぬくもりのあるまちづくり』をめざす。
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区 事業名 事業概要

生野区
いくのニューおどり普及啓
発事業

　区民参加による企画運営のもと、練習会の開催等により、生野区特有の文化的背景に根
ざして創作された「いくのニューおどり」の普及を進め、青少年の健全育成とともに、区民の
相互理解と連帯を促し、地域コミュニティの活性化と共生社会の実現を図る。

【新】 生野区
（仮称）多文化共生ふれあ
いコンサート

　区内をはじめ各地域で活動する音楽グループに日頃の活動成果を披露してもらうととも
に、音楽ジャンルを限定せずさまざまな音楽の集まる場所とする。また舞踊チームとのコラボ
レーションを行い、多くの区民の参加をえて共生のまちづくりをめざす。

城東区 成人の日記念のつどい
　新成人の門出を祝うとともに、成人であるという事を改めて認識して頂くための啓発を目的
とし、「城東区成人の日記念のつどい」実行委員会の事務局として、企画会議の運営・当日
式典の運営等を行う。

城東区 音楽文化まちづくり事業
　区民との協働事業を通じて、区内における音楽文化のまちづくりを推進するため、「城東区
民“クリスマス”コンサート」、「吹奏楽フェスティバル」及び「城東区音楽文化のまちづくり懇話
会」との共催事業を実施する。

鶴見区
音楽を通じてのまちづくり
区民コンサート事業

　「乳幼児と保護者のための親子向けミニコンサート」等を実施することによって、区民に音
楽を身近なものとして親しんでもらい、健康で豊かな生活を送るための文化の香り高いまち
づくりを推進する。

阿倍野区 阿倍野区民まつり
　あべのカーニバルの一環として、会場であるグラウンドに舞台を設置し、多彩なイベントを
催し、こどもから高齢者まで楽しめる祭りを開催するとともに、会場に環境美化啓発の看板を
設置し、地域住民への環境美化啓発を行なう。

阿倍野区 区民文化のつどい
　あべのカーニバルの一環として、区役所庁舎内に、いけばな、手芸、絵画などの作品を展
示するとともに、お茶席を設置し、区民に対し文化活動への理解、参加を促すよう努める。

阿倍野区 こどもｶｰﾆﾊﾞﾙ
　あべのカーニバルの一環として、こどもたちが太陽の下で思い切り遊ぶ場や、地域活動の
発表の場を提供し、参加者相互の心ふれあうコミュニティづくりの契機とする。

阿倍野区 阿倍野区たこあげ大会
　手作りによる「凧」づくりを実施し、参加者相互の親睦を図るとともに連帯意識を高め、地域
のコミュニティ育成に努める。

阿倍野区 共生社会推進事業

　人がそれぞれの違いを互いに認め合いともに支えあって生きていくことのできるまち「阿倍
野」の実現に向け、人々の共生を目指す取り組みとして「アベノトモクラシー」「阿倍野映画
祭」を開催する。
　さまざまな人が協働して取り組む「クリスマスコンサート」を支援する。

住之江区
門前町・街道筋活性化事
業

　住吉区・住之江区にまたがる文化・観光資源・商業集積の掘り起こしをはかり、一体的なエ
リアとして再認識してもらうことを目的とする。一年を通して連続性・回遊性を高め、リピー
ターを増やしていくことと、地元住民が自ら魅力を認識できる取り組みを展開していくことで、
わがまちに誇りを持ち次代に継承していく機運の醸成を図る。

住吉区 「観光区住吉」復活事業
　歴史や文化、自然、商店など多くの資源が集積している住吉大社周辺及び帝塚山を中心
にした地域において、地域の特色を活かした集客観光によるまちづくりを地域住民とともに
進め、地域の活性化を図る。

住吉区
おもしろ「住吉検定Ⅱ」事
業

　歴史ガイドボランティア「すみよし歴史案内人の会」の協力による「歴史講座」の開催や　平
成20年度実施した住吉検定を継続実施するなど、住吉区の魅力を発信する。

東住吉区 区コミュニティ活動事業
　 コミュニティ活動の振興並びに地域における文化の向上及び福祉の増進を図るとともに、
市民相互の交流を促進し、連帯感あふれるまちづくりを推進する。

平野区 ひらの再発見！事業

　平野区の歴史・文化を紹介した「アズ・ヒラノ（平野区観光ガイド）」、「うおーくらりー」、「平
野区誌」などの冊子、資料等を活用し、健康づくり、及びまちづくりのきっかけづくりを兼ねた
文化・歴史のまち歩き、探訪を提案する。そして、若年層や新入住民、高齢者、子どもがまち
づくりにかかわりを持つことにより、地域コミュニティの活性化を目指す。

平野区 「平野ふるさと街道」事業
　過年度事業で作成した「平野区うおーくらりー」の【平野】コースを紙面作成において、地域
住民・レポーターの登用や地域イベント物産品等平野区が住む人にとっても、訪れる人に
とっても快適で魅力あるれるまちの紹介と地域への関心を高めることを目指す。

西成区 西成ミュージカル開催事業
　西成区未来わがまち推進会議で提案されている、人が集まるうるおいのあるまちづくりの
実践プランとして区民ミュージカルを開催する。

西成区
区役所ロビーコンサート開
催事業

　区役所をより身近に親しんでもらうため、区民ロビーで音楽演奏会を開催し、音楽文化の
情報発信、来庁者へのサービス向上を図る。

西成区 サポーター募集・育成事業
　区民等から公募したスタッフ「サポーター」の取材・執筆・編集により、区民の身近な情報を
タウン誌として発行し、人同士、地域同士のつながりを育み、区の一層の活性化を図る。
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区 事業名 事業概要

北区 生涯学習推進事業

　区民の企画による講座、地域教育資源を活用した講座等の開催や情報提供などにより区
生涯学習計画を推進する。また区内の小学校の特別教室等を活用し、地域住民の学習活
動機会の提供や地域と連携した「生涯学習ルーム事業」の実施や、情報誌の発行や休日等
に子どもと大人が交流する取組みなどを通じて、地域全体で子どもをはぐくむ「教育コミュニ
テイ」づくりにむけた「はぐくみネット事業」を実施する。

北区
家庭教育充実・人権学習
会
助成事業

　PTA・社会教育関係団体をはじめとする市民が主体となって開催する、今日の青少年を巡
る様々な課題についての理解と支援をテーマにした学習会・研修会に対し経費助成を行う。
また、PTA・社会教育関係団体の会員が、地域における啓発指導者としての役割や活動方
針についての認識を深めることを目的として開催する人権に関する講演会・研修会に対し経
費を助成する。

北区 区民レクリエーション事業

　区民レクリエーション大会や体育祭、各種スポーツ大会などを開催することにより、区内各
地域におけるスポーツ・レクリエーションに対する多様なニーズに対応し、多くの区民にス
ポーツ・レクリエーションに触れる機会を提供するとともに、継続的なスポーツ活動を奨励す
る。

都島区
区における人権啓発推進・
人権相談事業

　「大阪市人権教育・啓発推進計画」「区人権教育・啓発推進計画」に基づき、市民一人ひと
りの人権意識の普及・高揚をはかり差別や偏見のない人権尊重の明るいまちづくりを推進
するために、市民組織と行政が連携して地域に密着した人権啓発を行う。

都島区 区民レクリエーション事業
　区民のスポーツ・レクリエーションに対する多様なニーズに対応し、区民にスポーツ・レクリ
エーションに触れる機会を提供するとともに、継続的なスポーツ活動を奨励し、生涯スポーツ
の振興を図ることを目的として実施する。

都島区 生涯学習推進事業
　「生涯学習大阪計画」「区生涯学習推進計画」に基づき、区民参画事業の実施、区内教育
機関等との連携による学習機会の提供、生涯学習ボランティアの支援などを基盤としながら
「自律と協働の生涯学習社会づくり」を目標とした取組みを進める。

都島区 生涯学習ルーム事業
　市民にとって最も身近な小学校の施設を活用し、自主的な講習・講座や文化・学習活動、
子どもや親子での参加など対象を広げた講座を開設し、学びを通じて地域での交流とコミュ
ニティづくりに寄与することを目的として実施する。

都島区
小学校区教育協議会ーは
ぐくみネット事業ー

　区内小学校区で、子どもたちの生きる力をはぐくむため、学校・家庭・地域が一体となり教
育コミュニティづくりを推進するため、地域での連携を深めるための情報紙発行、学校教育
支援や見守り活動など地域の実情に合わせて実施する。

福島区
区における生涯学習推進
事業

　「生涯学習大阪計画」に基づき策定された「区生涯学習推進計画」に沿って、区民が学習を
通じ、お互いを尊重しあい、生きがいやハリのある生活、潤いのある心豊かな人生を送り、身
近な問題について主体的に考え、共に解決にあたる能力を獲得できるよう、そしてその成果
をまちづくりやコミュニティづくりをはじめ地域社会に還元できるよう、行政の役割として側面
から支援していく。

福島区 区民レクリエーション事業

　区民レクリエーション大会として、区において体育祭や各種スポーツ大会、ハイキングなど
を開催することによって、区内各地域におけるスポーツ・レクリエーションに対する多様な
ニーズに対応し、多くの区民にスポーツ・レクリエーションに触れる機会を提供するとともに、
継続的なスポーツ活動を奨励し、生涯スポーツの振興を図る。

福島区
区における人権啓発推進
事業

　人権教育・啓発を継続的かつ総合的に進めていくために「大阪市人権教育・啓発推進計
画」を策定し、この計画に基づいて取組みを進めている。この計画の中で地域における人権
教育・啓発の推進が謳われており、市民一人ひとりの人権意識の普及・高揚を図り差別や偏
見のない人権尊重の明るいまちづくりを推進する。

福島区
区における人権
にかかる相談事業

　多様化する人権問題について、相談内容が複雑多岐にわたり単独で対応できないケース
や、どこで相談すれば良いかわからない人権相談があり、こうした市民ニーズに対応するた
め、相談機関相互のネットワーク化を進めつつ、身近な行政機関である区役所において、人
権にかかる情報を提供するとともに、相談機能の確立を図る。

福島区 生涯学習ルーム事業

　区内の小学校の特別教室等を活用し、地域住民に身近で、自主的な講習・講座等の学習
機会や文化・学習活動、交流の場の提供を図り、地域における学習活動の振興に資すると
ともに、学びを通じた地域住民間の交流を促進することにより、コミュニティづくりに寄与する
ことを目的とする。

福島区 家庭教育充実事業
　区内の単位 PTAをはじめとする社会教育関係団体や、家庭教育を支援する区民が、思春
期の子供たちに対する不登校、少年犯罪、児童虐待など、今日の青少年を巡る様々な課題
についての理解と支援をテーマに開催する。

福島区
ＰＴＡ・社会教育関係
団体対象人権学習会

　区内の単位 PTAをはじめとする社会教育関係団体が、自らの人権意識を高め、また、啓
発指導者としての役割や活動方針を深めることを目的に開催する。

○地域におけるスポーツ・生涯学習推進支援
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区 事業名 事業概要

此花区 人権啓発推進事業
　差別や偏見のない明るいまちづくりを推進するため、区人権啓発推進協議会と連携しなが
ら、地域に密着した人権啓発活動を行う。

此花区 区民レクリエーション事業
　区において各種スポーツ大会を開催することによって、スポーツ・レクリエーションに対する
多様なニーズに対応し、継続的なスポーツ活動の奨励と生涯スポーツの振興を図る。

此花区 生涯学習推進事業
　「区生涯学習推進計画」を策定し、市民の自主的な学習活動の支援、区の特性を活かした
ネットワークづくりを構築し、「みんなでつくる学びのネットワーク」のもと、区における生涯学
習事業の推進を図る。

此花区 生涯学習ルーム
　区内小学校の特別教室等を活用し、地域住民に身近で自主的な講習等の受講機会や、文
化活動その他の交流の場を提供し、学びを通じたコミュニティづくりに寄与する。

此花区
小学校区教育協議会－は
ぐくみネット－

　地域に開かれた学校づくりを進め、子どもたちの「いきる力」をはぐくむとともに、学校・家
庭・地域が一体となって、教育コミュニティづくりを推進する。

此花区 家庭教育充実事業
　青少年をめぐる多様な課題について、単位ＰＴＡをはじめとする社会教育団体と協働して、
学習会等を実施し、きめ細かな家庭教育の振興に努める。

此花区
ＰＴＡ・社会教育関係団体
対象人権学習会助成事業

　お互いの人権が尊重される社会の実現のために、単位ＰＴＡをはじめとする社会教育団体
と協働して、講演会や研修会等を実施し、市民の主体的な学習活動と人権に関する認識を
深める。

中央区
区における人権啓発推進
事業

　市民一人ひとりの人権意識の普及・高揚をはかり差別や偏見のない人権尊重の明るいま
ちづくりを推進するため、「中央区人権啓発推進協議会」と連携しながら講演会や人権啓発
推進員の育成など地域に密着した人権啓発活動を行う。

中央区 生涯学習ルーム事業
　小学校の特別教室等を活用し、地域住民に身近で、自主的な講習・講座等の学習機会
や、文化・学習活動、交流の場の提供を図り、地域における学習活動の振興に資するととも
に、学びを通じた地域住民間の交流を促進することにより、コミュニティづくりに寄与する。

中央区 区民レクリエーション事業

　区民レクリエーション大会として、体育祭や各種スポーツ大会などを開催することによって、
区内各地域におけるスポーツ・レクリエーションに対する多様なニーズに対応し、多くの区民
にスポーツ・レクリエーションに触れる機会を提供するとともに、継続的なスポーツ活動を奨
励し、生涯スポーツの振興を図る。

中央区 生涯学習推進事業
　区の特性を活かして策定した「区生涯学習推進計画」に基づき、講座の開催などの学習機
会の提供、学習情報の提供や学習相談を実施する他、市民や区内の教育機関等と協働し
て事業を実施し、市民の学習活動を支援する。

中央区
PTA・社会教育関係団体
対象人権学習会

　単位ＰＴＡをはじめとする社会教育関係団体の会員が、自らの人権意識を高めるとともに、
地域における啓発指導者としての役割や活動方針についての認識を深めることを目的とし
て開催する人権に関する講演会・研修会に対し、講師謝礼金について経費を助成するととも
に、チラシ等用紙の提供を行う。

中央区 家庭教育充実事業

　単位PTAや社会教育関係団体をはじめとする市民が主体となって開催する、①思春期の
子どもたちに対する家庭教育②不登校、ひきこもり、少年犯罪、児童虐待　など、今日の青
少年を巡るさまざまな課題についての理解と支援をテーマにした学習会や研修会に対し、経
費助成を行う。

中央区
区における人権にかかる
相談事業

　市民にとって身近な行政機関である区役所において、人権にかかる情報を提供するととも
に、総合的かつ効果的な相談事業を実施する。

西区 区民レクリエーション事業
　各種スポーツ大会やハイキングなど、区民にスポーツ・レクリエーションに触れる機会を提
供し、継続的なスポーツ活動や生涯スポーツの振興を支援する。

西区
区における人権啓発推進
事業

　市民一人ひとりの人権意識の普及・高揚をはかり差別や偏見のない人権尊重の明るいま
ちづくりを推進するために、市民組織と行政が連携して地域に密着した人権啓発活動を行
う。

西区
区における人権にかかる
相談事業

　人権問題は多様化しており、市民からどこに相談すれば良いかわからない事案について、
市民に身近な行政機関である区役所で人権相談担当者が人権にかかる情報の提供、専門
機関の紹介など、市民の人権相談に応える。

西区
区における生涯学習
推進計画

　「新生涯学習大阪計画」並びに「新区計画」に基づき、区民参画事業の実施、区内教育機
関等の連携による区民に対しての学習機会の拡充、学習活動支援のための情報提供、生
涯学習ボランティアの支援等により、「自立と協働の生涯学習社会づくり」を目標とした取組
みを進める。

西区 生涯学習ルーム事業
　区内全小学校区において実施。　小学校の特別教室等を活用し、地域住民に身近で、自
主的な講習・講座の学習機会や、文化・学習活動、交流の場の提供を図り、地域における学
習活動の振興に資するとともに、学びを通じたコミュニティづくりを推進する。

西区
PTA・社会教育関係団体
対象人権学習会

　単位PTAをはじめとする社会教育団体が開催する人権に関する講演会・研修会に対する
経費補助等を行い、人権が尊重されるまちづくりを推進する。
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区 事業名 事業概要

西区 家庭教育充実事業
　単位PTAをはじめとする社会教育団体が開催する家庭教育に関する講演会・研修会に対
する経費補助等を行い、家庭教育に関する学習活動の振興を図る。

【新】 西区
生涯学習映像ライブラリー
事業

　生涯学習活動の情報発信・交流の場を提供できるよう「生涯学習交流スペース」を活用し
地域団体と協働で「生涯学習映像ライブラリー」を運営する。また、協働事業で得られた映像
をもとに区ホームページによる動画情報を作成し学習機会の充実とともに学習の広報に取
組む。

港区 区民レクレーション事業
　体育祭や各種スポーツ大会、ハイキングなどの開催により、区民のスポーツに対する多様
なニーズに対応し、多くの区民にスポーツ・レクリエーションに触れる機会を提供するととも
に、継続的なスポーツ活動を奨励し、生涯スポーツの振興を図ることを目的とする事業。

港区 生涯学習推進事業
　「港区生涯学習推進計画」に基づいて、「自律と協働の生涯学習社会づくり」のため、区域
における生涯学習推進体制並びに事業の推進をおこなう。区民の多様な生涯学習のニーズ
に応えるため、区民センター等関連施設において、講演会、講座、教室等を開催する。

港区 生涯学習ルーム事業
　地域住民の身近な場である小学校の特別教室等を活用し、自主的な講習・講座等の学習
機会や、文化・学習活動、交流の場の提供を図り、地域における学習活動を推進する。

大正区 第35回大正区民まつり
　区民相互の暖かい心のふれあう連帯感とわが町意識を高め、失われがちな伝統行事や催
しを掘り起こし、地域文化の向上を図るとともに、区民の誰もが楽しめる明るく健康的な「大
正区民まつり」を開催する。

大正区
区における人権啓発推進
事業

　区民の人権に対する意識の高揚を図るため、啓発活動を行い、人権尊重のまちづくりを進
める。そのため、区の各種団体から選出された役員で構成した“大正区人権啓発推進協議
会”が中心となり、区内のあらゆる人権問題に関する施策や啓発推進を区内関係機関と連
携しながら人権週間等での街頭啓発や講演会を実施する。

大正区
区における人権にかかる
相談

　区民の人権に関する相談窓口を開設し、解決策等を導くなどの対応策を講じることを目的
として実施する。

大正区
区環境整備事業
（その他分）

　「大正区民まつり」合わせて、区民まつり会場、主に千島グランド・千島体育館・区役所・コ
ミュニティセンター周辺における清掃業務を行うことにより、区民にとって良好で快適な会場
の環境整備を図る。

大正区
その他事業分
「地域対抗競技大会」

　「大正区民まつり」と合わせて参加者相互のふれあいや連帯感にあふれたコミュニティづく
りを目的とした各地域町会連合対抗の「大縄とび大会」を実施する。

大正区
大正区における生涯学習
推進事業

　区の特性を活かして策定した「区生涯学習推進計画」に基づき、講座の開催等の学習機会
及び学習情報の提供や学習相談を実施するほか、市民や区内の教育機関等と協働して事
業を実施し、市民の学習活動を支援する。

大正区 生涯学習ルーム事業
　市内の小学校の特別教室等を活用し、地域住民に身近で、自主的な講習・講座等の学習
機会や、文化・学習活動、交流の場の提供を図り、地域における学習活動の振興に資すると
ともに、学びを通じた地域住民間の交流を促進し、コミュニティづくりにつなげる。

大正区
ふれあい生涯学習フェス
ティバル

　各小学校生涯学習ルームの交流と学習成果を発表することで、心ふれあうコミュニティづく
りをめざすとともにふれあいのある地域社会を実現することを目的に各小学校生涯学習ルー
ム、地域女性団体、コミュニティサロン受講生等による作品展示と舞台発表会を開催する。

大正区 大正区コミュニティサロン

　大正区民の交流の場としてのコミュニティセンターにおいて、より多くの区民が新しい知識・
技術を習得するとともに手作りの楽しさや人とのつながりの輪を広げていくことを目的に次の
各種講習会を開催する。
　（ヨーガ教室・茶道教室・書道教室・みそづくり教室・七宝焼教室・木目込人形教室・トール
ペイント教室・パソコン教室）

大正区
PTA・社会教育関係団体
対象人権学習会

　単位ＰＴＡをはじめとする社会教育関係団体の会員が、自らの人権意識を高めるとともに、
地域における啓発指導者としての役割や活動方針についての認識を深めることを目的とし
た人権に関する講演会・研修会を対象に、チラシ等用紙の提供や、講師謝礼金の経費を助
成する。

大正区 家庭教育充実事業

　単位ＰＴＡや社会教育関係団体をはじめとした市民が主体となって開催する、①思春期の
子どもたちに対する家庭教育②不登校、ひきこもり、少年犯罪、児童虐待など、今日の青少
年を巡るさまざまな課題について、理解と支援をテーマにした学習会や研修会を対象に経費
を助成する。

大正区 区民レクリエーション事業

　区民に継続的なスポーツ活動を奨励し、生涯スポーツの振興を図ることを目的に、区にお
いて体育祭や各種スポーツ大会、ハイキングなどを開催することによって、区内各地域にお
けるスポーツ・レクリエーションに対する多様なニーズに対応し、多くの区民にスポーツ・レク
レーションに触れる機会を提供する。
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大正区
第24回大正区こども文化
祭

　子どもたちの日頃の文化活動の成果を発表することで、子どもたちの夢や創造性を育むと
ともに、地域活動の積極的な参加と仲間づくりを図り、参加者相互の心ふれあう連帯感にあ
ふれたコミュニティづくりに資することを目的に小学生による器楽演奏等の発表会と各校下
子ども会によるバザーを開催する。

天王寺区
区における人権啓発推進
事業

　人権啓発に関する講演会や映画上映会、研修会等の開催をはじめ、区民まつり等での人
権啓発活動への取組みと、それらの行事を行うために必要な資料の作成や配付を行う。

天王寺区
区における人権にかかる
相談事業

　天王寺区役所において、人権にかかる情報を提供するとともに、人権相談を行うに必要な
専門的知識を習得するための参考図書や、人権相談にかかる会議等に必要な物品等を整
備する。

天王寺区 区民レクリエーション事業 　区民レクリエーションとして、各種スポーツ大会・盆踊り大会・ハイキング等を開催する。

天王寺区
行政区における生涯学習
推進事業

　「天王寺区生涯学習推進計画」に基づき、区民一人ひとりが学習を通じてさまざまな課題を
主体的に解決し、人権尊重の社会の実現のために主体的に活動するための支援を行う。

天王寺区 生涯学習ルーム事業
　市内の小学校の特別教室等施設を活用し、地域住民に身近で、自主的な講習・講座等の
学習機会や、文化・学習活動、交流の場の提供を図る。

天王寺区
「小学校区教育協議会ー
はぐくみネットー」事業

　区内８小学校区に「小学校区教育協議会－はぐくみネット－」を設置し、 (1)情報提供(2)学
校と地域をつなぐ観点で学校教育を支援 (3)地域における教育コミュニティづくりを実施す
る。

天王寺区 家庭教育充実事業
　PTAをはじめとする社会教育関係団体や目的とするグループが、区役所と協働して
家庭教育に関する学習会を実施する場合に、区役所が講師謝礼等を一部負担する事業。

天王寺区
ＰＴＡ・社会教育関係団体
対象人権学習会助成事業

　PTAをはじめとする社会教育関係団体や目的とするグループが、区役所と協働して
人権に関する学習会を実施する場合に、区役所が講師謝礼等を一部負担する事業。

浪速区 区人権啓発推進事業

　市民一人ひとりの人権意識の普及・高揚をはかり、差別や偏見のない人権尊重のまちづく
りを推進するため、浪速区人権啓発推進協議会と連携しながら、人権講演会、研修会の開
催、人権啓発推進員の育成、校下人権啓発活動の推進、啓発資料の作成等、また浪速・
西・港・大正4区合同開催の地域人権展、人・愛・ふれあいプラザ事業など地域に密着した人
権啓発活動を行う。

浪速区 人権にかかる相談事業

　区役所において、人権にかかる情報の提供や相談にあたっているが、人権問題が多様化
し、相談内容も複雑多岐にわたる中、総合的かつ効果的な相談事業を実施するため、人権
相談担当者の専門的知識習得に資する参考図書や、区役所における人権相談にかかる会
議等に必要な物品等を整備する。

浪速区 浪速子ども球技大会
　スポーツを通じて児童･生徒の健全育成を図り、｢人権啓発」｢人権教育｣｢自己実現」を基調
とした仲間づくりを行い、区内の児童･生徒･保護者の交流を深め地域コミュニティの形成を
図る。

浪速区 区民レクリェーション事業

　区民レクリエーション大会として、各種スポーツ大会、ハイキングなどを開催することによっ
て、地域におけるスポーツ・レクリエーションに対する多様なニーズに対応し、多くの区民にス
ポーツ・レクリエーションに触れる機会を提供するとともに、継続的なスポーツ活動を奨励し、
生涯スポーツの振興を図る。

浪速区 生涯学習推進事業
　生涯学習推進計画の各重点目標について、区が核となり、区民の生涯学習活動の総合的
な支援を進める取り組みを行い、地域の生涯学習ネットワークを構築して市民による生涯学
習のまちづくりを推進する。

浪速区 生涯学習ルーム事業
　市内小学校の特別教室等を活用し、地域住民に身近で自主的な文化・学習活動や交流の
場を提供するとともに、身近な講習・講座等の開設を通じて、学習機会の提供を図り、地域
における生涯学習活動の拠点としての役割を果たすとともにコミュニティづくりに寄与する。

浪速区 家庭教育充実事業
　区民の主体的な家庭教育の学習における経費を助成し、保護者などに対する学習の機会
を継続させ、子どもたちが健全に育成される環境を整備する。

浪速区
ＰＴＡ・社会教育関係団体
対象人権学習会助成事業

　区民の主体的な人権学習会における経費を助成し、人権教育・啓発の取り組みを継続的
にすすめ、人権が尊重されるまちづくりをめざす。

西淀川区
区における人権啓発推進
事業

　区民の人権意識の確立と高揚をはかり、人権尊重の明るい町づくりをめざすために啓発事
業を実施します。

西淀川区 区民駅伝大会
　西淀公園と大野川緑陰道路を利用して、区民・企業の方を対象とした駅伝大会を開催しま
す。
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区 事業名 事業概要

西淀川区
行政区における生涯学習
推進事業

　区の歴史、文化などの講座を新しく西淀川区に転入してきた人等、区民を対象に実施し区
に対する愛着を持ってもらい地域コミュニティの活性化を図ります。また市民や団体相互連
携を深めるための事業を実施し、区内の教育機関等とも協働して学習情報を提供するなど、
市民の学習活動を支援します。

西淀川区 生涯学習ルーム事業

　生涯学習ルームは、市民にとって最も身近な小学校の施設で、自主的な講習・講座や文
化・学習活動、子どもや親子での参加など対象を広げた講座など、学びを通じて地域での交
流とコミュニティづくりに寄与しています。市民の学習活動を支援するとともに生涯学習推進
員の活動も支援します。

西淀川区
ＰＴＡ・社会教育関係団体
対象人権学習会助成事業

　PTAをはじめとする社会教育団体や、生涯学習を目的とするグループの、人権に関する学
習会の実施に対し支援します。

西淀川区 区民レクリエーション事業

　地域住民に対してスポーツについての理解と関心を高めるための普及活動、そしてスポー
ツ活動促進のための組織の育成・指導を図ります。また、市・区・地域のスポーツ振興事業
の企画に参画し、その推進を図ります。さらに後継指導者の育成発掘をはかることにより、
本市における生涯スポーツの振興がより一層充実するための事業活動を実施します。

淀川区
区における人権啓発推進
事業

　「大阪市人権教育・啓発推進計画」に基づく地域における取組みとして、市民一人ひとりの
人権意識の普及・高揚をはかり差別や偏見のない人権尊重の明るいまちづくりを推進する
ために、市民と行政が連携して進めていくことが重要であり、淀川区においても地域に密着
した人権啓発活動を行う。

淀川区 生涯学習ルーム事業
　区内小学校の特別教室などを活用し、自主的な講習・講座等の学習機会や、文化・学習活
動、交流の場の提供を図り、地域における学習活動の振興に資するとともに、学びを通じた
地域住民間の交流を促進することにより、コミュニティづくりに寄与する。

淀川区 区政振興事業
　各種講習会事業や区民まつり事業、新春たこあげ大会等のイベントの開催が、区民の日
常生活によい刺激を与え、コミュニティづくりに大きく貢献する。

淀川区
行政区における生涯学習
推進事業

　平成17年度に策定された「区生涯学習推進計画」を踏まえ、区民参画事業の実施、区の特
性を活かした様々な教育機関や地域人材等とのネットワークにづくりと学習機会の拡充、生
涯学習ボランティアの支援などを基盤としながら、「自律と協働の生涯学習社会づくり」を目
標とした取り組みを進める。

淀川区
ＰＴＡ・社会教育関係団体
対象学習会助成事業

　社会教育関係団体、区民の人権及び家庭教育に関する学習会への支援をはかり、人権が
尊重されるまちづくり及び家庭教育の振興に努めてゆく。

淀川区
区における人権にかかる
相談事業

　淀川区役所の人権相談担当者が人権問題とその解決手法に関する専門的知識を習得す
るのに資する参考図書や、会議等に必要な物品等を整備し、もって　「大阪市人権尊重の社
会づくり条例」に基づく取組みとして、淀川区役所における総合的かつ効果的な相談事業を
実施し、人権尊重の社会づくりに役立てる。

淀川区 コミュニティスクール
　外部講師による講義を受け、講義内容に関わる施設を見学する。学習テーマに興味を持
ち、学習意欲を向上させることによって地域のリーダー役の発掘・育成を目的とする。

淀川区 コミュニティ講演会
　外部講師を招き、近年の地域社会をとりまく様々な問題や、区民の関心が高いテーマにつ
いて講演会を開催することにより、問題意識の向上を促進し、自主的なコミュニティ活動の支
援・普及に役立てる。

淀川区 区民レクリエーション事業
　区内各地域においてさまざまなスポーツ・レクリエーション事業を行うことにより、より多くの
区民に対してスポーツ・レクリエーションに触れる機会を提供するとともに、継続的なスポー
ツ活動を推奨し、生涯スポーツの振興を図ることを目的とする。

東淀川区
行政区における
生涯学習推進事業

　区民参画事業の実施、区民に対しての学習機会の拡充、生涯学習ボランティアの支援な
どを基盤としながら、「生涯学習大阪計画」の基本理念である「自律と協働の生涯学習社会
づくり」を目標とした取り組みを進める。

東淀川区 区民レクリエーション事業
　区民運動会や各種スポーツ大会、ハイキングなどを開催し、スポーツレクリエーションに対
する多様なニーズに対応し、多くの区民にスポーツ・レクリエーションに触れる機会を提供す
るとともに、継続的なスポーツ活動を奨励・振興する。

東淀川区
区における人権
啓発推進事業

　市民一人ひとりの人権意識の普及・高揚をはかり差別や偏見のない人権尊重の明るいま
ちづくりの推進を市民組織と連携し、進めていく。「大阪市人権教育・啓発推進計画」に基づ
き取り組みを進める。

東淀川区
区における人権に
かかる相談事業

　「大阪市人権尊重の社会づくり条例」に基づき区民に身近な行政機関である区役所におい
て相談機能の確立を図ることを目的とする。
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東淀川区 生涯学習ルーム事業
　小学校の特別教室等を活用し、地域住民に身近で自主的な講習・講座等の学習機会や、
文化・学習活動、交流の場の提供を図り、学習活動の振興に資するとともに、活動を通じて
住民間の交流をすることにより、コミュニティづくりに寄与する

東淀川区 家庭教育充実事業
　「教育基本法」改正により家庭教育の充実が明記され、行政による学習及び情報提供の重
要性が増す中、単位ＰＴＡや社会教育団体等が主体となって行う家庭教育に関する学習会
等の開催に対し経費助成を行う。

東淀川区
ＰＴＡ・社会教育関係団体
対象人権学習会助成事業

　人権意識の普及・高揚のため、単位ＰＴＡや社会教育関係団体が自ら実施し、地域におけ
る啓発指導者としての認識を深めることを目的として開催する人権に関する講演会・研修会
に対して経費助成を行う。

東淀川区 啓発資料等の作成
　広く市民の人権意識の普及・高揚を図ることを目的とした啓発標語入りの啓発物品や冊子
等の区役所窓口への設置や各種行事等において配布・啓発を行う。

東成区 人権啓発推進事業
　市民一人ひとりの人権意識の普及・高揚を図り、差別や偏見のない人権尊重の明るいまち
づくりを推進するために、市民や地域団体等と行政とが連携しながら、地域に密着した人権
啓発活動を行う。

東成区
PTA・社会教育関係団体
対象学習会助成事業

　PTAをはじめとする社会教育関係団体等が行う人権や家庭教育に関する学習会に際し
て、講師派遣等の支援を行う。

東成区 生涯学習推進事業

　自律と協働の生涯学習づくりを進めるため、区民参画・協働事業や区内教育施設等の連
携による学習機会の拡充、生涯学習ボランティアの支援などを中心に、区の特性を活かした
生涯学習を推進し、地域人材の発掘・支援や地域の施設・団体とのネットワークづくりなどコ
ミュニティ育成を行う。

東成区 生涯学習ルーム事業

　地域住民の身近な施設である小学校の特別教室等を活用し、自主的な講習・講座等の学
習機会を提供するとともに、文化・学習活動、交流の場を提供することで、地域における学習
活動の振興を図る。また、学びを通じた地域住民間の交流を促進することにより、コミュニ
ティづくりにつなげる。

東成区 区民レクリエーション事業
　生涯スポーツの振興を図ることを目的とし、多くの区民にスポーツ・レクリエーションに触れ
る機会を提供するとともに、継続的なスポーツ活動を奨励する。

東成区
地域と自然環境の集い事
業

　区内の都市公園の自然を利用し、自然とふれあう事業を実施する。そのことを通して、子ど
もから大人まで地域の自然環境について考えてもらうとともに、子育て世代のネットワークの
形成をめざす。

生野区
生野区いきいきふれあい
事業

　ふれあい運動会を通じて、高齢者（在日コリアン一世を含む）・障害者の方々が、地域で福
祉活動を支える方や福祉施設職員等のサポートを通じ、リハビリや生きがいのある生活を楽
しめる｢元気づけ｣を図る。

【新】 生野区
精神障がい者と地域住民
の交流事業

　地域住民や地域関係組織の中から実行委員会を作り、地域住民と精神障がい者が音楽を
通した交流会を実施する。開催場所は地域の公立中学校。出演者は精神障がい者当事者
団体を主とし、他の障がい者団体、地域性を考慮した学校生徒・ＰＴＡや地域のサークル等と
する。観客も参加し会場が一体的となるものを実施する。

生野区 第36回生野まつり
　コミュニティの輪を広げ、区民のわがまち意識の醸成を図ることを目的に、区民、区内各種
団体、企業から成る企画委員会が区民パレードや模擬店、だんじりパレードなどを企画し、
地域におけるコミュニティづくりの推進を行う。

生野区
第32回生野区民文化の集
い（生野区紫陽花まつり）

　区民の日常的な文化活動に発表の機会を提供することにより、相互に啓発しあい、また新
たに文化活動に参加する契機となり、地域文化のより一層の発展とコミュニティ事業への積
極的な参加を促すことを目的に実施する。

生野区
区民新春たこあげのつど
い

　新春の伝統的な風物詩である「たこあげ」を通じて、子供たちの創造性、伝統に対する感受
性を育み、世代間の交流によるコミュニティづくりを促進することを目的に、区民自らが講師
やリーダーとなり、事業を実施する。

生野区
生野区コミュニティスクー
ル

　地域のコミュニティづくりの推進役となる人材を育成、研修することを目的に、地域コミュニ
ティをめぐる様々な問題について学習する機会を提供する。

生野区 生野区民センターだより
　区民の地域コミュニティへの参加意欲を促進し、コミュニティ活動の活性化を図ることを目
的に、区内で行われる行事や区内各種団体、サークルの活動状況などの情報を提供する。
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地域におけるスポーツ・生涯学習推進支援

区 事業名 事業概要

生野区 各種講習会事業
 　広く区民を対象に、新たな趣味や学習の機会を提供することにより、参加者相互の交流の
輪を広げ、講習会の参加を契機としたサークル活動やコミュニティ活動の形成を図ることを
目的に実施する。

生野区 区民レクレーション事業
　区内各地域におけるスポーツ・レクリエーションに対するニーズに対応し、スポーツ・レクリ
エーションにふれる機会を提供するとともに、継続的なスポーツ活動を奨励し、生涯スポーツ
の振興を図る。

生野区 生涯学習推進事業
　区の特性を活かして策定した「区生涯学習推進計画」に基づき、講座の開催などの学習機
会の提供、学習情報の提供や学習相談を実施する他、市民や区内の教育機関等と協働し
て事業を実施し、市民の学習活動を支援する。

生野区 生涯学習ルーム事業

　市内の小学校の特別教室等を活用し、地域住民に身近で、自主的な講習・講座等の学習
機会や、文化・学習活動、交流の場の提供を図り、地域における学習活動の振興に資すると
ともに、学びを通じた地域住民間の交流を促進することにより、コミュニティづくりに寄与す
る。

生野区
PTA・社会教育関係団体
対象人権学習会

　市民の主体的な学習活動を促進し、人権や家庭教育に関する認識を深め、人権が尊重さ
れるまちづくりをめざす。

生野区
区における人権啓発推進
事業

　市民一人ひとりの人権意識の普及・高揚をはかり、差別や偏見のない人権尊重の明るい
まちづくりを推進する。

旭区 コミュニティ関係事業
　区におけるコミュニティづくりの拠点である区役所附設会館を活用し、地域の各種団体との
協議により、事業企画運営委員会等を立ち上げ、企画段階から住民ニーズを把握し、住民
主体のコミュニティ事業を実施する。

旭区 生涯学習推進事業
　区の特性を活かして策定した「旭区生涯学習推進計画」に基づき、区民参画事業の実施
（講座の開催等）、学習情報の提供や学習相談の実施、高校や大学等民間を含めた教育機
関等と協働した事業を実施し、区民の学習活動を支援する。

旭区 生涯学習ルーム事業

　市民ボランティアである生涯学習推進員が企画、運営を行い、地域住民に身近で、自主的
な講習、講座等の学習機会や、文化、学習活動、交流の場の提供を図り、地域における学
習活動の振興に資するとともに、学びを通じた地域住民間の交流を促進することにより、コ
ミュニティづくりに寄与する。

旭区
「小学校区教育協議会－
はぐくみネット－」事業

　地域に開かれた学校づくりを進め、子どもたちの「生きる力」をはぐくむとともに、学校、家
庭、地域が一体となった総合的な教育力を発揮し、地域における人と人とのつながりによっ
て子どもをはぐくむ「教育コミュニティ」づくりを推進するための事業で、学校や地域の情報等
を提供した情報誌の発行や放課後等に子どもと大人が交流する取り組みを通して、学校教
育が充実するとともに地域全体で子どもをはぐくむ。

旭区
区における人権啓発推進
事業

　区民一人ひとりの人権意識の普及・高揚をはかり、差別や偏見のない人権尊重の明るい
まちづくりを推進するため、「旭区人権啓発推進会」と連携し、講演会や学習会などの地域に
密着した人権啓発活動に取り組む。

旭区
区における人権にかかる
相談事業

　総合的かつ効果的な人権相談事業を実施するため、人権相談にかかる周知や面接・会議
に必要な物品を整備する。

旭区
PTA・社会教育関係団体
対象人権学習会

　単位ＰＴＡをはじめとする社会教育関係団体の会員が、自らの人権意識を高めるとともに、
地域における啓発指導者としての役割や活動方針についての認識を深めることを目的とし
て開催する、人権に関する講演会・研修会に対し経費助成を行う。

旭区 家庭教育充実事業
　いじめや不登校、ひきこもり、児童虐待など青少年をめぐる課題について単位ＰＴＡを始め
とする社会教育関係団体等が主体となって行なう家庭教育に関する学習会への経費助成を
行い、家庭教育に関する学習活動の振興を図る。

旭区
青少年育成推進会議事業
及びこども110番の家事業

　青少年の健全育成・非行防止等を図ることを目的とした「区青少年育成推進会議」におい
て、区民大会・大人向けの研修会等を実施。また子ども達がトラブルに巻き込まれそうになっ
たときに駆け込み、助けを求められる体制整備や登下校時の見守り活動の支援を行う。

旭区
青少年非行防止活動及び
青少年指導員の活動・養
成

　青少年指導員の協力により、青少年非行を未然に防止し、健全な育成を図るための諸活
動を計画的に継続して行う。地域の青少年団体・グループ活動の組織化や発展のための指
導・助言などを行う。また、青少年指導員を対象に研修会を実施し、子どもたちを取り巻く
様々な問題について、学習する機会を提供する。
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地域におけるスポーツ・生涯学習推進支援

区 事業名 事業概要

旭区 成人の日記念のつどい

　区内の新成人を対象に、大人になったことを自覚し、自ら生き抜こうとする青年を祝い励ま
す。
　また、青少年健全育成の一環と捉え、新成人が、自分たちをこれまで育ててきてくれた地
域に対する感謝の気持ちを新たにし、次代の担い手として、積極的に地域づくりに参画する
ための契機とする。

旭区 区民レクリエーション事業
　区民レクレーション事業として体育祭や各種スポーツ大会、ハイキング等を開催し、多くの
区民にスポーツ、レクレーションに触れる機会を提供するとともに、継続的なスポーツ活動を
奨励し、生涯スポーツの振興を図る。

城東区 区における生涯学習事業

　生涯学習の推進に関し、区民参画事業の実施、生涯学習ボランティアの支援などを基盤と
しながら、自律と協働の生涯学習社会づくり」を目標とした取り組みを進める。また、小学校
施設を活用した生涯学習ルームでは、市民ボランティアである生涯学習推進員を中心に講
座の企画・運営を行い、市民のニーズや地域課題に即応した学習内容・時間帯・運営方法で
実施する。

城東区 コミュニティ育成事業

　日頃接する機会の少ない区民が、催しを通じて区民相互の理解と協力を図るため、「いき
いきサマー“元気フェスタ”」「城東まつり」「たこあげ大会」「区民文化のつどい」を実施すると
ともに、身近な情報交流・市民交流の拠点として区役所庁舎内にギャラリーを設置し、市民
交流や文化活動の発表の場として活用し、区民の文化意識の高揚をはかり、コミュニティ活
動を活発にすることを目的とし実施する。

城東区 区民スポーツの振興事業
　地域スポーツの活性化を図るために、あらゆる世代の区民が気軽に楽しみ、参加できる区
民スポーツ大会を開催し、身体を動かすことの楽しさを知ってもらうとともに、区民の交流か
ら生まれるコミュニティの輪を広げ、区民の心身共の健康増進を図る。

城東区 区民レクリエーション事業
　区における健康づくり・体力づくり事業（スポーツ・レクリエーション活動を含む）を実施し、
生涯スポーツの振興と区民レクリエーション大会の充実を図る。

城東区
区における人権啓発推進
事業

　市民一人ひとりの人権意識の普及・高揚をはかり差別や偏見のない人権尊重の明るいま
ちづくりを推進するために、「区人権啓発推進会」と連携しながら地域に密着した人権啓発活
動を行う。

城東区
人権学習 ・ 家庭教育充実
事業

　社会教育関係団体の会員が、人権意識を高め、地域の啓発指導者としての役割や活動方
針についての認識を深めることを目的として人権に関する講演会・研修会を開催する。また、
急速な少子化の進行並びに家庭及び地域を取り巻く環境の変化に鑑み、保護者に対する学
習の機会及び情報の提供その他の家庭教育を支援するために家庭教育に関する学習会を
開催する。

鶴見区
 区における人権啓発推進
事業

　「大阪市人権教育・啓発推進計画」に基づき、市民一人ひとりの人権意識の普及・高揚を
はかり差別や偏見のない人権尊重の明るいまちづくりを推進するために、地域と密着した人
権啓発活動を行う。

鶴見区
 区における人権にかかる
相談事業

　多様化する人権問題に対応するため、市民にとって身近な行政機関である区役所におい
て人権にかかる情報を提供するとともに、総合的かつ効果的な相談事業を実施し、人権尊
重の社会づくりに役立てる。

鶴見区 生涯学習推進事業
　区の特性を活かして策定した「区生涯学習推進計画」に基づき、市民や区内の教育機関等
と協働して事業を実施し、市民の学習活動を支援する。

鶴見区
小学校区教育協議会－は
ぐくみネット－事業

　地域に開かれた学校づくりを進め、子どもたちの「生きる力」をはぐくむとともに、学校・家
庭・地域が一体となった総合的な教育力を発揮し、地域における人と人とのつながりによっ
て子どもをはぐくむ「教育コミュニティ」づくりを推進する。

鶴見区
区における生涯学習ルー
ム事業

　小学校の特別教室等を活用し、地域住民に身近で、自主的な学習機会や文化・学習活
動、交流の場の提供を行うことにより、学習活動の振興に資するとともに、学びを通じた地域
住民間の交流の促進によりコミュニティづくりに寄与する。

鶴見区
ＰＴＡ・社会教育関係団体
対象人権学習会

　ＰＴＡをはじめとする社会教育関係団体の会員が、人権意識を高めるとともに、地域におけ
る啓発指導者としての役割や活動方針についての認識を深めることを目的として開催する
人権に関する講演会・研修会の経費について助成を行う。

鶴見区 家庭教育充実事業
　ＰＴＡや社会教育関係団体をはじめとする、市民が主体となって開催する今日の青少年を
巡るさまざまな課題についての理解と支援をテーマにした学習会や研修会に対し、経費の助
成を行う。

鶴見区 区民レクリエーション事業
　区内におけるスポーツ・レクリエーションに対する多様なニーズに対応するとともに、継続的
なスポーツ活動を奨励し、生涯スポーツの振興を図るために、区民レクリエーション大会とし
て、体育祭や各種スポーツ大会などを開催する。

阿倍野区 生涯学習推進事業
　区の特性を活かして策定した「区生涯学習推進計画」に基づき、講座の開催などの学習機
会の提供、学習情報の発信や学習相談を実施する他、市民や区内の教育機関等と協働し
て「生涯学習地域づくり」に寄与する市民の学習活動を支援する。
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区 事業名 事業概要

阿倍野区 人権啓発推進事業
　「大阪市人権教育・啓発推進計画」に基づき、市民の人権意識の普及・高揚に向け、地域
における人権教育・啓発を進め、差別や偏見のない人権尊重の明るいまちづくりを推進する
ため、市民組織と行政が連携して地域に密着した人権啓発活動を行う。

阿倍野区 区における人権相談事業
　人権に関する情報を提供するとともに、区役所において人権問題とその解決手法に関する
専門的知識の習得に資する参考図書や、人権相談にかかる会議等に必要な物品等を整備
し、総合的かつ効果的な相談事業を実施し、人権尊重の社会づくりに役立てる。

阿倍野区 区民ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ事業
　体育祭や各種スポーツ大会、ハイキングなどを開催することで、区民にスポーツ・レクリ
エーションに触れる機会を提供するとともに、継続的なスポーツ活動を推奨し、生涯スポーツ
の振興を図る。

阿倍野区 生涯学習ﾙｰﾑ事業
　小学校の特別教室などを活用し、地域のニーズに応えた講座の開催や地域の方の自主的
な文化学習活動や交流活動の場の提供を行い、学習の機会の充実・地域コミュニティづくり
を推進する。

阿倍野区
PTA・社会教育関係団体
対象学習会助成事業

　人権尊重のまちづくりに向け、単位ＰＴＡ・社会教育関係団体が開催する人権講演会・研修
会に、助成や用紙支給を行う。また、「社会教育法」改正（平成２０年６月）により、地方公共
団体の役割として家庭教育の振興、支援が明記されたことを受け、単位ＰＴＡ・社会教育関係
団体が開催する家庭教育に関する学習会に助成や用紙支給を行う。

住之江区 生涯学習ルーム

　区内の各小学校の特別教室等を活用し、地域住民に身近で、自主的な講習・講座等の学
習機会や、文化・学習活動、交流の場の提供を図り、地域における学習活動の振興に資す
るとともに、学びを通じた地域住民間の交流を促進することにより、コミュニティづくりに寄与
する。

住之江区
区における生涯学習推進
事業

　「生涯学習大阪計画」及び「住之江区生涯学習計画」に基づき、市民力の育成を進め、地
域の教育力の向上に向け、「生涯学習ルーム事業」「はぐくみネット事業」とも連携を図った
教育コミュニティづくりなど、自己実現やまちづくりにつながる循環型の学習活動を支援する
ことにより、「自律と協働の社会」づくりをめざす。

住之江区
区における人権啓発推進
事業

　「大阪市人権教育・啓発推進計画」の中で地域における人権教育・啓発の推進が謳われて
おり、市民の人権意識の普及・高揚をはかり差別や偏見のない人権尊重のまちづくりを推進
するため、市民組織と行政が連携して進めていくことが重要であり、地域に密着した人権啓
発活動を行う。

住之江区 区民レクリエーション事業

　各区において体育祭や各種スポーツ大会、ハイキングなどを開催することによって、区内
各地域におけるスポーツ・レクリエーションに対する多様なニーズに対応し、多くの区民にス
ポーツ・レクリエーションに触れる機会を提供するとともに、継続的なスポーツ活動を奨励し、
生涯スポーツの振興を図る。

住之江区
区における人権にかかる
相談事業

　人権問題とその解決手法に関する専門的知識を習得するのに資する参考図書や、住之江
区役所における人権相談にかかる会議等に必要な物品等を整備し、もって住之江区役所に
おいて総合的かつ効果的な相談事業を実施し、人権尊重の社会づくりに役立てる。

住吉区
区における人権にかかる
相談事業

　人権問題が多様化し、市民からの相談内容も複雑多岐にわたっている。こうしたなか、人
権相談担当者が人権問題とその解決手法に関する専門的知識を習得するのに資する参考
図書や、人権相談にかかる会議等に必要な物品等を整備し、人権尊重の社会づくりに役立
てる。

住吉区 区民コンサート事業
　音楽活動をしている区民（アマチュア）が参画するコンサートを区民センターのホールで開
催する。

住吉区 住吉区民文化祭事業
　区民センターにおいて、区民の趣味による手作り作品を展示発表し、出展者の生涯学習活
動意欲を高めるとともに、区民のコミュニティの推進を図るために行う事業。

住吉区 新春かるた大会事業
　区民センターにおいて、１２連合対抗で、百人一首・住吉かるたを使用し、かるた取りの中
から、住吉区の古い歴史と文化を再認識するとともに、区民の連帯感を高める。また、連合
単位で予選会を開催することにより、地域におけるコミュニティづくりを図るために行う事業。

住吉区
区における人権啓発推進
事業

　市民一人ひとりの人権意識の普及・高揚をはかり差別や偏見のない人権尊重の明るいま
ちづくりを推進するために、市民組織である「区人権啓発推進協議会」と行政が連携しながら
地域に密着した人権啓発活動を行う。

住吉区 講習会事業
　誰もが気軽に参加できる講習会を実施し、様々な事を学習してもらい生涯学習意欲の向上
を図るとともに、参加者相互の交流により、心のふれあうコミュニティづくりを図るために行う
事業。

住吉区 区レクリエーション事業
　区民のスポーツ・レクリエーションに対する多様なニーズに対応し、スポーツ・レクリエーショ
ンに触れる機会を提供するとともに、継続的なスポーツ活動を奨励し、生涯スポーツの振興
を図る。

住吉区 生涯学習ルーム事業
　生涯学習の推進及び教育コミュニティ作りに寄与することを目的として、区内の市立小学校
（14校）の特別教室等を活用し、地域住民の自主的な文化・学習活動の場を提供するととも
に、身近な講習・講座の開催を通じて学習機会の提供をおこなう。

住吉区 生涯学習推進事業
　区の特性を活かして策定した「区生涯学習推進計画」に基づき、講座の開催などの学習機
会の提供、学習情報の提供や学習相談を実施するほか、市民や区内の教育機関などと協
働して事業を実施し、市民の学習活動を支援する。
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地域におけるスポーツ・生涯学習推進支援

区 事業名 事業概要

住吉区
PTA・社会教育関係団体
対象人権・家庭教育学習
会助成事業

　単位ＰＴＡをはじめとする社会教育関係団体の会員が、自らの人権意識を高めるとともに、
地域における啓発指導者としての役割や活動方針についての認識を深めることを目的とし
て開催する人権に関する講演会・研修会に対して助成するとともに、チラシ等用紙の提供を
行う。

東住吉区 生涯学習推進事業
　区の特性を活かして策定した「区生涯学習推進計画」に基づき、講座の開催などの学習機
会の提供、学習情報の提供や学習相談を実施する他、市民や区内の教育機関等と協働し
て事業を実施し、市民の学習活動を支援する。

東住吉区 はぐくみネット事業

　地域の教育資源を学校教育に導入するなど、地域に開かれた学校づくりを進め、子ども達
の「生きる力」をはぐくむとともに、学校・家庭・地域が一体となった総合的な教育力を発揮
し、地域における人と人とのつながりによって子どもをはぐくむ「教育コミュニティ」づくりを推
進する。

東住吉区 人権啓発推進事業
　「大阪市人権教育・啓発推進計画」に基づき「東住吉区人権啓発推進協議会」と連携しな
がら地域に密着した人権啓発活動を行うことにより市民一人ひとりの人権意識の普及・高揚
をはかり差別や偏見のない人権尊重の明るいまちづくりを推進していく。

東住吉区 生涯学習ルーム事業
　小学校の特別教室等を活用し、地域住民に身近で自主的な講習・講座等の学習機会や文
化・学習活動、交流の場の提供を図り、地域における学習活動の振興に資するとともに、学
びを通じた地域住民の交流の場を促進していく。

東住吉区 人権にかかる相談事業

　東住吉区役所の人権相談担当者が人権問題とその解決手法に関する専門的知識を習得
するのに資する参考図書や東住吉区役所における人権相談にかかる会議等に必要な物品
などを整備し、もって東住吉区役所おいて、総合的かつ効果的な相談事業を実施し、人権尊
重の社会づくりに役立てる。

東住吉区
ＰＴＡ・社会教育団体対象
人権家庭教育充実学習会
助成事業

　市民ひとり一人が人権について学び、人権が尊重される社会の実現に向け、多様なニー
ズに対応した事業の実施や情報提供を行っていく。また「家庭教育」への支援を目的とした、
市民が主体的に行う家庭教育に関する学習会への支援等を行っていく。

東住吉区 区民レクリエーション事業
　区内各地域におけるスポーツ・レクリエーションに対する多様なニーズに対応し、多くの区
民にスポーツ・レクリエーションに触れる機会を提供するとともに、継続的なスポーツ活動を
奨励し、生涯スポーツの振興を図る。

平野区
区における人権啓発推進
事業

　市民一人ひとりの人権意識の普及・高揚をはかり差別や偏見のない人権尊重の明るいま
ちづくりを推進するために、市民組織と行政が連携して進めていくことが重要であり、「区人
権啓発推進協議会」と連携しながら地域に密着した人権啓発活動を行う。

平野区
区における人権にかかる
相談事業

　多様化する人権問題については、相談機関相互のネットワーク化を進めつつ、市民にとっ
て身近な行政機関である区役所において、人権相談担当者が、人権問題とその解決手法に
関する専門的知識を習得するのに資する参考図書等を整備し、相談機能の確立を図る

平野区 区政振興事業
　市民のコミュニティ活動の拠点である区役所附設会館施設などの活用を通じた地域のコ
ミュニティ活動の振興、並びに地域における文化の向上及び福祉の増進を図るとともに、市
民相互の交流を促進し、連帯感あふれるまちづくりを目的とする。

平野区
平野区における生涯学習
推進事業

　区民参画事業の実施、区内教育機関等の連携による区民に対しての学習機会の拡充な
どを基盤としながら、さらに「生涯学習大阪計画」の基本理念である「自律と協働の生涯学習
社会づくり」を目標とした取り組みを進める。

平野区 区民レクリエーション事業

　区において体育祭や各種スポーツ大会、ハイキングなどを開催することによって、区内各
地域におけるスポーツ・レクリエーションに対する多様なニーズに対応し、多くの区民にス
ポーツ・レクリエーションに触れる機会を提供するとともに、継続的なスポーツ活動を奨励し、
生涯スポーツの振興を図ることを目的としている。

平野区
「小学校区教育協議会－
はぐくみネット－」事業

　地域の教育資源を学校教育に導入するなど、地域に開かれた学校づくりを進め、子どもた
ちの「生きる力」をはぐくむとともに、学校・家庭・地域が一体となった総合的な教育力を発揮
し、地域における人と人とのつながりによって子どもをはぐくむ「教育コミュニティ」づくりを推
進する。

平野区 生涯学習ルーム事業

　地域社会における生涯学習活動の拠点として、市内の小学校の特別教室等を活用し、地
域住民に身近で、自主的な講習・講座等の学習機会や、文化・学習活動、交流の場の提供
を図り、地域における学習活動の振興に資するとともに、学びを通じた地域住民間の交流を
促進することにより、コミュニティづくりに寄与することを目的とする。

平野区
ＰＴＡ・社会教育関係団体
対象人権学習助成事業

　人権に関する認識を深め、人権が尊重されるまちづくりを目指し、教育委員会より、単位Ｐ
ＴＡをはじめとする社会教育関係団体の会員が、自らの人権意識を高めるとともに、地域に
おける啓発指導者としての役割や活動方針についての認識を深めることを目的として開催
する人権に関する講演会・研修会に対し、経費助成が行われている。

平野区 家庭教育充実事業

　単位ＰＴＡや社会教育関係団体をはじめとする市民が主体となって開催する、①思春期の
子どもたちに対する家庭教育②不登校、ひきこもり、少年犯罪、児童虐待など、今日の青少
年を巡るさまざまな課題についての理解と支援をテーマにした学習会や研修会に対し各区
において経費助成を行う。
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地域におけるスポーツ・生涯学習推進支援

区 事業名 事業概要

西成区
区民レクリエーション大会
等事業

　多くの区民にスポーツ・レクリエーションに触れる機会を提供し、生涯スポーツの振興を図
ることを目的として、スポーツ・レクリエーション大会等を実施する。

西成区
区における人権啓発推進
事業

　大阪市人権教育・啓発推進計画に基づいて、人権に関わる正しい理解と認識を深め、態度
や行動を育むことを目的として、研修や人権映画開催等を実施することで、人権啓発地区連
絡会など地域のネットワークを構築し、差別や偏見のない、人権が尊重された明るいまちづく
りを推進する。

西成区 生涯学習関係事業

　区民の生涯学習活動の総合的な支援をすすめ、地域の生涯学習ネットワークを構築し、市
民による生涯学習のまちづくりを推進することを目的として、生涯学習ルーム事業による講
座開催や、はぐくみネット事業による学校・家庭・地域が一体となった教育コミュニティづくり
に取り組む。

西成区
ＰＴＡ・社会教育関係団体
対象学習会助成事業

　単位ＰＴＡをはじめとする社会教育関係団体が人権意識を高め、地域の啓発指導者として
認識を高めることを目的として、学習会を開催する。また、いじめや不登校等の青少年をめぐ
る課題に対処し、家庭教育を支援するための学習会を開催する。
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広報・広聴の充実に関するもの

区 事業名 事業概要

北区 広報事業
　区広報紙・区ホームページを主な広報媒体とし、行政情報や地域情報など、区民生活に有
益な情報提供を行う。

北区 広聴事業
　多様な市民ニーズを的確に把握し施策に反映していくため、区役所において「市政へのア
イデア」の募集、「市民の声」の受付・回答及び「なにわ元気アップ会議」を実施し、市民から
寄せられる要望・意見・提案などを積極的に取り入れる。

北区 区民情報コーナー
　市民と市政のコミニュケーションの促進、市民へのわかり易い見易い情報提供サービス及
び問合わせ、相談への対応を充実させるため、常時１階区民情報コーナーで市政・区政に関
する情報及び催しなどの案内をチラシなどで区民に情報を提供する。

都島区 広聴広報関連事業
　区政に対し広く区民の理解と協力を得るとともに、区政の現状と将来の計画を的確に区民
に情報提供するため、広報「みやこじま」を発行、「都島区ホームページ」を運営。また「区民
情報コーナー」には行政機関等の情報を設置する。

福島区 区ホームページ事業
　区役所の情報発信機能の強化が求められているなか、ホームページはリアルタイムに行
政情報を提供できる有効な広報媒体であるので、区民の快適な生活や地域活動に役立てる
よう情報発信を行う。

福島区 区広報紙事業
　区民が必要とする地域に密着した各種情報を提供することにより、区民と区政をつなぐ役
割を果たす。毎月１５日発行。新聞折込、ポスティング及び公共機関に設置し、区民の生活
の充実に役立てるよう情報発信を行う。

福島区 区民情報コーナー事業
　市民活動及び日常生活に役立ててもらうため、各部局及び公共機関等が発行している事
業・イベント・各種講習会などのリーフレット・ポスター等を区民情報コーナーに設置し、市民
に分かりやすく周知・提供する。

福島区 なにわ元気アップ会議
　市長が区におけるまちづくり活動などの特色のある取組みの場等に赴き、区民・市民ニー
ズの把握の機会とするとともに対話を通じてコミュニケーションを図ることにより、市民との信
頼関係を築き、市民と一体となった市政運営を行う目的で実施する。

福島区 市政・区政へのアイデア
　市政へのアイデア用の便箋付き封筒(はがき)などを、区役所に常備し、積極的に市民から
の意見・アイデアを受付け、意見を施策へ反映させていくことを目的とする。

福島区 市民の声

　多様・高度化する市民ニーズに対応し、市民の視点に立った地域の実情に応じた柔軟な
施策展開を図っていくためには、「市民の声」として、本市市政に関する市民からの意見・要
望等を常時受け付け、市民への説明責任を果たすべく適切な処理を行い市政に反映してい
く。

此花区 区広報紙発行事業
　地域に密着した情報を掲載し、地域特性に応じたコミュニティづくりをより一層推進するた
めに広報紙を発行し、区内全世帯・官公庁・事業所等に配布する。

此花区 区ホームページ事業
　市民が必要とする多様で新しい行政情報や、地域に密着した情報を、大量かつタイムリー
にホームページ媒体により発信し、快適で便利な日常生活や地域での活動に役立てる。

此花区 区民情報コーナー 　情報コーナーを設置し、地域の情報センターとしての機能を充実させる。

此花区 市政・区政へのアイディア
　市政へのアイデア用の便箋付き封筒等を、区役所・区民ホールに常備し、積極的に市民か
らの意見・アイディアを受付け、いただいた意見を施策へ反映させていく。

此花区 市民の声
　市民から寄せられる市政に関する苦情・要望・意見等を投書、来訪、電話、ＦＡＸ、インター
ネットで「市民の声」として受付け、関係局に回答を求めたり参考に供覧したりすることによ
り、市政全般の改善と信頼性確保に資する。

此花区
元気アップ会議（市長と
ふれあいタイム）

　市長が各区における様々な現場に赴き、市民ニーズ把握の機会とするとともに、対話を通
じてコミュニケーションを図ることにより市民との信頼関係を築き、市民と一体となった市政運
営を行う目的で実施する。

中央区 区の広報関係経費
　区の実情に応じて、区民に身近でニーズの高い、きめ細やかな行政情報及び地域情報の
提供を図るため、広報の基本メディアとして中央区広報紙「広報ちゅうおう」を作成するととも
に、市民向けホームページの整備を行う。

中央区 広聴関係事業
　市民から寄せられる市政に関する苦情・要望・意見などを投書、来訪、電話、ＦＡＸ、イン
ターネットにより受け付けるとともに、「なにわ元気アップ会議」により市長と市民とのコミュニ
ケーションを図る。

中央区
区民情報コーナー関係経
費

　市民サービス情報等の各種広報チラシ、パンフレット等の掲出など、区民情報コーナーを
活用し区民への情報提供を行う。

中央区 データで見る中央区
　タテ割り行政の弱点を是正し、各行政機関のまちづくり事業を総合的効果的に推進するた
め、中央区に関わる各般の行政情報を総合的に取りまとめた「データで見る中央区」を作成
する。

○広報・広聴の充実に関するもの

50



広報・広聴の充実に関するもの

区 事業名 事業概要

西区 市民の声事業
　市民から寄せられる市政に関する苦情・要望・意見などを投書、来訪、電話、ＦＡＸ、イン
ターネットで「市民の声」として受け付け、各局との連絡調整を図りながら、担当局に回答を
求め、申出人に回答を送付するなど、市民への説明責任に取り組む。

西区
西区なにわ元気アップ会
議事業

　市長が、各区における様々な活動の場等に赴き、区民・市民ニーズの把握の機会とすると
ともに、対話を通じてコミュニケーションを図ることにより、市民との信頼関係を築き、市民と
一体となった市政運営を行う目的で実施する。

西区 区の広報紙発行事業 　行政及び地域情報等を掲載した区民向け広報紙を毎月１回発行する。

西区
区のホームページ関係経
費

　市民、区民及び地域の方に、市・区の行政情報並びに地域の情報をより迅速かつリアルタ
イムに提供する。

西区
区民情報コーナー関係経
費

　来庁者に市・区の行政情報、地域の行政情報の提供をする。区民にとって正確・適切な情
報提供を行うことにより、市民サービスの向上を図る。

港区 区のホームページ
　市及び区の行政情報や地域に密着した情報を提供するため、区のホームページを作成、
運営する。更新は随時。広告事業の媒体でもある。

港区 港区役所かわらばん事業
　港区役所1階の掲示スペースを利用して、区のまちづくりに関連する情報やまちづくりに関
わっている団体等の活動情報を積極的に発信する。

港区 区の広報紙
　区役所の情報発信機能の強化及び地域特性に応じたコミュニティづくりの推進のため、市
及び区の行政情報、区民の活動や区の文化・歴史等地域情報を掲載した広報紙を毎月１回
15日に発行する。

【新】 港区 みなとナビ事業
　携帯電話を使い、「港区生活ガイドブック」の地図情報を取得するシステム（みなとナビ）の
運営及び港区ホームページより「港区生活ガイドブック」を閲覧するためのシステムを運営す
る。

港区
区民情報コーナー運営事
業

　区役所庁舎内にある「区民情報コーナー」で、ポスターの掲示やチラシ・リーフレットの設
置、テレビ・ビデオの放映等を行う。また、庁舎外では、「区広報板」を区内の鉄道駅舎等区
民の目の届きやすい場所に設置し、区・市からのお知らせや区内のイベント情報等を積極的
に発信し、区民の利益となる情報の伝達漏れを減らすとともに、区事業へ積極的な参加を促
す。

港区 区の広聴事業

　多様化、複雑化する市民ニーズに対応して、市民の視点にたった地域の実情に応じた柔
軟な施策展開を図るため、「市民の声」をはじめとした、本市市政に関する市民からの意見・
要望等を常時受付し、市民への説明責任を果たすべく適切な処理を行い、市政に反映させ
る。

港区 なにわ元気アップ会議
　市長が、各区における様々な活動の場等に赴き、区民・市民ニーズの把握の機会とすると
ともに、対話を通じてコミュニケーションを図ることにより、市民との信頼関係を築き、市民と
一体となった市政運営を行う。

大正区 区の広報紙
　地域に密着した生活情報(市政・区政)をわかりやすく掲載し、お知らせする。区政をアピー
ルし、区民と区政を結ぶ重要な広報媒体として効果を発揮しており、社会参加や生活の手助
けとなっている。　毎月15日に発行。

大正区 区のホームページ
　区の活動状況（各種取組みや事業）や区の歴史・文化、区内施設の現況などをわかりやす
く掲載し、便利で誰もが利用しやすく、かつ必要な情報を網羅したホームページを作成するこ
とにより、市民サービスの充実をはかる。

大正区 なにわ元気アップ会議
　市長が、地域における様々な活動の場等に赴き、直接市民に市政情報を提供するととも
に、より多くの市民からの創造的なアイデア、地域の住民ニーズを聴き、市民と一体となった
市政運営を行う目的で会議を開催する。

大正区 市民の声
　市民から寄せられる市政に関する苦情・要望・意見などを投書、来訪、電話、ＦＡＸ、イン
ターネットで「市民の声」として受け付け、各局との連絡調整を図りながら、担当局に回答を
求め、申出人に回答を送付。また、関係局に市政の参考として供覧している。

大正区 市政・区政へのアイデア
　市政へのアイデア用の便箋付封筒（はがき）などを、区役所・コミュニティセンターに常備
し、積極的に市民からの意見・アイデアを受け付け、いただいた意見を施策へ反映させてい
く。

大正区 区民情報コーナー

　市民の利便性の向上を図り、親しまれ信頼される区役所づくりを推進するため、区役所の
入り口近くに情報コーナーを設け、ポスター、パンフレット、チラシ、冊子等を設置するととも
に、来庁者に市政の情報提供、資料等の配布を行うなど、各種行政情報や地域に関する情
報を提供する。
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広報・広聴の充実に関するもの

区 事業名 事業概要

天王寺区 区の広報紙
　毎月１回１５日に、区広報紙を発行し、区内・市内の暮らしやイベント・各事業所など区民に
密着した情報を提供することにより、区政をアピールし、区民の生活のさらなる充実をはか
る。

天王寺区 区のホームページ
　区のホームページ内に、区内の官公庁や名所などを中心に表示する区施設案内地図や外
国語ページ(英語、中国語、韓国・朝鮮語)の更新を行う。

天王寺区 区民情報コーナー事業
　区役所来訪者に、催し物や福祉等のパンフレット・ポスター等を提供することによって、市
民の生活の充実を計り、区役所を市民生活の情報発進源とすることを目的とする。

天王寺区 広聴関係事業

　市長が区における活動の場に赴く｢なにわ元気アップ会議｣や、市民から積極的に意見・ア
イデアを受け付け市政に反映を目指す｢市政・区政アイデア募集｣及び、市政に関する市民
のからの意見・要望を受け付け市民への説明責任を果たす｢市民の声｣など、広聴事業の充
実を図る。

浪速区 市政・区政へのアイディア
　市政へのアイデア用の便箋付き封筒（はがき）などを、区役所・区民センターに常備し、積
極的に市民からの意見・アイデアを受け付け、いただいた意見を施策へ反映させていく。

浪速区 市民の声
　市民から寄せられる市政に関する苦情・要望・意見などを投書、来訪、電話、ＦＡＸ、イン
ターネットで「市民の声」として受付け、各局との連絡調整を図りながら、担当局に回答を求
め、申出人に回答送付。あるいは、関係局に市政の参考とする。

浪速区
なにわ元気アップ会議事
業

　市長が、各区における様々な活動の場等に赴き、区民・市民ニーズの把握の機会とすると
ともに、対話を通じてコミュニケーションを図ることにより、市民との信頼関係を築き、市民と
一体となった市政運営を行う目的で実施する。

浪速区 区広報紙発行事業
　地域のコミュニティづくりを推進し、区役所の情報発信機能の強化を図る。また地域に密着
した情報の提供に努め、より充実した区の広報紙を発行する。

浪速区 区ホームページ
　区民ニーズを踏まえた区行政・まちづくり支援を展開するとともに、各種施策・事務事業へ
の反映を図るため、市民へのより迅速かつリアルタイムな情報提供を区のホームページでお
知らせして行く。

浪速区 区政モニター
　区民や区内に在勤・在学する方を対象にモニターを委嘱し、区政の重要課題や区民の生
活に関係の深い問題等に関しての意識を把握し、区政の施策立案の参考とする。

浪速区 区民情報コーナー 　チラシ・パンフレット・ポスター等を設置し、区民への効率的な情報提供の場をつくる。

西淀川区 区広報紙発行事業 　区民と市政を結ぶ行政情報を提供します。

西淀川区
区ホームページ運営・管理
事業

　区ホームページによる区民への情報を発信します。

西淀川区 なにわ元気アップ会議 　市長が各区の地域での活動場所を訪問し、さまざまな活動者と懇談を行います。

西淀川区 携帯端末サイト運用事業

　携帯電話を使い、区行政情報や地域の情報を入手するための携帯端末用サイトを運用し
ます。特に、時期により混雑する窓口サービス担当（保険年金担当）の窓口について、待ち
人数をリアルタイムに提供し、待ち時間を有効活用していただくなど来庁者の負担の軽減を
図ります。

西淀川区
区民情報コーナーの運用・
管理

　区民に情報紙等を提供します。

西淀川区 市民の声
　電話・ファックス・メールをはじめ、窓口において直接区政・市政についての苦情や意見を
受け付けます。

西淀川区 市政・区政へのアイデア 　区民をはじめ地域住民の方から直接アイディアを受け付けます。

淀川区 なにわ元気アップ会議
　市長が各区における様々な活動の場に出向き、区民ニーズの把握の機会とするとともに、
対話を通じて直接的に市長と市民がコミュニケーションを図ることにより、市民との信頼関係
を築き、市民と一体となった市政運営の推進に努める

淀川区 地図情報システム
　区のホームページにおいて、区内の公共機関、教育施設、文化・観光施設などの位置を地
図で容易に確認できることにより、利便性を高め、市民サービス向上を図る。

淀川区 市民の声
　多様化・高度化する市民ニーズに対応し、市民の視点に立った地域の実情に応じた柔軟
な施策展開を図っていくために、「市民の声」として、本市市政に関する市民からの意見・要
望等を常時受付し、市民への説明責任を果たすべく適切な処理を行い、市政に反映していく
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区 事業名 事業概要

淀川区 区民情報コーナー
　本市の各所属から寄せられる、各種の市政・区政情報を広く区民に提供することを目的
に、市政・区政に関する広報パンフレット・チラシ・ポスター等を取捨選択し、区民情報コー
ナーにおいて提供する。

淀川区 区の広報紙事業
　区民に向けて、淀川区の事業・行事・催しのお知らせなど、地域・生活に密着した情報を届
ける。毎月１５日発行。新聞折込および希望者への配送により配布。

淀川区 区のホームページ
　市民に向けて、淀川区の情報、区内における事業・行事・催しのお知らせなど、地域・生活
に密着した情報を発信するホームページコンテンツの維持管理業務。

東淀川区 区の広報紙の発行事業
　事業・施策等の区政ニュース、区に密着した生活情報などを区民に知らせるため、区政情
報全般を編集し広報紙として発行する。

東淀川区
区のホームページ
管理・運用事業

　市民が行政情報や地域情報をリアルタイムで収集し、日常生活や地域活動に役立てること
ができるよう、区のホームページの内容をより見やすく分かりやすいものにするとともに、
ホームページの内容を随時更新する

東淀川区
区民情報コーナー関係事
業

　市民と市政のコミュニケーションを図るために、「みおネット」、ビデオコーナー、掲示ボード、
パンフレットラック、図書・資料類書架をまとめて設置するとともに、いすを配置してゆっくり情
報の収集と資料・雑誌等を閲覧ができるようにしたコーナーで、区役所１階に設けている。

東淀川区 市政・区政へのアイディア
　市政へのアイデア用の便箋つき封筒などを区役所に設置し、積極的に市民からの意見・ア
イデアを受付け、いただいた意見を施策に反映させていく。

東淀川区 市民の声
　多様化・高度化する市民ニーズに対応し、市政に関する意見要望等を常時受付け、説明
責任を果たすべくファックス・メールで受付ける体制を整える

東淀川区 「なにわ元気アップ会議」
　市長が、区における様々な活動の場等に赴き、区民ニーズを把握するとともに、対話を通
じてコミュニケーションを図ることにより、市民との信頼関係を築き、市民と一体となった市政
運営を行う。

東成区 広報紙事業
　区民が日常生活や地域での活動に役立てることができるよう、広くきめ細やかな行政情報
や地域に密着した情報を発信する。

東成区 ホームページ事業
　市民が日常生活や地域での活動に役立てることができるよう、広くきめ細やかな行政情報
や地域に密着した情報をリアルタイムに発信する。また、区独自コンテンツの充実を図るとと
もに、迅速な情報更新を行う。

東成区
地域別ホームページ開設
事業

　地域において、地域情報の収集を行い、ホームページを用いて地域ならではの情報を発信
することで情報を共有化し、コミュニティの活性化を図る。

東成区 区政モニター事業
　区政に関するモニターを設置し、区民のニーズや意見等を積極的に把握し、区の施策へ反
映する。

東成区
市長・区長とのふれあい事
業

　市長・区長が区の様々な活動の場や各地域に赴いて市民・区民ニーズの把握の機会とす
るとともに、対話を通じてコミュニケーションを図ることにより、市民・区民と一体となった市
政・区政運営を行う。

東成区 広聴事務
　市民・区民からの意見・要望・アイデア提案などを市政・区政に反映を行うとともに、区政へ
の反映結果については公表する。

生野区 市政・区政へのアイデア 　積極的に市民からの意見・アイデアを受け付け、施策へ反映させていく。

生野区 市民の声
　「市民の声」として本市市政に関する市民からの意見・要望等を常時受け付け、説明責任
を果たすべく適切な処理を行い、市政・区政へ反映していく。

生野区 なにわ元気アップ会議
　市長が各区における活動の場に赴き、直接市民に市政情報を提供するとともに、区民ニー
ズを把握する機会をもち、コミュニケーションを図り、市民と一体になった市政運営を行う。

生野区 区の広報紙事業
　広く区民がきめ細かな行政情報、コミュニティ情報を得ることができるよう生野区版広報紙
を毎月1回（15日に）発行する。
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区 事業名 事業概要

生野区 区のホームページ事業
　区民への迅速かつリアルタイムな情報提供を目的とし、区ホームページの日常的な維持管
理とコンテンツ更新を行う。

生野区 区民情報コーナー
　区政・市政などに関する情報提供を行うとともに、各局発行のPR冊子、リーフレットなどの
資料提供を行う。

旭区 地下鉄駅広報コーナー
　情報媒体を増やし「市政・区政に関する情報を誰もが容易に入手できる」環境をつくり、
様々な場所でスペースを確保し、情報発信を推進していくため、地下鉄の駅に掲示板とカタ
ログスタンドを設置する。

旭区 区の広報紙

　区政・市政をはじめ区内官公署の事業・行事など区民に知らせる必要のある情報を掲載
し、広く区民に提供する。また、区民からも地域の情報の提供を受けるとともに、意見・要望
などを把握し広報紙に反映していく。区民が広報紙から色々な情報を入手し、日常生活に役
立て区政・市政への理解を深めている。

旭区 区ホームページ
　ホームページに区政・市政などの最新の情報や地域の情報を積極的に掲載し、市民にとっ
て、日常生活や地域での活動に役立つ情報を発信する。また、広報紙に掲載できなかった
記事も短期間で掲載する。

旭区 情報コーナー
　平成８年より、みおネットによる情報提供をはじめ、各局、事業所で作成したパンフレット、
ポスター、チラシ等を提供することにより、市民と市政のコミュニケーションの促進や、市民
サービスの向上を図っている。

旭区 市民の声
　市民からの意見・要望等を常時受付け、市民への説明責任をはたすべく適切な処理を行
い、多様化・高度化する市民ニーズに対し、市民の視点に立った地域の実情に応じた柔軟な
施策展開を図る。

旭区 なにわ元気アップ会議
　市民との信頼関係を築き、市民と一体となった市政運営を行うため、市長が区における
様々な活動の場等に赴き、区民・市民ニーズの把握の機会とするとともに、対話を通じてコ
ミュニケーションを図る。

城東区 区広報紙作成事務

　区の広報紙「ふれあい城東」(発行部数＝７２，０００部)に関する、企画・編集・発行業務で
あり、毎月１５日を発行日とし、区の行事や区内・近隣区関連の情報並びに、市政区政に関
する情報提供を目的とする。新聞折込を基本とし、申し出のあった新聞未購読者には個別配
送業者より配送する。

城東区 区のホームページ
　当区に関する施設情報・地図情報・歴史等を紹介し、外国籍住民を中心に広く情報提供を
行う。

旭区 市政・区政へのアイデア
　市政へのアイデア用の便箋付き封筒等を、区役所総合案内窓口・区民センターなどに常備
し、積極的に市民からの意見・アイデアを受付け、施策への反映を図る。

鶴見区 区の広報事業
　区民への行政情報を伝達する手段としての役割や、地域情報を掲載することによる地域コ
ミュニティづくりの推進を目的として、区の広報紙「こうほうつるみ」の発行や、区のホーム
ページの運営を行う。

鶴見区 市政・区政へのアイデア
　便箋付き封筒などを区役所・区民センターに常備させ、市民及び市内に通勤通学されてい
る方から市政に対するアイデア・意見を受け付け、それらを施策へ反映させる。

鶴見区 　市民の声
　市民から寄せられる市政に関する苦情・要望・意見等を来訪・電話・ＦＡＸ・インターネット等
で「市民の声」として受付け、担当部局と調整のうえ、申出人に回答・送付あるいは、関係局
へ周知することにより今後の市政への参考とする。

鶴見区 　なにわ元気アップ会議
　市長が各区の様々な活動の場に赴き、市民ニーズの把握のための機会とするとともに、対
話を通じてコミュニケーションを図ることで、市民との信頼関係を築き、市民と一体になった市
政運営を行う。

鶴見区 区民情報コーナー事業
　多種多様化する住民ニーズに対して、適切な情報提供を行うため、区民情報コーナーの運
営を行う。

阿倍野区 市政・区政へのｱｲﾃﾞｨｱ
　区役所に専用封筒付きの用紙を常時設置し、市民からの提案・意見を寄せてもらうことに
より、地域のニーズを速やかに把握し、市政・区政に反映を図る。

阿倍野区 市民の声
　電話・窓口・インターネット等で寄せられた市政・区政に対する意見・苦情などを関係部署に
報告し、回答すべきは回答し、今後の市政運営や施策に反映を図る。

阿倍野区 なにわ元気ｱｯﾌﾟ会議
　市長が各区で活動されているグループの活動の場に訪問し、直接市民のニーズを把握す
る機会とするとともに、対話によるコミュニケーションを深め、市民と一体となった市政の運営
をめざすために実施する。
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広報・広聴の充実に関するもの

区 事業名 事業概要

阿倍野区 区の広報紙
　区役所からの情報発信機能の強化を図り、地域に密着した情報を的確に提供するため、
広報紙「広報あべの」を発行し地域コミュニティづくりの推進などを図る。

阿倍野区
阿倍野区ﾏｽｺｯﾄｷｬﾗｸﾀｰ広
報事業

　マスコットキャラクターあべのんを多くの人に知っていただき、区民の方に阿倍野区により
親しみをもってもらうことを目的とする。広報紙で「あべのんの衣装デザインコンテスト」の募
集を行う。優秀作品をもとに着ぐるみの衣装を作成し、あべのカーニバルでお披露目、表彰
式を行う。

阿倍野区 区のﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ
　市民が行政情報や地域に密着した情報を手軽にかつ迅速に収集できるようにするため、
区のホームページの作成及び更新業務を実施する。

阿倍野区 区民情報ｺｰﾅｰ
　区役所内に「区民情報コーナー」を設置し「みおネット」を利用しての情報提供をはじめ、区
民ライブラリー、パンフレット、ビデオテープ、ケーブルテレビなどにより、行政情報や地域に
密着した情報の提供を行う。

住之江区 市民の声

　多様化・高度化する市民ニーズに対応し、市民の視点に立った地域の実情に応じた柔軟
な施策展開を図っていくためには、「市民の声」として、本市市政に関する市民からの意見・
要望等を常時受付、市民への説明責任を果たすべく適切な処理を行い、市政に反映してい
く。

住之江区
区広報紙「さざんか」発行
事業

　区役所からの行政情報の発信のため、また市政だよりでは補えない地域に密着した情報
を提供するため区広報紙「さざんか」を発行する。行政からの情報を一方向的にお知らせす
る紙面でなく、地域で開催される行事や催しものを積極的に取材し、住之江区の良いところ
をアピールしながら地域に根ざしたものを作成する。

住之江区 区のホームページ

　インターネットを利用する市民に対して、区役所からの行政情報や地域に密着した情報を
身近にかつ大量に、またリアルタイムに提供できるように区ホームページを開設している。月
１回の区広報紙や市政だよりの情報を補い、よりタイムリーなものを提供しながら常時内容
を更新することによりアクセス件数の増加を図る。大阪市ホームページシステム（CMS）稼動
と相まって、よりリアルタイムに発信できる体制となる。

住之江区 区民情報コーナー事業

　区役所に来庁する市民の多種多様なニーズに対応するため、庁舎内にある情報コーナー
「さんさんさざん家」（公募により名称決定）にて本市の各種施設や事業などの情報や、地域
からの情報をを紙ベースで提供することにより、市民と市政のコミュニケーションを促進する。
また、生涯学習事業やボランティア活動を通じ、地域コミュニティや市民活動に対する関心を
喚起し、推進を図る。

住之江区 なにわ元気アップ会議
　市長が各区における様々な活動の場等に赴き、市民・区民ニーズの把握の機会とするとと
もに、対話を通じてコミュニケーションを図ることにより区民との信頼関係を築き、区民と一体
となった市政運営を行う目的で実施する。

住之江区 区政モニター

　市政・区政に対する区民の要望が多様化する中、区民の意見や要望等を積極的に把握
し、施策・事業に反映させるため区長マニフェストに基づき区政モニター制度を設置する。モ
ニター結果については、広報紙やホームページ等で取り上げると共に、関係先にも積極的に
周知し、市政・区政の施策・事業に反映していく。

住之江区 市政・区政へのアイデア
　市政・区政へのアイデア用の便箋付き封筒（はがき）などを、区役所・区民センターに常備
し、積極的に市民からの意見・アイデアを受け付け、いただいた意見を施策へ反映させてい
く。

住吉区 区のホームページ事業
　区民にリアルタイムな情報の提供を目的とし、区のホームページの日常的な維持管理とコ
ンテンツの更新を行う事業。

住吉区 区民情報コーナー事業
　区民の必要とする情報を積極的に提供するために情報コーナーを設置し、行政資料など
の整備及び市民の生活に関わり合いの深い法律相談・市営住宅募集などの情報をチラシと
して作成し市民への周知を図る事業。

住吉区 区の広報紙事業
　区役所の情報発信機能の充実・強化を図り、地域に密着した情報を提供するため「広報す
みよし」を年１２回発行する。

住吉区
市政・区政のアイデア募集
事業

　市政・区政へのアイデア募集の専用封筒を区役所に備え付け、市民の方々からご意見・ご
提案をいただく。

住吉区 市民の声
　市民の方々から市政に対するいろいろなご意見等をいただき、本市施策・事業に反映させ
ていこうというもの。

住吉区 なにわ元気アップ会議 　市長が地域の活動場所を訪問して行う懇談会。

東住吉区 なでしこ情報ルーム事業

　従来の『区民情報コーナー事業』・『市政・区政へのアイデア』・『市民の声事業』・『なでしこ
情報ルーム情報端末経費』を集約化し、『なでしこ情報ルーム事業』とする。それにより、区
民が区におけるあらゆる情報をより積極的に受発信でき、市民の視点に立った地域の実情
に応じた柔軟な施策展開に役立てる。
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広報・広聴の充実に関するもの

区 事業名 事業概要

東住吉区 区広報事業
　区における情報発信機能の強化を図り、積極的な地域情報の収集・情報提供をはじめ、地
域に密着した区民と区政を結ぶ媒体としてその役割の充実を目指し、広報紙を発刊・ホーム
ページを作成・更新していく。

平野区
市政・区政へのアイデア事
業

　市政・区政へのアイデア用の返信ハガキなどを区役所に常備し、積極的に市民からの意
見・アイデアを受け付け、いただいた意見を施策へ反映させていくことを目的とする。

平野区 市民の声事業
　市民から寄せられる市政に関する苦情・要望・意見などを投書・来訪・電話・FAX・インター
ネットで「市民の声」として受付、各局との連絡調整を図りながら、担当局に回答を求め、申
出人に回答送付。あるいは、関係局に市政の参考として供覧している。

平野区
なにわ元気アップ会議事
業

　この事業は、市長が、区における様々な活動の場等に赴き、区民・市民ニーズの把握の機
会とするとともに、対話を通じてコミュニケーションを図ることにより、市民との信頼関係を築
き、市民と一体となった市政運営を行う目的で実施する。

平野区 区の広報紙事業
　区民と区政を結ぶ重要な広報媒体としての機能の充実を図り、地域に密着し住民ニーズに
則した情報を提供するため、「広報ひらの」を発行する。区の広報紙からの情報発信をもとに
地域コミュニティづくりを推進し、区行政サービスの拡充を図る。

平野区 区のホームページ事業
　区のホームページからの発信により、市民が行政情報地域に密着した情報を身近に大量
かつ、リアルタイムに収集することができる。そのことにより、日常生活や地域での活動に役
立てることが期待できる。

平野区 区民情報コーナー事業
　区民と市政を結ぶ、情報コーナーの充実を図り、地域に密着した住民ニーズに即した情報
を提供することを目的とする。　地域の豊かなコミュニティづくりと区行政サービスの拡充をは
かる。

西成区 区広報紙事業
　区政・市政に関する事業、施策等や地域に密着した生活情報を広報紙として提供すること
により、地域福祉の向上を図るとともにまちづくりに寄与する。

西成区
区ホームページ作成・更新
事業

　市民等へタイムリーな各種行政情報、地域情報を迅速に提供することを目的とし、随時コン
テンツの更新・充実を図る。

西成区 市民の声事業

　多様化・高度化する市民ニーズに対応し市民の視点に立った、地域の実情に応じた柔軟
な施策転換を図っていくためには市民の声として本市市政に関する市民からの意見・要望等
を常時受け付け市民への説明責任を果たすべく、受付・回答等の処理を行い市政に反映さ
せていく。

西成区
なにわ元気アップ会議事
業

　市長が西成区における活動の場に赴き、直接市民に関する情報を提供するとともに、より
多くの市民から創造的なアイデア・地域のニーズをお聞きし市民と一体となった市政運営を
おこなうことを目的として、会議を運営する。

西成区
市政・区政へのアイデア事
業

　市政へのアイデア用の便箋付き封筒などを区役所に常備し、積極的に市民からの意見ア
イデアを受付け、いただいた意見を施策へ反映していくことを目的とする。

西成区 区民情報コーナー事業
　各種チラシ・パンフレット等を情報コーナーに設置し、来庁者が自由に情報を取得すること
ができる場を提供することにより、市民等への広聴広報機能を強化する。
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区の特色に応じた市民サービスの向上

区 事業名 事業概要

【新】 北区 庁舎前駐輪整理事業
　区役所庁舎前広場の駐輪対策として、駐輪整理員を配置し、自転車の誘導・整理を行い、
区役所利用者の満足度を上げるとともに、駐輪マナーの向上を図る。

【新】 北区 ボイスコールの設置
　区庁舎レイアウト変更後の地域福祉・介護保険窓口に共用のボイスコールを設置すること
により、来庁者の利便性を図り、窓口へのスムーズな誘導を行う。

【新】 此花区
すべての人にとって使いや
すい庁舎づくり

　此花区役所のトイレ及び給湯室のドアを改修し、「水回り」の環境改善を図るともに、利用
者本位の観点から使いやすさの向上を図る。

西区 西区サロンコンサート
　区民参加型イベント。区民の企画、運営による音楽・芸術コンサート事業を開催し、区民の
文化・芸術意識の向上を図る。

港区 区における人権相談事業

　「本市は、（中略）人権問題に関する情報の収集及び提供並びに相談ネットワークづくりそ
の他の人権尊重の社会づくりを推進するために必要な事業を行う」とする「大阪市人権尊重
の社会づくり条例」に基づき、市民にとって身近な行政機関である区役所において、人権に
かかる情報を提供し、相談機能の確立を図る。

【新】 天王寺区
区役所窓口業務のワンス
トップ化事業

　庁舎内での市民の方の移動を最小限にするため、現在、複数の窓口で行われている転入
届や出生届など５つの代表的なライフイベントに関連する手続きの窓口を一本化する。

【新】 浪速区
フロアマネージャによる窓
口案内

　区役所2階の住民情報担当に訪れる市民がスムーズに受付・届出を行えるため、フロアマ
ネージャーを配置し、ボイスコールを活用しながら、窓口周辺での申請書や届出用紙の記載
説明、窓口・制度の案内等を行う。

東成区
業務改善と服務規律確保
のための改善監理委員会

　区民を構成メンバーとする「区政改善監理委員会」において、区政改革、服務規律、情報公
開が区民の視点に立って進められているかのチェックや提言を受ける。

【新】 東成区
市民にやさしい区庁舎づく
り

　より市民にやさしい窓口サービス、区庁舎をめざし、保健福祉センターにボイスコールを設
置するとともに、子どもを抱えて来庁される市民のためにベビーキープを設置する。

生野区
いくみんコンシェルジュの
配置

　保健福祉センターの窓口フロアーを中心に、積極的に来客の相談内容を把握し、問題整理
を行いアドバイスをしながら相談者に付き添って問題解決を図る社会福祉に専門的な知識を
有するコンシェルジュを配置し、ワンストップ化を図る。なお、区の特色に配慮しハングル語で
の対応も可能な者とする。

【新】 生野区
介護保険業務担当窓口の
混雑解消事業

　介護保険担当窓口業務を円滑に行なうため、窓口にボイスコールを設置する。

【新】 城東区 授乳室の設置
　子育てがしやすく、住みやすいまちづくりを進める観点から、乳幼児を連れた方が安心して
外出できる環境整備のため授乳室を設置する。

【新】 城東区
ロビー開催イベント用照明
器具の設置

　ロビーコンサート等、区役所1階ロビーで開催しているイベントの舞台天井へ、スポット照明
器具を設置する。

【新】 鶴見区
ボイスコール設置による窓
口機能の充実

　来庁者で最も多い、区役所の顔ともいえる住民情報に担当において、視覚的、聴覚的両方
から呼び出し番号をつたえるようボイスコールを設置する。

【新】 住之江区
ボイスコールシステムの導
入

　受付業務の効率化とサービス向上とお客様のプライバシー保護のため、ボイスコールシス
テムを導入する。

【新】 住之江区
情報システムを媒体にし
た、窓口業務に関する情
報の提供

　保険年金担当における窓口業務に関する情報などを来訪市民に対し、情報システムを媒
体に迅速かつ効果的に提供することにより、窓口における区民サービスを質・量両面で向上
させる。

○区の特色に応じた市民サービスの向上
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